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 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 及 び 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に

関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   平 成 24 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

横 浜 市 規 則 第 83 号  

   横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 及 び 横 浜 市 生 活 環 境 の  

   保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 （ 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 23 年 ６ 月 横 浜 市 規

則 第 67 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 １ の ３ の 項 第 １ 分 類 事 業 の 要 件 の 欄 中 「 第 ３ 条 第 ２ 項 第

８ 号 」 を 「 第 ２ 条 第 ５ 号 」 に 改 め る 。   

 （ 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 15 年

３ 月 横 浜 市 規 則 第 17 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  目 次 中 「 第 ５ 条 」 を 「 第 ５ 条 の ３ 」 に 、 「 第 ２ 節  環 境 配 慮 書

の 提 出 （ 第 23 条 ・ 第 24 条 ） 」 を 「 第 ２ 節  削 除 」 に 、 「 に お け る

環 境 へ の 負 荷 の 低 減 」 を 「 に お け る 環 境 へ の 負 荷 の 低 減 等 」 に 、

「 を 使 用 す る 作 業 の 制 限 等 」 を 「 の 発 散 の 防 止 」 に 、 「 ・ 第 48 条

」 を 「 ― 第 48 条 の ２ 」 に 、  

 「 第 １ 節 の ２  土 壌 の 汚 染 の 防 止 等 （ 第 56 条 の ２ ― 第 56 条 の ８  

        ）  

  第 ２ 節  特 定 廃 棄 物 処 分 場 敷 地 等 の 適 正 管 理 （ 第 57 条 ― 第 60  

      条 ）                      」  

 を  

 「 第 ２ 節  土 地 の 形 質 の 変 更 に 伴 う 公 害 の 防 止 （ 第 57 条 ・ 第 58  

      条 ）  

  第 ２ 節 の ２  特 定 有 害 物 質 に よ る 土 壌 の 汚 染 の 防 止 等 （ 第 59  

        条 ― 第 59 条 の 56 ）  

  第 ２ 節 の ３  ダ イ オ キ シ ン 類 に よ る 土 壌 の 汚 染 の 防 止 等 （ 第  

        60 条 ― 第 60 条 の ９ ）             」  

に 、 「 第 72 条 」 を 「 第 72 条 の ２ 」 に 、 「 第 ２ 節  特 定 低 公 害 車 の

導 入 等 （ 第 85 条 ・ 第 86 条 ） 」 を 「 第 ２ 節  削 除 」 に 改 め る 。  

  第 ３ 条 中 「 。 以 下 「 指 定 作 業 」 と い う 」 を 削 り 、 同 条 の 次 に 次

の １ 条 を 加 え る 。  

  （ 指 定 施 設 ）  

 第 ３ 条 の ２  条 例 第 ２ 条 第 ５ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 施 設 は 、

別 表 第 １ の 条 例 別 表 の 作 業 の 欄 に 掲 げ る 作 業 ご と に 同 表 の 施 設

の 欄 に 掲 げ る 施 設 と す る 。  

  第 ４ 条 中 「 第 ２ 条 第 10 号 オ 」 を 「 第 ２ 条 第 12 号 オ 」 に 改 め る 。  
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  第 ５ 条 中 「 第 ２ 条 第 10 号 キ 」 を 「 第 ２ 条 第 12 号 キ 」 に 改 め る 。  

  第 １ 章 に 次 の ２ 条 を 加 え る 。  

  （ 排 水 指 定 物 質 ）  

 第 ５ 条 の ２  条 例 第 ２ 条 第 15 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 物 質 は 、

次 に 掲 げ る 物 質 と す る 。  

  (1)  カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物  

  (2)  シ ア ン 化 合 物  
      りん  

  (3)  有 機 燐 化 合 物 （ ジ エ チ ル パ ラ ニ ト ロ フ ェ ニ ル チ オ ホ ス フ ェ

イ ト （ 以 下 「 パ ラ チ オ ン 」 と い う 。 ） 、 ジ メ チ ル パ ラ ニ ト ロ

フ ェ ニ ル チ オ ホ ス フ ェ イ ト （ 以 下 「 メ チ ル パ ラ チ オ ン 」 と い

う 。 ） 、 ジ メ チ ル エ チ ル メ ル カ プ ト エ チ ル チ オ ホ ス フ ェ イ ト

（ 以 下 「 メ チ ル ジ メ ト ン 」 と い う 。 ） 及 び エ チ ル パ ラ ニ ト ロ

フ ェ ニ ル チ オ ノ ベ ン ゼ ン ホ ス ホ ネ イ ト （ 以 下 「 Ｅ Ｐ Ｎ 」 と い

う 。 ） に 限 る 。 ）  

  (4)  鉛 及 び そ の 化 合 物  

  (5)  ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物  
    ひ  

  (6)  砒 素 及 び そ の 化 合 物  

  (7)  水 銀 及 び ア ル キ ル 水 銀 そ の 他 の 水 銀 化 合 物  

  (8)  ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル  

  (9)  ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン  

  (10)  テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン  

  (11)  ジ ク ロ ロ メ タ ン  

  (12)  四 塩 化 炭 素  

  (13)  １ , ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン  

  (14)  １ , １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  

  (15)  シ ス － １ , ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  

  (16)  １ , １ , １ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン  

  (17)  １ , １ , ２ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン  

  (18)  １ , ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン  

  (19)  テ ト ラ メ チ ル チ ウ ラ ム ジ ス ル フ イ ド （ 以 下 「 チ ウ ラ ム 」 と

い う 。 ）  

  (20)  ２ － ク ロ ロ － ４ , ６ － ビ ス （ エ チ ル ア ミ ノ ） － ｓ － ト リ ア

ジ ン （ 以 下 「 シ マ ジ ン 」 と い う 。 ）  

  (21)  Ｓ － ４ － ク ロ ロ ベ ン ジ ル ＝ Ｎ , Ｎ － ジ エ チ ル チ オ カ ル バ マ

ー ト （ 以 下 「 チ オ ベ ン カ ル ブ 」 と い う 。 ）  

  (22)  ベ ン ゼ ン  

  (23)  セ レ ン 及 び そ の 化 合 物  

  (24)  ほ う 素 及 び そ の 化 合 物  

  (25)  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  

  (26)  ア ン モ ニ ア 、 ア ン モ ニ ウ ム 化 合 物 、 亜 硝 酸 化 合 物 及 び 硝 酸  
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   化 合 物  

  (27)  ダ イ オ キ シ ン 類  

  (28)  フ ェ ノ ー ル 類  

  (29)  銅 及 び そ の 化 合 物  

  (30)  亜 鉛 及 び そ の 化 合 物  

  (31)  鉄 及 び そ の 化 合 物 （ 溶 解 性 の も の に 限 る 。 ）  

  (32)  マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 （ 溶 解 性 の も の に 限 る 。 ）  

  (33)  ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物  

  (34)  １ , ４ － ジ オ キ サ ン  

  （ 地 下 浸 透 禁 止 物 質 ）  

 第 ５ 条 の ３  条 例 第 ２ 条 第 16 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 物 質 は 、

前 条 第 １ 号 か ら 第 14 号 ま で 、 第 16 号 か ら 第 27 号 ま で 及 び 第 34 号

に 掲 げ る 物 質 （ 同 条 第 26 号 に 掲 げ る 物 質 に あ っ て は し 尿 そ の 他  
               せつ  

  生 活 に 起 因 す る 下 水 、 家 畜 排 泄 物 及 び 肥 料 の 施 用 に 係 る も の を

除 き 、 同 条 第 27 号 に 掲 げ る 物 質 に あ っ て は 別 表 第 11 に 定 め る ダ

イ オ キ シ ン 類 の 規 制 基 準 の 適 用 を 受 け る 事 業 所 の 排 水 に 係 る も

の に 限 る 。 ） 並 び に １ , ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 及 び 塩 化 ビ ニ ル

モ ノ マ ー と す る 。  

  第 ２ 章 の 章 名 中 「 手 続 」 を 「 手 続 等 」 に 改 め る 。  

  第 ６ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  （ 自 動 車 の 出 入 口 の 位 置 を 記 載 す る 施 設 ）  

 第 ６ 条  条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 12 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 施 設 は

、 生 コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト と す る 。 た だ し 、 容 量 が  0.3 立 方 メ

ー ト ル 未 満 の 生 コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト 及 び 生 コ ン ク リ ー ト プ ラ

ン ト を 設 置 す る 指 定 事 業 所 内 で コ ン ク リ ー ト 二 次 製 品 を 製 造 す

る た め に の み 設 置 さ れ る 当 該 生 コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト を 除 く 。  

  第 ７ 条 中 「 第 ３ 条 第 ２ 項 第 14 号 」 を 「 第 ３ 条 第 ２ 項 第 15 号 」 に

改 め 、 同 条 第 １ 号 中 「 自 動 車 の 出 入 口 の 位 置 」 を 「 事 業 内 容 」 に

改 め る 。  

  第 ８ 条 第 ３ 号 中 「 公 害 防 止 方 法 計 画 書 」 を 「 公 害 防 止 方 法 概 要

書 」 に 改 め る 。  

  第 ９ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 第 ９ 条  削 除  

  第 10 条 の 見 出 し を 「 （ 生 コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト 等 を 設 置 す る 指

定 事 業 所 の 周 辺 の 状 況 に 係 る 基 準 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 を 削 り

、 同 条 第 ２ 項 を 同 条 と し 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

 ２  前 項 各 号 に 掲 げ る 基 準 は 、 市 長 が 特 に 認 め る 第 ６ 条 に 規 定 す

る 生 コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト に つ い て は 、 適 用 し な い 。  

  第 11 条 の 見 出 し 中 「 掲 示 等 」 を 「 掲 示 事 項 」 に 改 め 、 同 条 第 １

項 並 び に 第 ２ 項 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 を 削 り 、 同 項 第 ５ 号 中 「 公 害 防
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止 担 当 部 課 及 び 公 害 防 止 責 任 者 」 を 「 公 害 防 止 担 当 部 課 等 及 び 連

絡 先 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 ３ 号 と し 、 同 項 を 同 条 第 １ 項 と し 、

同 条 第 ３ 項 を 同 条 第 ２ 項 と す る 。  

  第 12 条 の 見 出 し を 「 （ 事 業 開 始 等 届 出 書 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「

指 定 事 業 所 事 業 開 始 届 出 書 」 を 「 指 定 事 業 所 事 業 開 始 等 届 出 書 」

に 改 め る 。  

  第 13 条 第 １ 項 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  (1)  指 定 作 業 の 追 加  

  (2)  指 定 施 設 の 設 置 （ 形 式 、 規 模 及 び 能 力 が 同 一 で あ る 施 設 と

交 換 し て 設 置 す る 場 合 を 除 く 。 ）  

  (3)  指 定 施 設 の 構 造 の 変 更 （ 規 模 又 は 能 力 の 変 更 を 伴 う 場 合 （

指 定 施 設 が 指 定 施 設 に 該 当 し な く な る 場 合 を 除 く 。 ） に 限 る

。 ）  

  (4)  指 定 施 設 の 配 置 の 変 更 （ 指 定 事 業 所 か ら 発 生 す る 騒 音 又 は

振 動 が 増 大 す る 場 合 に 限 る 。 ）  

  (5)  指 定 施 設 の 使 用 時 間 の 変 更 （ 別 表 第 13 又 は 別 表 第 14 に 定 め

る 許 容 限 度 の よ り 小 さ い 数 値 が 適 用 さ れ る こ と と な る 場 合 に

限 る 。 ）  

  (6)  指 定 施 設 に 係 る 燃 料 の 種 類 又 は 使 用 量 の 変 更  

  (7)  別 表 第 １ の 51 の 項 に 掲 げ る 廃 棄 物 焼 却 炉 に お い て 焼 却 す る

物 の 種 類 又 は 量 の 変 更  

  (8)  別 表 第 １ の 68 の 項 に 掲 げ る 貯 蔵 施 設 に お い て 保 管 す る 物 質

の 変 更  

  (9)  排 煙 指 定 物 質 、 地 下 浸 透 禁 止 物 質 及 び 別 表 第 ４ の ２ の (1) の

表 に 掲 げ る 物 質 を 含 有 す る 原 材 料 又 は 触 媒 そ の 他 の 消 耗 資 材

の 新 た な 使 用  

  (10)  排 水 の 系 統 の 変 更  

  (11)  排 水 の 排 出 先 の 変 更 （ 第 18 条 第 １ 項 第 １ 号 エ に 掲 げ る 場 合

を 除 く 。 ）  

  (12)  指 定 作 業 を 行 う 建 物 の 設 置 、 移 設 、 除 去 又 は 規 模 若 し く は

構 造 の 変 更  

  (13)  公 害 の 防 止 の た め の 装 置 （ 建 物 そ の 他 の 工 作 物 で あ っ て 公

害 の 防 止 の 用 に 供 す る も の を 含 む 。 ） の 設 置 、 構 造 の 変 更 （

規 模 又 は 能 力 の 変 更 を 伴 う 場 合 に 限 る 。 ） 、 使 用 方 法 の 変 更

、 使 用 の 廃 止 又 は 除 却  

  (14)  指 定 事 業 所 の 敷 地 の 境 界 線 の 変 更 （ 指 定 施 設 と 敷 地 の 境 界

線 ま で の 距 離 が 短 く な る こ と に よ り 敷 地 境 界 線 上 で の 騒 音 又

は 振 動 が 増 大 す る 場 合 に 限 る 。 ）  

  (15)  指 定 事 業 所 （ 第 ６ 条 の 施 設 を 設 置 す る も の に 限 る 。 ） に お

け る 自 動 車 の 出 入 口 の 位 置 の 変 更 （ 出 入 口 が 異 な る 道 路 に 接
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す る こ と と な る 場 合 に 限 る 。 ）  

  第 13 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 前 項 各 号 」 を 「 前 ２ 項 」 に 改 め 、 同

項 第 ３ 号 中 「 公 害 防 止 方 法 変 更 計 画 書 」 を 「 公 害 防 止 方 法 変 更 概

要 書 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ３ 項 と し 、 同 条 第 １ 項 の 次 に 次 の １

項 を 加 え る 。  

 ２  条 例 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 公 害 の 防 止 上 特 に 重 要 な も の と

し て 規 則 で 定 め る 変 更 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

  (1)  前 項 第 ７ 号 及 び 第 15 号 に 掲 げ る 変 更  

  (2)  指 定 作 業 （ 別 表 第 １ の 51 の 項 に 掲 げ る 廃 棄 物 焼 却 炉 及 び 第

６ 条 の 施 設 に 係 る も の に 限 る 。 ） の 追 加  

  (3)  指 定 施 設 （ 別 表 第 １ の 51 の 項 に 掲 げ る 廃 棄 物 焼 却 炉 及 び 第

６ 条 の 施 設 に 限 る 。 ） の 設 置 （ 形 式 、 規 模 及 び 能 力 が 同 一 で

あ る 施 設 と 交 換 し て 設 置 す る 場 合 を 除 く 。 ）  

  (4)  指 定 施 設 （ 別 表 第 １ の 51 の 項 に 掲 げ る 廃 棄 物 焼 却 炉 に 限 る

。 ） の 構 造 の 変 更 （ 規 模 又 は 能 力 の 変 更 を 伴 う 場 合 （ 指 定 施

設 が 指 定 施 設 に 該 当 し な く な る 場 合 を 除 く 。 ） に 限 る 。 ）  

  (5)  指 定 施 設 （ 別 表 第 １ の 51 の 項 に 掲 げ る 廃 棄 物 焼 却 炉 に 限 る

。 ） に 係 る 燃 料 の 種 類 又 は 使 用 量 の 変 更  

  (6)  公 害 の 防 止 の た め の 装 置 （ 建 物 そ の 他 の 工 作 物 で あ っ て 公

害 の 防 止 の 用 に 供 す る も の を 含 み 、 別 表 第 １ の 51 の 項 に 掲 げ

る 廃 棄 物 焼 却 炉 に 係 る も の に 限 る 。 ） の 設 置 、 構 造 の 変 更 （

規 模 又 は 能 力 の 変 更 を 伴 う 場 合 に 限 る 。 ） 、 使 用 方 法 の 変 更

、 使 用 の 廃 止 又 は 除 却  

  第 16 条 及 び 第 17 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 第 16 条 及 び 第 17 条  削 除  

  第 18 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  （ 変 更 の 届 出 ）  

 第 18 条  条 例 第 10 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 変 更 は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 事 業 所 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 変 更 と す る 。  

  (1)  指 定 事 業 所 （ 条 例 第 18 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 認 定 さ れ た 環

境 管 理 事 業 所 （ 以 下 ｢ 環 境 管 理 事 業 所 ｣ と い う 。 ） を 除 く 。

）  次 に 掲 げ る 変 更  

   ア  指 定 作 業 の 一 部 の 廃 止 （ 指 定 事 業 所 の 廃 止 に 伴 う 廃 止 を

除 く 。 ）  

   イ  指 定 施 設 の 使 用 の 廃 止 又 は 除 却 （ 指 定 事 業 所 の 排 水 量 の

変 更 に よ り 指 定 施 設 が 指 定 施 設 に 該 当 し な く な っ た 場 合 を

含 み 、 指 定 事 業 所 の 廃 止 に 伴 う 使 用 の 廃 止 又 は 除 却 を 除 く

。 ）  

   ウ  指 定 施 設 の 構 造 の 変 更 （ 規 模 又 は 能 力 の 変 更 を 伴 う 場 合

で 指 定 施 設 が 指 定 施 設 に 該 当 し な く な っ た と き に 限 る 。 ）  
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   エ  排 水 の 排 出 先 の 変 更 （ 下 水 道 法 （ 昭 和 33 年 法 律 第 79 号 ）

第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 公 共 下 水 道 で あ っ て 、 同 条 第 ６ 号

に 規 定 す る 終 末 処 理 場 （ 以 下 「 終 末 処 理 場 」 と い う 。 ） を

設 置 し て い る 水 路 へ の 変 更 （ 当 該 変 更 に よ り 指 定 事 業 所 が

指 定 事 業 所 に 該 当 し な く な っ た 場 合 を 除 く 。 ） に 限 る 。 ）  

   オ  指 定 事 業 所 の 敷 地 の 境 界 線 の 変 更 （ 第 13 条 第 １ 項 第 14 号

に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ）  

   カ  不 飽 和 ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 の 塗 布 の 作 業 の 方 法 の 変 更  

  (2)  環 境 管 理 事 業 所  次 に 掲 げ る 変 更  

   ア  指 定 作 業 の 追 加 （ 第 13 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 場 合 を 除

く 。 ）  

   イ  指 定 施 設 の 設 置 （ 形 式 、 規 模 及 び 能 力 が 同 一 で あ る 施 設

と 交 換 し て 設 置 す る 場 合 又 は 第 13 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る

場 合 を 除 く 。 ）  

   ウ  指 定 施 設 の 構 造 の 変 更 （ 第 13 条 第 ２ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 場

合 を 除 き 、 規 模 又 は 能 力 の 変 更 を 伴 う 場 合 （ 指 定 施 設 が 指

定 施 設 に 該 当 し な く な っ た 場 合 を 除 く 。 ） に 限 る 。 ）   

   エ  指 定 施 設 に 係 る 燃 料 の 種 類 又 は 使 用 量 の 変 更 （ 第 13 条 第

２ 項 第 ５ 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ）  

   オ  排 煙 指 定 物 質 、 地 下 浸 透 禁 止 物 質 及 び 別 表 第 ４ の ２ の (1)

の 表 に 掲 げ る 物 質 を 含 有 す る 原 材 料 又 は 触 媒 そ の 他 の 消 耗

資 材 の 新 た な 使 用  

   カ  排 水 の 系 統 の 変 更  

   キ  第 13 条 第 ２ 項 第 ６ 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く ほ か 、 公 害 の 防

止 の た め の 装 置 （ 建 物 そ の 他 の 工 作 物 で あ っ て 公 害 の 防 止

の 用 に 供 す る も の を 含 む 。 ） の 設 置 、 構 造 の 変 更 （ 規 模 又

は 能 力 の 変 更 を 伴 う 場 合 に 限 る 。 ） 、 使 用 方 法 の 変 更 、 使

用 の 廃 止 又 は 除 却  

   ク  指 定 事 業 所 の 敷 地 の 境 界 線 の 変 更  

 ２  条 例 第 10 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 変 更 の 区

分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 書 類 に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 及 び 前 項 第 １ 号 に

掲 げ る 変 更  指 定 事 業 所 に 係 る 変 更 届 出 書 （ 第 13 号 様 式 ）  

  (2)  前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 変 更  次 に 掲 げ る 書 類  

   ア  指 定 事 業 所 に 係 る 変 更 届 出 書  

   イ  指 定 事 業 所 に 係 る 変 更 概 要 書  

   ウ  公 害 防 止 方 法 変 更 概 要 書  

 ３  第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 変 更 を す る こ と に よ り 公 害 の 防 止 の 方

法 を 変 更 す る こ と と な ら な い 場 合 に お い て は 、 前 項 第 ２ 号 ウ に

掲 げ る 書 類 は 、 そ の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。  
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  第 19 条 中 「 前 条 ま で 」 を 「 第 15 条 ま で 及 び 前 条 」 に 改 め る 。  

  第 22 条 第 １ 項 第 １ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  (1)  指 定 事 業 所 に お け る 事 業 内 容  

  第 22 条 第 １ 項 中 第 ２ 号 を 削 り 、 第 ３ 号 を 第 ２ 号 と し 、 同 条 第 ２

項 を 削 り 、 同 条 第 ３ 項 中 「 指 定 事 業 所 現 況 届 出 書 （ 第 16 号 様 式 ）

」 を 「 次 に 掲 げ る 書 類 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え 、 同 項 を

同 条 第 ２ 項 と す る 。  

  (1)  指 定 事 業 所 現 況 届 出 書 （ 第 16 号 様 式 ）  

  (2)  指 定 事 業 所 概 要 書  

  (3)  公 害 防 止 方 法 概 要 書  

  第 ２ 章 第 ２ 節 を 次 の よ う に 改 め る 。  

     第 ２ 節  削 除  

 第 23 条 及 び 第 24 条  削 除  

  第 25 条 第 １ 号 中 「 財 団 法 人 日 本 適 合 性 認 定 協 会 」 を 「 公 益 財 団

法 人 日 本 適 合 性 認 定 協 会 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 中 「 い る こ と 」 を

「 お り 、 か つ 、 そ の 結 果 が 条 例 第 25 条 第 １ 項 及 び 第 28 条 第 １ 項 の

規 制 基 準 に 適 合 し て い る こ と 」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 号 を 削 る 。  

  第 26 条 第 ２ 項 を 削 る 。  

  第 27 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

 ２  前 項 の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

  (1)  第 25 条 第 １ 号 の 登 録 を 証 す る 書 面  

  (2)  誓 約 書 （ 第 17 号 様 式 の ２ ）  

  第 30 条 中 「 第 21 条 」 を 「 第 21 条 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

  第 32 条 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (3)  不 飽 和 ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 の 塗 布 の 作 業 （ 建 設 工 事 の 現 場 に

お い て 行 う 行 為 を 除 く 。 ）  

  第 33 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 第 ２ 条 第 10 号 ア 」 を 「 第 ２ 条 第 12 号 ア

」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 号 中 「 第 ２ 条 第 10 号 イ 」 を 「 第 ２ 条 第 12 号 イ

」 に 、 「 施 設 （ 以 下 「 ば い 煙 発 生 施 設 」 と い う 。 ） 及 び 廃 ガ ス 燃

焼 施 設 （ 補 助 燃 料 を 使 用 す る 廃 ガ ス 燃 焼 施 設 で あ っ て 当 該 補 助 燃

料 用 の バ ー ナ ー の 重 油 換 算 燃 焼 能 力 （ 燃 焼 す る こ と が で き る 燃 料

の 量 を 別 表 第 １ 備 考 に 定 め る 方 法 に よ り 重 油 の 量 に 換 算 し た も の

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が １ 時 間 当 た り 50 リ ッ ト ル 以 上 で あ る も の

に 限 る 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 「 ば い 煙 発 生 施 設 （ 以 下 「

ば い 煙 発 生 施 設 」 と い う 。 ） 、 別 表 第 １ の 51 の ２ の 項 に 掲 げ る 施

設 （ 分 別 等 処 理 施 設 を 除 き 、 バ ー ナ ー の 重 油 換 算 燃 焼 能 力 （ 燃 焼

す る こ と が で き る 燃 料 の 量 を 同 表 備 考 １ に 定 め る 方 法 に よ り 重 油

の 量 に 換 算 し た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が １ 時 間 当 た り 50 リ ッ

ト ル 以 上 で あ る も の に 限 る 。 ） 及 び 同 表 の 54 の 項 に 掲 げ る 廃 ガ ス
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燃 焼 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） （ ガ ス タ ー ビ ン 、 デ ィ ー ゼ ル エ ン

ジ ン 及 び ガ ス エ ン ジ ン の う ち 専 ら 非 常 時 に お い て 用 い ら れ る も の

並 び に 大 気 汚 染 防 止 法 施 行 令 （ 昭 和 43 年 政 令 第  329 号 ） 別 表 第 １

の １ の 項 に 掲 げ る ボ イ ラ ー の う ち 伝 熱 面 積 が 10 平 方 メ ー ト ル 未 満

の も の （ 以 下 「 小 型 ボ イ ラ ー 」 と い う 。 ） で 昭 和 63 年 ３ 月 １ 日 前

に 設 置 さ れ た も の を 除 く 。 次 項 第 ２ 号 に お い て 同 じ 。 ） 」 に 改 め

、 同 項 第 ３ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  (3)  炭 化 水 素 系 物 質 （ 条 例 第 ２ 条 第 12 号 ウ に 定 め る 炭 化 水 素 系

物 質 に 限 る 。 以 下 こ の 条 及 び 別 表 第 ４ に お い て 同 じ 。 ） を 排

出 す る 施 設 を 使 用 す る 指 定 事 業 所 の 事 業 者 で 次 に 掲 げ る も の  

   ア  別 表 第 １ の 68 の 項 に 掲 げ る 出 荷 施 設 を 使 用 す る 事 業 者  

   イ  炭 化 水 素 系 物 質 の う ち 別 表 第 ４ の ２ の (1) の 表 に 掲 げ る 物

質 （ 以 下 「 炭 化 水 素 系 特 定 物 質 」 と い う 。 ） を 排 出 す る 指

定 施 設 を 使 用 す る 事 業 者 （ 資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が 50  

     ,000,000 円 以 下 で あ っ て 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が  300 人

以 下 の 会 社 又 は 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が  300 人 以 下 の 個

人 を 除 く 。 ）  

  第 33 条 第 １ 項 第 ４ 号 を 削 り 、 同 項 第 ５ 号 中 「 第 ２ 条 第 10 号 エ 」

を 「 第 ２ 条 第 12 号 エ 」 に 、 「 が 発 生 」 を 「 を 発 生 」 に 改 め 、 「 （

大 気 汚 染 防 止 法 施 行 令 （ 昭 和 43 年 政 令 第  329 号 ） 別 表 第 １ の １ の

項 に 掲 げ る ボ イ ラ ー の う ち 伝 熱 面 積 が 10 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 ４ 号 と し 、 同 号 の

次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (5)  排 煙 指 定 物 質 を 排 出 す る 指 定 事 業 所 の 事 業 者 （ 資 本 金 の 額

又 は 出 資 の 総 額 が   50,000,000  円 以 下 で あ っ て 常 時 使 用 す る 従

業 員 の 数 が  300 人 以 下 の 会 社 又 は 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が  

    300 人 以 下 の 個 人 を 除 く 。 ）  

  第 33 条 第 １ 項 第 ６ 号 中 「 第 ２ 条 第 10 号 カ 」 を 「 第 ２ 条 第 12 号 カ

」 に 改 め 、 「 指 定 事 業 所 の 」 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 第 １ 号 ア 中 「 Ｋ

2541 」 を 「 Ｋ 2541 － １ か ら 2541 － ７ ま で 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 燃

料 」 を 「 燃 料 の 燃 焼 の 場 合 （ 指 定 施 設 に 排 煙 脱 硫 設 備 を 設 置 し て

い る 場 合 に 限 る 。 ） 及 び 燃 料 」 に 改 め 、 同 号 イ 後 段 を 削 り 、 同 項

第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

  (3)  炭 化 水 素 系 物 質 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う こ

と 。  

   ア  別 表 第 ４ の １ に 定 め る 規 制 基 準 の 適 用 を 受 け る 出 荷 施 設

か ら 排 出 す る 炭 化 水 素 系 物 質 に あ っ て は 、 同 表 の １ に 定 め

る 方 法 に よ り 、 当 該 炭 化 水 素 系 物 質 の 濃 度 又 は 除 去 率 を 年

２ 回 以 上 測 定 す る こ と 。  

   イ  炭 化 水 素 系 特 定 物 質 （ 原 材 料 等 か ら 判 断 し て 排 出 す る お
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そ れ が あ る と 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） に あ っ て は 、 別 表

第 ４ の ２ に 定 め る 方 法 に よ り 、 指 定 施 設 の 排 出 口 か ら 大 気

中 に 排 出 さ れ る 当 該 炭 化 水 素 系 特 定 物 質 の 濃 度 を 年 ２ 回 以

上 測 定 す る こ と 。  

  (4)  ば い じ ん に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う こ と 。  

   ア  排 煙 発 生 施 設 の う ち 廃 棄 物 焼 却 炉 に お い て は 、 排 出 口 か

ら 大 気 中 に 排 出 さ れ る ば い じ ん の 量 の 測 定 を 別 表 第 ５ の １

に 定 め る 方 法 に よ り 、 次 に 掲 げ る 頻 度 で 行 う こ と 。  

    (ア)  １ 時 間 当 た り の 焼 却 能 力 が ４ ト ン 以 上 の 施 設 に あ っ て

は 、 ２ 月 に １ 回 以 上 測 定 す る こ と 。  

    (イ)  １ 時 間 当 た り の 焼 却 能 力 が ４ ト ン 未 満 の 施 設 に あ っ て

は 、 ６ 月 に １ 回 以 上 測 定 す る こ と 。   

   イ  別 表 第 ５ の ２ に 掲 げ る 施 設 の う ち 排 煙 発 生 施 設 （ 小 型 ボ

イ ラ ー の う ち ガ ス を 専 焼 さ せ る も の 、 軽 質 液 体 燃 料 を 専 焼

さ せ る も の 及 び ガ ス と 軽 質 液 体 燃 料 を 混 焼 さ せ る も の を 除

く 。 ） に 該 当 す る 施 設 に お い て は 、 排 出 口 か ら 大 気 中 に 排

出 さ れ る ば い じ ん の 濃 度 の 測 定 を 同 表 の ２ に 定 め る 方 法 に

よ り 次 に 掲 げ る 頻 度 で 行 う こ と 。  

    (ア)  排 出 口 か ら 大 気 中 に 排 出 さ れ る 排 出 ガ ス 量 が  40,000 立

方 メ ー ト ル 以 上 の 施 設 に あ っ て は 、 ２ 月 に １ 回 以 上 測 定

す る こ と 。  

    (イ)  排 出 口 か ら 大 気 中 に 排 出 さ れ る 排 出 ガ ス 量 が  40,000 立

方 メ ー ト ル 未 満 の 施 設 に あ っ て は 、 ６ 月 に １ 回 以 上 測 定

す る こ と 。  

    (ウ)  (ア) 及 び (イ) の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 第 ５ の ２ の 表 の 51

の 項 、 53 の 項 、 54 の 項 （ 燃 料 電 池 用 改 質 器 に 限 る 。 ） 、

59 の ３ の 項 、 64 の 項 、 68 の 項 及 び 73 の 項 に 掲 げ る 施 設 に

あ っ て は 、 ５ 年 に １ 回 以 上 測 定 す る こ と 。   

  (5)  排 煙 指 定 物 質 （ 原 材 料 等 か ら 判 断 し て 排 出 す る お そ れ が あ

る と 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） に あ っ て は 、 別 表 第 ６ の １ に

定 め る 方 法 に よ り 、 排 出 口 か ら 大 気 中 に 排 出 さ れ る 排 煙 指 定

物 質 の 濃 度 を 年 ２ 回 以 上 測 定 す る こ と 。  

  第 33 条 第 ３ 項 中 「 ３ 年 間 」 の 次 に 「 （ ５ 年 に １ 回 以 上 測 定 す る

施 設 に あ っ て は 、 ５ 年 間 ） 」 を 加 え る 。  

  第 34 条 中 第 ２ 項 を 削 り 、 第 ３ 項 を 第 ２ 項 と す る 。  

  第 35 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 第 35 条  削 除  

  第 36 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 中 「 特 定 有 害 物 質 」 を 「 地 下 浸 透 禁 止

物 質 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 号 中 「 第 34 条 第 ２ 項 第 ９ 号 か ら 第 18 号 ま

で に 掲 げ る 物 質 」 を 「 第 ５ 条 の ２ 第 ９ 号 か ら 第 14 号 ま で 及 び 第 16
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号 か ら 第 18 号 ま で に 掲 げ る 物 質 並 び に １ , ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

」 に 、 「 特 定 有 害 物 質 」 を 「 地 下 浸 透 禁 止 物 質 」 に 改 め る 。  

  第 ４ 章 の 章 名 中 「 低 減 」 を 「 低 減 等 」 に 改 め る 。  

  第 43 条 第 ２ 項 中 「 第 47 条 第 １ 項 」 を 「 第 47 条 第 １ 項 第 １ 号 」 に

改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 第 47 条 第 １ 項 た だ し 書 」 を 「 第 47 条 第 １ 項

第 ２ 号 」 に 改 め 、 同 項 第 １ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  (1)  農 林 業 者 （ 統 計 法 第 28 条 及 び 附 則 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ き 、

産 業 に 関 す る 分 類 の 名 称 及 び 分 類 表 を 定 め る 件 （ 平 成 21 年 総

務 省 告 示 第  175 号 。 以 下 「 日 本 標 準 産 業 分 類 」 と い う 。 ） に

定 め る 農 業 、 林 業 （ 管 理 、 補 助 的 経 済 活 動 を 行 う 事 業 所 及 び

園 芸 サ ー ビ ス 業 を 除 く 。 ） を 営 む 者 に 限 る 。 ） が 、 自 己 の 農

業 又 は 林 業 の 作 業 に 伴 い 行 う 燃 焼 行 為  

  第 43 条 第 ３ 項 第 ２ 号 中 「 た き 火 そ の 他 」 を 削 り 、 同 項 第 ３ 号 中

「 キ ャ ン プ フ ァ イ ヤ ー 、 バ ー ベ キ ュ ー そ の 他 」 を 削 り 、 同 項 中 第

６ 号 を 第 ７ 号 と し 、 第 ５ 号 を 第 ６ 号 と し 、 第 ４ 号 を 第 ５ 号 と し 、

第 ３ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (4)  教 育 活 動 の 一 環 と し て 通 常 行 わ れ る 燃 焼 行 為 で あ っ て 軽 微

な も の  

  第 43 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

 ４  条 例 第 47 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 物 は 、 次 の

と お り と す る 。  

  (1)  前 項 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 又 は 第 ７ 号 の 燃 焼 行 為 に あ っ て

は 、 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ６ 号 に 掲 げ る 物  

  (2)  前 項 第 ６ 号 の 燃 焼 行 為 に あ っ て は 、 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 物  

  第 ５ 章 第 ２ 節 の 節 名 を 次 の よ う に 改 め る 。  

     第 ２ 節  炭 化 水 素 系 物 質 の 発 散 の 防 止  

  第 44 条 の 見 出 し を 削 る 。  

  第 45 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 第 45 条  削 除  

  第 46 条 中 「 第 50 条 」 を 「 第 50 条 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

  第 ５ 章 第 ４ 節 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

  （ 拡 声 機 騒 音 の 規 制 が 適 用 さ れ な い 宣 伝 放 送 ）  

 第 48 条 の ２  条 例 第 51 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 宣 伝 放 送 の う ち 公 共 の

た め の も の 又 は 営 利 を 目 的 と し な い も の で 、 規 則 で 定 め る も の

は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

  (1)  公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ

り 、 選 挙 運 動 又 は 選 挙 に お け る 政 治 活 動 の た め に 拡 声 機 を 使

用 す る も の  

  (2)  国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 業 務 を 行 う た め に 拡 声 機 を 使 用 す る

も の  
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  (3)  災 害 、 事 故 等 の 警 戒 及 び 救 助 活 動 の た め に 拡 声 機 を 使 用 す

る も の  

  (4)  電 気 、 ガ ス 、 水 道 又 は 電 気 通 信 の 事 業 に 関 し 、 緊 急 の 広 報

活 動 の た め に 拡 声 機 を 使 用 す る も の  

  (5)  祭 礼 、 運 動 会 そ の 他 地 域 習 慣 と な っ て い る 行 事 を 行 う た め

に 拡 声 機 を 使 用 す る も の  

  (6)  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 公 共 の た め に 拡 声 機 を 使 用 す

る も の 又 は 営 利 を 目 的 と し な い で 拡 声 機 を 使 用 す る も の で 市

長 が 認 め る も の  

  第 53 条 第 １ 項 中 「 営 業 」 を 「 業 」 に 改 め る 。  

  第 54 条 中 「 第 62 条 第 １ 項 」 を 「 第 61 条 の ２ 第 １ 項 」 に 改 め 、 「

、 地 下 水 汚 染 の 原 因 と 認 め ら れ る 特 定 有 害 物 質 に 該 当 す る 物 質 を

含 む 水 そ の 他 の 液 体 の 地 下 へ の 浸 透 が あ っ た 可 能 性 が あ る と 認 め

ら れ る 時 に お い て 」 を 削 り 、 「 特 定 有 害 物 質 に 該 当 す る 物 質 」 を

「 、 当 該 地 下 水 汚 染 の 原 因 で あ る 地 下 浸 透 禁 止 物 質 」 に 、 「 可 能

性 が あ る と 認 め ら れ る 者 」 を 「 者 」 に 改 め る 。  

  第 55 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  （ 地 下 水 の 水 質 の 浄 化 に 係 る 措 置 ）  

 第 55 条  条 例 第 61 条 の ３ 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 者 は 、 次 に 掲 げ る

者 と す る 。  

  (1)  地 下 水 汚 染 原 因 地 に お い て 、 当 該 地 下 水 汚 染 の 原 因 で あ る

地 下 浸 透 禁 止 物 質 を 製 造 し 、 使 用 し 、 処 理 し 、 又 は 保 管 す る

作 業 を 行 っ て い た 者 （ 相 続 、 合 併 又 は 分 割 に よ り そ の 地 位 を

承 継 し た 者 を 含 む 。 ）  

  (2)  地 下 水 汚 染 原 因 地 に お い て 、 条 例 第 62 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定

に 違 反 し て 、 同 項 に 規 定 す る 汚 染 土 壌 （ 第 59 条 の 16 第 １ 項 の

基 準 （ 以 下 「 土 壌 溶 出 量 基 準 」 と い う 。 ） に 適 合 し な い も の

で 、 当 該 基 準 に 適 合 し な い 特 定 有 害 物 質 が 当 該 地 下 水 汚 染 の

原 因 で あ る も の に 限 る 。 ） を 使 用 し て 埋 立 て 、 盛 土 そ の 他 の

土 地 へ の 土 砂 の 堆 積 を 行 っ た 者 （ 相 続 、 合 併 又 は 分 割 に よ り

そ の 地 位 を 承 継 し た 者 を 含 む 。 ）  

 ２  条 例 第 61 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 地 下 水 の 水 質 を 浄 化 す る

た め の 措 置 は 、 地 下 水 汚 染 原 因 地 か ら 当 該 地 下 水 汚 染 の 拡 散 を

防 止 す る 措 置 と す る 。  

  第 56 条 第 １ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 第 64 条 第 １ 項 」 を 「 第 61

条 の ４ 第 １ 項 」 に 、 「 特 定 有 害 物 質 」 を 「 地 下 浸 透 禁 止 物 質 」 に

改 め 、 同 項 第 １ 号 中 「 及 び 第 ３ 号 」 を 削 り 、 同 項 第 ２ 号 を 削 り 、

同 項 第 ３ 号 中 「 特 定 有 害 物 質 」 を 「 地 下 浸 透 禁 止 物 質 」 に 、 「 ゆ

う 出 口 」 を 「 湧 出 口 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 ２ 号 と す る 。  

  第 ６ 章 第 １ 節 の ２ を 削 り 、 同 章 第 ２ 節 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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     第 ２ 節  土 地 の 形 質 の 変 更 に 伴 う 公 害 の 防 止  

  （ 土 壌 の 汚 染 状 態 の 基 準 ）  

 第 57 条  条 例 第 62 条 の ３ 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 土 壌 溶 出

量 基 準 、 第 59 条 の 16 第 ２ 項 の 基 準 （ 以 下 「 土 壌 含 有 量 基 準 」 と

い う 。 ） 又 は 第 60 条 の ４ の 基 準 と す る 。  

  （ 生 活 環 境 を 保 全 す る た め に 必 要 な 措 置 ）  

 第 58 条  条 例 第 62 条 の ３ 第 １ 項 第 ３ 号 の 規 則 で 定 め る 措 置 は 、 特

定 有 害 物 質 若 し く は ダ イ オ キ シ ン 類 又 は こ れ ら を 含 む 固 体 若 し

く は 液 体 の 飛 散 、 揮 散 、 流 出 及 び 地 下 へ の 浸 透 並 び に 悪 臭 の 発

散 を 防 止 す る た め の 措 置 と す る 。  

  第 ６ 章 第 ２ 節 の 次 に 次 の ２ 節 を 加 え る 。  

     第 ２ 節 の ２  特 定 有 害 物 質 に よ る 土 壌 の 汚 染 の 防 止 等  

  （ 特 定 有 害 物 質 の 使 用 状 況 等 の 記 録 の 管 理 等 ）  

 第 59 条  条 例 第 64 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 調 査 は 、 次 項 各 号 に 掲 げ

る 事 項 に 係 る 資 料 の 調 査 、 関 係 者 に 対 す る 聞 き 取 り 、 現 場 の 踏

査 そ の 他 の 必 要 な 調 査 を 毎 年 １ 回 以 上 行 う と と も に 、 当 該 事 項

に 変 更 が あ る 場 合 に お い て は 、 そ の 都 度 そ の 状 況 の 調 査 を 行 う

も の と す る 。  

 ２  条 例 第 64 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と

す る 。  

  (1)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 敷 地 の 利 用 の 状 況 の 概 要  

  (2)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 敷 地 の 造 成 の 状 況 の 概 要  

  (3)  事 業 活 動 の 概 要  

  (4)  特 定 有 害 物 質 を 含 む 原 材 料 及 び 使 用 薬 品 等 の 種 類 、 使 用 量

、 保 管 場 所 、 保 管 方 法 、 保 管 量 、 使 用 期 間 及 び 使 用 状 況  

  (5)  施 設 の 破 損 、 事 故 等 に よ る 特 定 有 害 物 質 の 漏 出 の 有 無 、 時

期 、 場 所 及 び 漏 出 量  

  (6)  特 定 有 害 物 質 を 含 む 排 水 、 廃 棄 物 等 の 発 生 状 況 及 び 排 出 経

路  

  (7)  排 水 の 処 理 施 設 及 び 廃 棄 物 焼 却 炉 そ の 他 の 廃 棄 物 処 理 施 設

の 概 要 及 び 場 所  

  (8)  特 定 有 害 物 質 を 含 む 廃 棄 物 の 埋 立 て 等 の 有 無 、 時 期 、 場 所

及 び 量  

  (9)  施 設 撤 去 時 に お い て 特 定 有 害 物 質 が 残 存 し 、 又 は 付 着 し た

装 置 等 の 解 体 方 法 及 び 解 体 場 所  

  (10)  地 形 、 地 質 等 の 概 要  

  (11)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

 ３  条 例 第 64 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 １ 年 と す る 。 た だ

し 、 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 を 廃 止 し 、 又 は 特 定 有 害 物 質 使

用 等 事 業 所 の 敷 地 で あ っ た 土 地 の 一 部 の 利 用 の 方 法 が 変 更 さ れ
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、 当 該 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 敷 地 以 外 の 用 に 供 さ れ る こ

と と な っ た と き は 、 当 該 土 地 の 所 有 者 等 （ 条 例 第 61 条 に 規 定 す

る 所 有 者 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 最 後 に 記 録 の 写 し が 送 付 さ

れ た 日 か ら 当 該 廃 止 又 は 変 更 が 行 わ れ る 日 ま で の 期 間 と す る 。  

 ４  条 例 第 64 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 保 存 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場

合 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る ま で の 間 行 う も の と す る 。  

  (1)  条 例 第 64 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 記 録 を し た 者 が 当 該 特 定 有

害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 敷 地 で あ る 土 地 の 所 有 者 等 で あ る 場 合  

    当 該 土 地 の 譲 渡 に 係 る 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 交 付 を 行 う

ま で の 間  

  (2)  条 例 第 64 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 記 録 の 写 し を 送 付 さ れ た 土

地 の 所 有 者 等 で あ る 場 合 （ 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 場 合 に 記

録 の 写 し を 送 付 さ れ た と き を 除 く 。 ）  新 た に 記 録 の 写 し が

送 付 さ れ る ま で の 間  

  (3)  条 例 第 64 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 記 録 の 写 し を 送 付 さ れ た 土

地 の 所 有 者 等 で あ る 場 合 （ 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 場 合 に 記

録 の 写 し を 送 付 さ れ た と き に 限 る 。 ）  当 該 土 地 の 譲 渡 に 係

る 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 交 付 を 行 う ま で の 間  

  （ 廃 止 さ れ た 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 敷 地 で あ っ た 土 地 等  

  の 調 査 ）  

 第 59 条 の ２  条 例 第 64 条 の ２ 第 １ 項 （ 同 条 第 ７ 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 届 出 書 に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 名 称  

  (3)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 を 廃 止 し 、 又 は 特 定 有 害 物 質 使

用 等 事 業 所 の 敷 地 で あ っ た 土 地 の 一 部 の 利 用 の 方 法 を 変 更 し

当 該 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 敷 地 以 外 の 用 に 供 す る こ と

と な っ た こ と （ 以 下 「 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 廃 止 等 」

と い う 。 ） の 理 由  

  (4)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 廃 止 等 を し た 年 月 日  

  (5)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 廃 止 等 を し た 場 所  

  (6)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 廃 止 等 に 係 る 土 地 の 所 在 地  

  (7)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 廃 止 等 の 対 象 と な る 土 地 の 所

有 者 等 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の

代 表 者 の 氏 名  

  (8)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

 ２  条 例 第 64 条 の ２ 第 ２ 項 本 文 （ 同 条 第 ７ 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 報 告 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ
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る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 起 算 し て  120 日

以 内 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 期 間 内 に 当 該 報 告

を 行 う こ と が で き な い 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、

市 長 は 、 当 該 土 地 の 所 有 者 等 の 申 請 に よ り 、 そ の 期 限 を 延 長 す

る こ と が で き る 。  

  (1)  当 該 土 地 の 所 有 者 等 が 当 該 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 廃

止 等 を し た 者 で あ る 場 合  当 該 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の

廃 止 等 が さ れ た 日  

  (2)  当 該 土 地 の 所 有 者 等 が 条 例 第 64 条 の ２ 第 ３ 項 （ 同 条 第 ７ 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 通 知 を 受 け た

者 で あ る 場 合  当 該 通 知 を 受 け た 日  

  (3)  条 例 第 64 条 の ２ 第 ２ 項 第 ３ 号 の 確 認 が 取 り 消 さ れ た 場 合  

第 59 条 の ９ の 通 知 を 受 け た 日  

 ３  条 例 第 64 条 の ２ 第 ２ 項 本 文 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 次 に 掲 げ る

事 項 を 記 載 し た 報 告 書 に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 名 称 及 び 当 該 特 定 有 害 物 質 使

用 等 事 業 所 の 廃 止 等 に 係 る 土 地 の 所 在 地  

  (3)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 廃 止 等 が さ れ た 年 月 日 及 び 当

該 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 又 は 当 該 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事

業 所 の 敷 地 の 一 部 で あ っ た 土 地 に お い て 製 造 さ れ 、 使 用 さ れ

、 又 は 処 理 さ れ て い た 特 定 有 害 物 質 の 種 類 そ の 他 の 条 例 土 壌

汚 染 状 況 調 査 （ 条 例 第 66 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 条 例 土 壌

汚 染 状 況 調 査 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 対 象 と な る 土 地 （ 以 下

「 調 査 対 象 地 」 と い う 。 ） に お い て 土 壌 の 汚 染 状 態 が 土 壌 溶

出 量 基 準 又 は 土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な い お そ れ が あ る

特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  (4)  土 壌 そ の 他 の 試 料 の 採 取 を 行 っ た 地 点 及 び 日 時 、 当 該 試 料

の 分 析 の 結 果 、 当 該 分 析 を 行 っ た 計 量 法 （ 平 成 ４ 年 法 律 第 51

号 ） 第  107 条 の 登 録 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 そ の 他 の 条 例

土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 結 果 に 関 す る 事 項  

  (5)  条 例 土 壌 汚 染 状 況 調 査 を 行 っ た 指 定 調 査 機 関 の 氏 名 又 は 名

称  

  (6)  条 例 土 壌 汚 染 状 況 調 査 に 従 事 し た 者 を 監 督 し た 技 術 管 理 者

（ 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） 第

33 条 の 技 術 管 理 者 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） の 氏

名 及 び 技 術 管 理 者 証 （ 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 指 定 調 査 機 関

及 び 指 定 支 援 法 人 に 関 す る 省 令 （ 平 成 14 年 環 境 省 令 第 23 号 ）

第 １ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 の 技 術 管 理 者 証 を い う 。 以 下 こ の 節 に お
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い て 同 じ 。 ） の 交 付 番 号  

  （ 人 の 健 康 に 係 る 被 害 が 生 ず る お そ れ が な い 旨 の 確 認 ）  

 第 59 条 の ３  条 例 第 64 条 の ２ 第 ２ 項 第 ３ 号 （ 同 条 第 ７ 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 確 認 を 受 け よ う と す る 土

地 の 所 有 者 等 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 名 称 及 び 当 該 特 定 有 害 物 質 使

用 等 事 業 所 の 廃 止 等 に 係 る 土 地 の 所 在 地  

  (3)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 廃 止 等 が さ れ た 年 月 日 及 び 当

該 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 又 は 当 該 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事

業 所 の 敷 地 の 一 部 で あ っ た 土 地 に お い て 製 造 さ れ 、 使 用 さ れ

、 処 理 さ れ 、 保 管 さ れ 、 又 は 貯 蔵 さ れ て い た 特 定 有 害 物 質 の

種 類  

  (4)  確 認 を 受 け よ う と す る 土 地 の 場 所  

  (5)  確 認 を 受 け よ う と す る 土 地 に つ い て 予 定 さ れ て い る 利 用 の

方 法  

  (6)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

 ２  市 長 は 、 前 項 の 申 請 に 係 る 同 項 第 ４ 号 の 土 地 の 場 所 が 次 の い

ず れ か に 該 当 す る こ と が 確 実 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り 、

当 該 土 地 の 場 所 に つ い て 、 条 例 第 64 条 の ２ 第 ２ 項 第 ３ 号 の 確 認

を す る も の と す る 。  

  (1)  事 業 所 （ 当 該 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 に お い て 事 業 の 用

に 供 さ れ て い た 建 築 物 が 引 き 続 き 当 該 事 業 所 に お い て 事 業 の

用 に 供 さ れ る も の に 限 る 。 ） の 敷 地 と し て 利 用 さ れ る こ と 。  

  (2)  当 該 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 に お い て 、 事 業 の 用 に 供 さ

れ て い る 建 築 物 と 当 該 事 業 所 の 設 置 者 （ そ の 者 が 法 人 で あ る

場 合 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 ） の 居 住 の 用 に 供 さ れ て い る 建

築 物 と が 同 一 の も の で あ り 、 又 は 近 接 し て 設 置 さ れ て お り 、

か つ 、 当 該 居 住 の 用 に 供 さ れ て い る 建 築 物 が 引 き 続 き 当 該 設

置 者 の 居 住 の 用 に 供 さ れ る 場 合 に お い て 、 当 該 居 住 の 用 に 供

さ れ て い る 建 築 物 の 敷 地 （ こ れ と 一 体 と し て 管 理 さ れ る 土 地

を 含 む 。 ） と し て 利 用 さ れ る こ と 。  

 ３  条 例 第 64 条 の ２ 第 ２ 項 第 ３ 号 の 確 認 を 受 け た 土 地 の 所 有 者 等

が 当 該 確 認 に 係 る 土 地 に 関 す る 権 利 を 譲 渡 し 、 又 は 当 該 土 地 の

所 有 者 等 に つ い て 相 続 、 合 併 若 し く は 分 割 （ 当 該 確 認 に 係 る 土

地 に 関 す る 権 利 を 承 継 さ せ る も の に 限 る 。 ） が あ っ た と き は 、

そ の 権 利 を 譲 り 受 け た 者 又 は 相 続 人 、 合 併 若 し く は 分 割 後 存 続

す る 法 人 若 し く は 合 併 若 し く は 分 割 に よ り 設 立 し た 法 人 は 、 当
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該 土 地 の 所 有 者 等 の 地 位 を 承 継 す る 。  

 ４  前 項 の 規 定 に よ り 土 地 の 所 有 者 等 の 地 位 を 承 継 し た 者 は 、 遅

滞 な く 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に よ り 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  条 例 第 64 条 の ２ 第 ２ 項 第 ３ 号 の 確 認 に 係 る 土 地 の 所 在 地 及

び 当 該 確 認 を 受 け た 年 月 日  

  (3)  承 継 し た 土 地 の 場 所  

  (4)  承 継 の 年 月 日  

  (5)  被 承 継 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、

そ の 代 表 者 の 氏 名  

  (6)  承 継 の 原 因  

  (7)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

  （ 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 廃 止 等 の 通 知 ）  

 第 59 条 の ４  条 例 第 64 条 の ２ 第 ３ 項 の 通 知 は 、 特 定 有 害 物 質 使 用

等 事 業 所 の 廃 止 等 が さ れ た 際 の 土 地 の 所 有 者 等 （ 当 該 土 地 の 所

有 者 等 か ら 土 地 に 関 す る 権 利 を 譲 り 受 け た 者 そ の 他 の 新 た に 土

地 の 所 有 者 等 と な っ た 者 が 同 条 第 ２ 項 の 調 査 を 行 う こ と に つ い

て 、 当 該 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 廃 止 等 が さ れ た 際 の 土 地

の 所 有 者 等 及 び 当 該 新 た に 土 地 の 所 有 者 等 と な っ た 者 が 合 意 し

て い る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 新 た に 土 地 の 所 有 者 等 と な っ た 者

） に 対 し て 行 う も の と す る 。  

  （ 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 廃 止 等 に 関 し 通 知 す べ き 事 項 ）  

 第 59 条 の ５  条 例 第 64 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 の

と お り と す る 。  

  (1)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 廃 止 等 が さ れ た 年 月 日 及 び 当

該 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 又 は 当 該 特 定 有 害 物 質 使 用 等 事

業 所 の 敷 地 の 一 部 で あ っ た 土 地 に お い て 製 造 さ れ 、 使 用 さ れ

、 処 理 さ れ 、 保 管 さ れ 、 又 は 貯 蔵 さ れ て い た 特 定 有 害 物 質 の

種 類  

  (2)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 名 称 及 び 当 該 特 定 有 害 物 質 使

用 等 事 業 所 の 廃 止 等 に 係 る 土 地 の 所 在 地  

  (3)  条 例 第 64 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 行 う べ き 期 限  

  （ 条 例 土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 結 果 の 報 告 を 行 う べ き 旨 又 は そ の 報  

  告 の 内 容 を 是 正 す べ き 旨 の 命 令 ）  

 第 59 条 の ６  条 例 第 64 条 の ２ 第 ４ 項 （ 同 条 第 ７ 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 命 令 は 、 相 当 の 履 行 期 限 を 定 め て

、 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。  

  （ 条 例 第 64 条 の ２ 第 ２ 項 第 ３ 号 の 確 認 に 係 る 土 地 の 利 用 の 方 法  
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  の 変 更 の 届 出 ）  

 第 59 条 の ７  条 例 第 64 条 の ２ 第 ５ 項 （ 同 条 第 ７ 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書

に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  条 例 第 64 条 の ２ 第 ２ 項 第 ３ 号 の 確 認 に 係 る 土 地 の 所 在 地 及

び 当 該 確 認 を 受 け た 年 月 日  

  (3)  利 用 の 方 法 を 変 更 し よ う と す る 土 地 の 場 所  

  (4)  当 該 変 更 後 の 当 該 確 認 に 係 る 土 地 の 利 用 の 方 法  

  (5)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

  （ 条 例 第 64 条 の ２ 第 ２ 項 第 ３ 号 の 確 認 の 取 消 し を 行 う 場 所 ）  

 第 59 条 の ８  条 例 第 64 条 の ２ 第 ６ 項 （ 同 条 第 ７ 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 同 条 第 ２ 項 第 ３ 号 の

確 認 の 取 消 し は 、 前 条 第 ３ 号 の 土 地 の 場 所 に つ い て 行 う も の と

す る 。  

  （ 条 例 第 64 条 の ２ 第 ２ 項 第 ３ 号 の 確 認 の 取 消 し の 通 知 ）  

 第 59 条 の ９  市 長 は 、 条 例 第 64 条 の ２ 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第

２ 項 第 ３ 号 の 確 認 を 取 り 消 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 当

該 確 認 に 係 る 土 地 の 所 有 者 等 に 通 知 す る も の と す る 。  

  （ 土 地 の 形 質 の 変 更 の 届 出 ）  

 第 59 条 の 10  条 例 第 65 条 第 １ 項 の 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 図 面 及 び 書

類 を 添 付 し て 行 う も の と す る 。  

  (1)  土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る 場 所 を 明 ら か に し た 図 面  

  (2)  土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る 者 が 当 該 土 地 の 所 有 者 等

で な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 土 地 の 所 有 者 等 の 当 該 土 地 の 形

質 の 変 更 の 実 施 に つ い て の 同 意 書  

 第 59 条 の 11  条 例 第 65 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 の と お

り と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 対 象 と な る 土 地 の 所 在 地  

  (3)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 規 模  

  (4)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 場 所 の 全 部 又 は 一 部 が 特 定 有 害 物 質 使

用 等 事 業 所 の 敷 地 で あ る 土 地 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 特

定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 の 名 称  

  (5)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

  （ 土 地 の 形 質 の 変 更 の 届 出 の 対 象 と な ら な い 土 地 の 規 模 ）  

 第 59 条 の 12  条 例 第 65 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 規 則 で 定 め る 規 模 は 、 2,  

  000 平 方 メ ー ト ル と す る 。  
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  （ 土 地 の 形 質 の 変 更 の 届 出 を 要 し な い 行 為 ）  

 第 59 条 の 13  条 例 第 65 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 則 で 定 め る 行 為 は 、 次

に 掲 げ る 行 為 と す る 。  

  (1)  次 の い ず れ に も 該 当 す る 行 為  

   ア  土 壌 を 当 該 土 地 の 形 質 の 変 更 の 対 象 と な る 土 地 の 区 域 外

（ 当 該 土 地 の 形 質 の 変 更 の 場 所 の 全 部 が 事 業 所 の 敷 地 内 で

あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 事 業 所 の 敷 地 外 ） へ 搬 出 し な い

こ と 。  

   イ  土 壌 の 飛 散 又 は 流 出 を 伴 う 土 地 の 形 質 の 変 更 を 行 わ な い

こ と 。  

  (2)  農 業 を 営 む た め に 通 常 行 わ れ る 行 為 で あ っ て 、 前 号 ア に 該

当 す る も の  

  (3)  林 業 の 用 に 供 す る 作 業 路 網 の 整 備 で あ っ て 、 第 １ 号 ア に 該

当 す る も の  

  (4)  土 壌 又 は 地 質 に 関 す る 調 査 の た め の 試 料 の 採 取 を 行 う も の  

  （ 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て い る お そ れ が あ る 土 地 の 基  

  準 ）  

 第 59 条 の 14  条 例 第 65 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次 の い ず

れ か に 該 当 す る こ と と す る 。  

  (1)  土 壌 の 特 定 有 害 物 質 に よ る 汚 染 状 態 が 土 壌 溶 出 量 基 準 又 は

土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し な い こ と が 明 ら か で あ る 土 地 で あ る

こ と 。  

  (2)  特 定 有 害 物 質 又 は 特 定 有 害 物 質 を 含 む 固 体 若 し く は 液 体 が

埋 め ら れ 、 飛 散 し 、 流 出 し 、 又 は 地 下 に 浸 透 し た 土 地 で あ る

こ と 。  

  (3)  特 定 有 害 物 質 使 用 等 事 業 所 （ 特 定 有 害 物 質 を 含 む 液 体 の 地

下 へ の 浸 透 の 防 止 の た め の 措 置 と し て 第 36 条 の 構 造 を 有 す る

施 設 に 係 る 事 業 所 を 除 く 。 ） の 敷 地 で あ る 土 地 で あ る こ と 。  

  (4)  前 ２ 号 に 掲 げ る 土 地 と 同 等 程 度 に 土 壌 の 特 定 有 害 物 質 に よ

る 汚 染 状 態 が 土 壌 溶 出 量 基 準 又 は 土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し な

い お そ れ が あ る 土 地 で あ る こ と 。  

  （ 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て い る お そ れ が あ る 土 地 に 係  

  る 土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 命 令 ）  

 第 59 条 の 15  条 例 第 65 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 命 令 は 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 し た 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  条 例 第 65 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 調 査 の 対 象 と な る 土 地 の 場 所

及 び 特 定 有 害 物 質 の 種 類 並 び に そ の 理 由  

  (2)  条 例 第 65 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 行 う べ き 期 限  

  （ 区 域 の 指 定 に 係 る 基 準 ）  

 第 59 条 の 16  条 例 第 66 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 則 で 定 め る 基 準 の う ち
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土 壌 に 水 を 加 え た 場 合 に 溶 出 す る 特 定 有 害 物 質 の 量 に 関 す る も

の は 、 特 定 有 害 物 質 の 量 を 土 壌 汚 染 対 策 法 施 行 規 則 （ 平 成 14 年

環 境 省 令 第 29 号 。 以 下 こ の 節 に お い て 「 法 施 行 規 則 」 と い う 。

） 第 ６ 条 第 ３ 項 第 ４ 号 の 規 定 に よ り 環 境 大 臣 が 定 め る 方 法 に よ

り 測 定 し た 結 果 が 、 法 施 行 規 則 別 表 第 ３ の 上 欄 に 掲 げ る 特 定 有

害 物 質 の 種 類 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 要 件

に 該 当 す る こ と と す る 。  

 ２  条 例 第 66 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 則 で 定 め る 基 準 の う ち 土 壌 に 含

ま れ る 特 定 有 害 物 質 の 量 に 関 す る も の は 、 特 定 有 害 物 質 の 量 を

法 施 行 規 則 第 ６ 条 第 ４ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 環 境 大 臣 が 定 め る

方 法 に よ り 測 定 し た 結 果 が 、 法 施 行 規 則 別 表 第 ４ の 上 欄 に 掲 げ

る 特 定 有 害 物 質 の 種 類 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 要 件 に 該 当 す る こ と と す る 。  

 第 59 条 の 17  条 例 第 66 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 基

準 は 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る こ と と す る 。  

  (1)  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

   ア  土 壌 の 特 定 有 害 物 質 に よ る 汚 染 状 態 が 土 壌 溶 出 量 基 準 に

適 合 し な い 土 地 に あ っ て は 、 当 該 土 地 又 は そ の 周 辺 の 土 地

に あ る 地 下 水 の 流 動 、 利 用 状 況 そ の 他 の 状 況 等 か ら み て 、

地 下 水 汚 染 が 生 じ て い る と す れ ば 地 下 水 汚 染 が 拡 大 す る お

そ れ が あ る と 認 め ら れ る 区 域 に 、 次 の い ず れ か の 地 点 が あ

る こ と 。  

    (ア)  地 下 水 を 人 の 飲 用 に 供 す る た め に 用 い 、 又 は 用 い る こ

と が 確 実 で あ る 井 戸 の ス ト レ ー ナ ー 、 揚 水 機 の 取 水 口 そ

の 他 の 地 下 水 の 取 水 口  

    (イ)  地 下 水 を 水 道 法 （ 昭 和 32 年 法 律 第  177 号 ） 第 ３ 条 第 ２

項 に 規 定 す る 水 道 事 業 （ 同 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 水 道 用 水

供 給 事 業 者 に よ り 供 給 さ れ る 水 道 水 の み を そ の 用 に 供 す

る も の を 除 く 。 ） 、 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 水 道 用 水 供 給

事 業 又 は 同 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 専 用 水 道 の た め の 原 水 と

し て 取 り 入 れ る た め に 用 い 、 又 は 用 い る こ と が 確 実 で あ

る 取 水 施 設 の 取 水 口  

    (ウ)  法 施 行 規 則 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 地 下 水 基 準 に 適 合

し な い 地 下 水 の 湧 出 を 主 た る 原 因 と し て 、 水 質 の 汚 濁 に

係 る 環 境 上 の 条 件 に つ い て の 環 境 基 本 法 （ 平 成 ５ 年 法 律

第 91 号 ） 第 16 条 第 １ 項 の 基 準 が 確 保 さ れ な い 水 質 の 汚 濁

が 生 じ 、 又 は 生 ず る こ と が 確 実 で あ る 公 共 用 水 域 の 地 点  

   イ  土 壌 の 特 定 有 害 物 質 に よ る 汚 染 状 態 が 土 壌 含 有 量 基 準 に

適 合 し な い 土 地 に あ っ て は 、 当 該 土 地 が 人 が 立 ち 入 る こ と

が で き る 土 地 で あ る こ と 。  
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  (2)  条 例 第 66 条 の ２ 第 ５ 項 の 技 術 的 基 準 に 適 合 す る 汚 染 の 除 去

等 の 措 置 （ 条 例 第 66 条 第 １ 項 に 規 定 す る 汚 染 の 除 去 等 の 措 置

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 講 じ ら れ て い な い こ と 。  

  （ 条 例 要 措 置 区 域 の 指 定 の 告 示 ）  

 第 59 条 の 18  条 例 第 66 条 第 ２ 項 （ 同 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 条 例 要 措 置 区 域 （ 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 条 例 要

措 置 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 指 定 （ 同 条 第 ５ 項 に お い て 準

用 す る 場 合 に あ っ て は 、 指 定 の 解 除 ） の 告 示 は 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 明 示 し て 、 横 浜 市 報 に 登 載 し て 行 う も の と す る 。  

  (1)  当 該 指 定 を す る 旨 （ 条 例 第 66 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場

合 に あ っ て は 、 当 該 指 定 の 解 除 を す る 旨 ）  

  (2)  当 該 条 例 要 措 置 区 域  

  (3)  当 該 条 例 要 措 置 区 域 に お い て 土 壌 の 汚 染 状 態 が 土 壌 溶 出 量

基 準 又 は 土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種

類  

  (4)  当 該 条 例 要 措 置 区 域 に お い て 講 ず べ き 汚 染 の 除 去 等 の 措 置

（ 条 例 第 66 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該

条 例 要 措 置 区 域 に お い て 講 じ ら れ た 条 例 指 示 措 置 等 （ 条 例 第

66 条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定 す る 条 例 指 示 措 置 等 を い う 。 以 下 同 じ

。 ） ）  

 ２  前 項 第 ２ 号 の 条 例 要 措 置 区 域 の 明 示 に つ い て は 、 次 の い ず れ

か に よ る こ と と す る 。  

  (1)  区 名 、 町 名 及 び 地 番  

  (2)  一 定 の 地 物 、 施 設 若 し く は 工 作 物 又 は こ れ ら か ら の 距 離 及

び 方 向  

  (3)  平 面 図  

  （ 条 例 要 措 置 区 域 内 の 土 地 の 所 有 者 等 に 対 す る 指 示 ）  

 第 59 条 の 19  条 例 第 66 条 の ２ 第 １ 項 本 文 に 規 定 す る 指 示 は 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 講 ず べ き 土 地 の 場 所  

  (2)  条 例 要 措 置 区 域 内 に お い て 講 ず べ き 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 及

び そ の 理 由  

  (3)  汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 講 ず べ き 期 限  

 ２  前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 土 地 の 場 所 は 、 当 該 土 地 若 し く は そ の 周

辺 の 土 地 の 土 壌 又 は 当 該 土 地 若 し く は そ の 周 辺 の 土 地 に あ る 地

下 水 の 特 定 有 害 物 質 に よ る 汚 染 状 態 等 を 勘 案 し 、 人 の 健 康 に 係

る 被 害 を 防 止 す る た め 必 要 な 限 度 に お い て 定 め る も の と す る 。  

 ３  第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 期 限 は 、 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 講 ず べ

き 土 地 の 場 所 、 当 該 土 地 の 土 壌 の 特 定 有 害 物 質 に よ る 汚 染 状 態

、 当 該 土 地 の 所 有 者 等 の 経 理 的 基 礎 及 び 技 術 的 能 力 等 を 勘 案 し
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、 相 当 な も の と な る よ う 定 め る も の と す る 。  

  （ 土 壌 汚 染 を 生 じ さ せ る 行 為 を し た 者 に 対 す る 指 示 ）  

 第 59 条 の 20  条 例 第 66 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 指 示 は 、

特 定 有 害 物 質 又 は 特 定 有 害 物 質 を 含 む 固 体 若 し く は 液 体 を 埋 め

、 飛 散 さ せ 、 流 出 さ せ 、 又 は 地 下 に 浸 透 さ せ る 行 為 を し た 者 （

相 続 、 合 併 又 は 分 割 に よ り そ の 地 位 を 承 継 し た 者 を 含 む 。 ） に

対 し て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 当 該 行 為 が 次 に 掲 げ る 行 為 に

該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

  (1)  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 ６ 条 の ２ 第 ２ 項 に 規

定 す る 一 般 廃 棄 物 処 理 基 準 に 従 っ て 行 う 同 法 第 ２ 条 第 ２ 項 に

規 定 す る 一 般 廃 棄 物 の 埋 立 処 分  

  (2)  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 12 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 産 業 廃 棄 物 処 理 基 準 又 は 同 法 第 12 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 処 理 基 準 に 従 っ て 行 う 同 法 第 ２ 条 第 ４ 項

に 規 定 す る 産 業 廃 棄 物 の 埋 立 処 分  

  (3)  海 洋 汚 染 等 及 び 海 上 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 45 年 法

律 第  136 号 ） 第 10 条 第 ２ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 基 準 に 従 っ て 行

う 同 法 第 ３ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 廃 棄 物 の 排 出  

 ２  条 例 第 66 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 指 示 は 、 ２ 以 上 の

者 に 対 し て 行 う 場 合 に は 、 当 該 ２ 以 上 の 者 が 当 該 土 地 の 土 壌 の

特 定 有 害 物 質 に よ る 汚 染 を 生 じ さ せ た と 認 め ら れ る 程 度 に 応 じ

て 講 ず べ き 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 定 め て 行 う も の と す る 。  

 ３  前 条 の 規 定 は 、 条 例 第 66 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 指

示 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前 条 第 ３ 項 中 「 当 該

土 地 の 所 有 者 等 」 と あ る の は 、 「 当 該 土 壌 汚 染 を 生 じ さ せ る 行

為 を し た 者 （ 相 続 、 合 併 又 は 分 割 に よ り そ の 地 位 を 承 継 し た 者

を 含 む 。 ） 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

  （ 指 示 事 項 ）  

 第 59 条 の 21  条 例 第 66 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 汚 染

の 除 去 等 の 措 置 を 講 ず べ き 土 地 の 場 所 及 び 期 限 と す る 。  

  （ 条 例 第 66 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 示 さ れ た 汚 染 の 除 去 等 の  

  措 置 と 同 等 以 上 の 効 果 を 有 す る と 認 め ら れ る も の ）  

 第 59 条 の 22  条 例 第 66 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 汚 染 の 除 去 等

の 措 置 は 、 法 施 行 規 則 別 表 第 ５ の 上 欄 に 掲 げ る 土 地 の 区 分 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 と す る 。  

  （ 条 例 指 示 措 置 等 を 講 ず べ き 旨 の 命 令 ）  

 第 59 条 の 23  条 例 第 66 条 の ２ 第 ４ 項 に 規 定 す る 命 令 は 、 相 当 の 履

行 期 限 を 定 め て 、 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。  

  （ 条 例 要 措 置 区 域 内 に お け る 土 地 の 形 質 の 変 更 の 禁 止 の 例 外 ）  

 第 59 条 の 24  条 例 第 66 条 の ３ 第 ２ 号 の 規 則 で 定 め る 行 為 は 、 次 に
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掲 げ る も の と す る 。  

  (1)  次 の い ず れ に も 該 当 し な い 行 為  

   ア  条 例 指 示 措 置 等 を 講 ず る た め に 設 け ら れ た 構 造 物 に 変 更

を 加 え る こ と 。  

   イ  土 地 の 形 質 の 変 更 で あ っ て 、 そ の 対 象 と な る 土 地 の 面 積

の 合 計 が 10 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ り 、 か つ 、 そ の 深 さ が 50

セ ン チ メ ー ト ル 以 上 （ 地 表 か ら 一 定 の 深 さ ま で に 帯 水 層 （

そ の 中 に あ る 地 下 水 が 飲 用 に 適 さ な い も の と し て 法 施 行 規

則 第 43 条 第 １ 号 ロ の 規 定 に よ り 環 境 大 臣 が 定 め る 要 件 に 該

当 す る も の を 除 く 。 ） が な い 旨 の 市 長 の 確 認 を 受 け た 場 合

に あ っ て は 、 当 該 一 定 の 深 さ よ り １ メ ー ト ル 浅 い 深 さ 以 上

） で あ る こ と 。  

   ウ  土 地 の 形 質 の 変 更 で あ っ て 、 そ の 深 さ が ３ メ ー ト ル 以 上

（ イ の 市 長 の 確 認 を 受 け た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 一 定 の 深

さ よ り １ メ ー ト ル 浅 い 深 さ 以 上 ） で あ る こ と 。  

  (2)  条 例 指 示 措 置 等 と 一 体 と し て 行 わ れ る 土 地 の 形 質 の 変 更 で

あ っ て 、 そ の 施 行 方 法 が 法 施 行 規 則 第 43 条 第 ２ 号 の 規 定 に よ

り 環 境 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 旨 の 市 長 の 確 認 を 受 け た

も の  

  (3)  次 の い ず れ か に 該 当 す る 条 例 要 措 置 区 域 内 に お け る 土 地 の

形 質 の 変 更 で あ っ て 、 そ の 施 行 方 法 が 前 号 の 環 境 大 臣 が 定 め

る 基 準 に 適 合 す る 旨 の 市 長 の 確 認 を 受 け た も の  

   ア  法 施 行 規 則 別 表 第 ５ の １ の 項 の 上 欄 に 掲 げ る 土 地 に 該 当

す る 条 例 要 措 置 区 域 で あ っ て 、 地 下 水 の 水 質 の 測 定 が 講 じ

ら れ て い る も の  

   イ  法 施 行 規 則 別 表 第 ５ の １ の 項 か ら ４ の 項 ま で 及 び ６ の 項

の 上 欄 に 掲 げ る 土 地 （ 同 表 の １ の 項 の 上 欄 に 掲 げ る 土 地 に

あ っ て は 、 土 壌 の 第 三 種 特 定 有 害 物 質 （ 法 施 行 規 則 第 ４ 条

第 ３ 項 第 ２ 号 ロ に 規 定 す る 第 三 種 特 定 有 害 物 質 を い う 。 以

下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に よ る 汚 染 状 態 が 第 二 溶 出 量 基

準 （ 法 施 行 規 則 第 ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 第 二 溶 出 量 基 準 を い

う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） に 適 合 し な い 土 地 を 除 く

。 ） に 該 当 す る 条 例 要 措 置 区 域 で あ っ て 、 原 位 置 封 じ 込 め

（ 法 施 行 規 則 別 表 第 ５ の ２ の 項 の 中 欄 に 規 定 す る 原 位 置 封

じ 込 め を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） が 講 じ ら れ て

い る も の （ 法 施 行 規 則 別 表 第 ６ の ２ の 項 の 下 欄 に 掲 げ る 原

位 置 封 じ 込 め に 係 る 工 程 の う ち 、 ト 及 び チ 以 外 の 工 程 が 完

了 し て い る も の に 限 る 。 ）  

   ウ  法 施 行 規 則 別 表 第 ５ の １ の 項 か ら ４ の 項 ま で 及 び ６ の 項

の 上 欄 に 掲 げ る 土 地 （ 同 表 の １ の 項 の 上 欄 に 掲 げ る 土 地 に
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あ っ て は 、 土 壌 の 第 三 種 特 定 有 害 物 質 に よ る 汚 染 状 態 が 第

二 溶 出 量 基 準 に 適 合 し な い 土 地 を 除 く 。 ） に 該 当 す る 条 例

要 措 置 区 域 で あ っ て 、 遮 水 工 封 じ 込 め （ 法 施 行 規 則 別 表 第

５ の ２ の 項 の 中 欄 に 規 定 す る 遮 水 工 封 じ 込 め を い う 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） が 講 じ ら れ て い る も の （ 法 施 行 規

則 別 表 第 ６ の ３ の 項 の 下 欄 に 掲 げ る 遮 水 工 封 じ 込 め に 係 る

工 程 の う ち 、 ト 及 び チ 以 外 の 工 程 が 完 了 し て い る も の に 限

る 。 ）  

   エ  法 施 行 規 則 別 表 第 ５ の １ の 項 か ら ６ の 項 ま で の 上 欄 に 掲

げ る 土 地 に 該 当 す る 条 例 要 措 置 区 域 で あ っ て 、 地 下 水 汚 染

の 拡 大 の 防 止 が 講 じ ら れ て い る も の  

   オ  土 壌 汚 染 の 除 去 （ 法 施 行 規 則 別 表 第 ５ の ２ の 項 の 下 欄 ロ

に 規 定 す る 土 壌 汚 染 の 除 去 を い う 。 ） が 講 じ ら れ て い る 条

例 要 措 置 区 域 （ 法 施 行 規 則 別 表 第 ６ の ５ の 項 の 下 欄 第 １ 号

に 掲 げ る 除 去 に 係 る 工 程 の う ち 、 ハ 以 外 の 工 程 が 完 了 し て

い る も の 又 は 同 欄 第 ２ 号 に 掲 げ る 除 去 に 係 る 工 程 の う ち 、

ハ 以 外 の 工 程 が 完 了 し て い る も の に 限 る 。 ）  

   カ  法 施 行 規 則 別 表 第 ５ の １ の 項 及 び ３ の 項 か ら ６ の 項 ま で

の 上 欄 に 掲 げ る 土 地 （ 同 表 の １ の 項 の 上 欄 に 掲 げ る 土 地 に

あ っ て は 、 土 壌 の 第 一 種 特 定 有 害 物 質 （ 法 施 行 規 則 第 ４ 条

第 ３ 項 第 ２ 号 イ に 規 定 す る 第 一 種 特 定 有 害 物 質 を い う 。 以

下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に よ る 汚 染 状 態 が 土 壌 溶 出 量 基

準 に 適 合 し な い 土 地 を 除 く 。 ） に 該 当 す る 条 例 要 措 置 区 域

で あ っ て 、 遮 断 工 封 じ 込 め （ 法 施 行 規 則 別 表 第 ５ の ３ の 項

の 下 欄 イ に 規 定 す る 遮 断 工 封 じ 込 め を い う 。 以 下 こ の 条 に

お い て 同 じ 。 ） が 講 じ ら れ て い る も の （ 法 施 行 規 則 別 表 第

６ の ６ の 項 の 下 欄 に 掲 げ る 遮 断 工 封 じ 込 め に 係 る 工 程 の う

ち 、 チ 及 び リ 以 外 の 工 程 が 完 了 し て い る も の に 限 る 。 ）  

   キ  法 施 行 規 則 別 表 第 ５ の １ の 項 及 び ４ の 項 の 上 欄 に 掲 げ る

土 地 （ 同 表 の １ の 項 の 上 欄 に 掲 げ る 土 地 に あ っ て は 、 土 壌

の 第 一 種 特 定 有 害 物 質 又 は 第 三 種 特 定 有 害 物 質 に よ る 汚 染

状 態 が 土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し な い 土 地 及 び 土 壌 の 第 二 種

特 定 有 害 物 質 （ 法 施 行 規 則 第 ４ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 ロ に 規 定 す

る 第 二 種 特 定 有 害 物 質 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。

） に よ る 汚 染 状 態 が 第 二 溶 出 量 基 準 に 適 合 し な い 土 地 を 除

く 。 ） に 該 当 す る 条 例 要 措 置 区 域 で あ っ て 、 不 溶 化 （ 法 施

行 規 則 別 表 第 ５ の ４ の 項 の 下 欄 イ に 規 定 す る 不 溶 化 を い う

。 ） が 講 じ ら れ て い る も の （ 法 施 行 規 則 別 表 第 ６ の ７ の 項

の 下 欄 第 １ 号 に 掲 げ る 原 位 置 不 溶 化 に 係 る 工 程 の う ち 、 ホ

以 外 の 工 程 が 完 了 し て い る も の 又 は 同 欄 第 ２ 号 に 掲 げ る 不
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溶 化 埋 め 戻 し に 係 る 工 程 の う ち 、 ホ 以 外 の 工 程 が 完 了 し て

い る も の に 限 る 。 ）  

  （ 帯 水 層 の 深 さ に 係 る 確 認 の 申 請 ）  

 第 59 条 の 25  前 条 第 １ 号 イ の 確 認 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲

げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  条 例 要 措 置 区 域 の 所 在 地  

  (3)  条 例 要 措 置 区 域 の 地 下 水 位 を 観 測 す る た め の 井 戸 を 設 置 し

た 地 点 及 び 当 該 地 点 に 当 該 井 戸 を 設 置 し た 理 由  

  (4)  前 号 の 地 下 水 位 の 観 測 の 結 果  

  (5)  観 測 さ れ た 地 下 水 位 の う ち 最 も 浅 い も の に お け る 地 下 水 を

含 む 帯 水 層 の 深 さ  

 ２  前 項 の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 及 び 図 面 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。  

  (1)  前 項 第 ３ 号 の 井 戸 の 構 造 図  

  (2)  前 項 第 ３ 号 の 井 戸 を 設 置 し た 地 点 を 明 ら か に し た 当 該 条 例

要 措 置 区 域 の 図 面  

  (3)  前 項 第 ５ 号 の 帯 水 層 の 深 さ を 定 め た 理 由 を 説 明 す る 書 類  

 ３  市 長 は 、 第 １ 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 同 項 第 ３ 号 の 井 戸 を

設 置 し た 地 点 及 び 当 該 地 点 に 当 該 井 戸 を 設 置 し た 理 由 並 び に 同

項 第 ４ 号 の 観 測 の 結 果 か ら み て 前 項 第 ３ 号 の 帯 水 層 の 深 さ を 定

め た 理 由 が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り 、 前 条 第 １ 号 イ

の 確 認 を す る も の と す る 。  

 ４  市 長 は 、 前 条 第 １ 号 イ の 確 認 を す る 場 合 に お い て 、 当 該 確 認

に 係 る 地 下 水 位 及 び 帯 水 層 の 深 さ の 変 化 を 的 確 に 把 握 す る た め

必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 確 認 に 、 当 該 地 下 水 位 及 び 帯

水 層 の 深 さ を 市 長 に 定 期 的 に 報 告 す る こ と そ の 他 の 条 件 を 付 す

る こ と が で き る 。  

 ５  市 長 は 、 前 条 第 １ 号 イ の 確 認 を し た 後 に お い て 、 前 項 の 報 告

そ の 他 の 資 料 に よ り 当 該 確 認 に 係 る 条 例 要 措 置 区 域 に お い て 当

該 確 認 に 係 る 深 さ ま で 帯 水 層 が 存 在 し な い と 認 め ら れ な く な っ

た と き 、 又 は 前 項 の 報 告 が な か っ た と き は 、 遅 滞 な く 、 当 該 確

認 を 取 り 消 し 、 そ の 旨 を 当 該 確 認 を 受 け た 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

  （ 土 地 の 形 質 の 変 更 に 係 る 確 認 の 申 請 ）  

 第 59 条 の 26  第 59 条 の 24 第 ２ 号 の 確 認 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  
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  (2)  土 地 の 形 質 の 変 更 （ 当 該 土 地 の 形 質 の 変 更 と 一 体 と し て 行

わ れ る 条 例 指 示 措 置 等 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ）

を 行 う 条 例 要 措 置 区 域 の 所 在 地  

  (3)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 種 類  

  (4)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 場 所  

  (5)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 施 行 方 法  

  (6)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 着 手 予 定 日 及 び 完 了 予 定 日  

 ２  前 項 の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 及 び 図 面 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。  

  (1)  土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る 場 所 を 明 ら か に し た 条 例

要 措 置 区 域 の 図 面  

  (2)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 施 行 方 法 を 明 ら か に し た 平 面 図 、 立 面

図 及 び 断 面 図  

 ３  市 長 は 、 第 １ 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 申 請 に 係 る 土 地

の 形 質 の 変 更 が 次 の 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る と 認 め ら れ る 場

合 に 限 り 、 第 59 条 の 24 第 ２ 号 の 確 認 を す る も の と す る 。  

  (1)  当 該 申 請 に 係 る 土 地 の 形 質 の 変 更 と そ れ と 一 体 と し て 行 わ

れ る 条 例 指 示 措 置 等 と の 間 に 一 体 性 が 認 め ら れ る こ と 。  

  (2)  当 該 申 請 に 係 る 土 地 の 形 質 の 変 更 の 施 行 方 法 が 法 施 行 規 則

第 43 条 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 環 境 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 し て

い る こ と 。  

  (3)  当 該 申 請 に 係 る 土 地 の 形 質 の 変 更 の 着 手 予 定 日 及 び 完 了 予

定 日 が 条 例 第 66 条 の ２ 第 １ 項 の 期 限 に 照 ら し て 適 当 で あ る と

認 め ら れ る こ と 。  

  （ 土 地 の 形 質 の 変 更 の 施 行 方 法 に 係 る 確 認 の 申 請 ）  

 第 59 条 の 27  第 59 条 の 24 第 ３ 号 の 確 認 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  土 地 の 形 質 の 変 更 を 行 う 条 例 要 措 置 区 域 の 所 在 地  

  (3)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 種 類  

  (4)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 場 所  

  (5)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 施 行 方 法  

  (6)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 着 手 予 定 日 及 び 完 了 予 定 日  

  (7)  土 地 の 形 質 の 変 更 を 行 う 条 例 要 措 置 区 域 に お い て 講 じ ら れ

て い る 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

 ２  市 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 申 請 に 係 る 土 地 の

形 質 の 変 更 の 施 行 方 法 が 法 施 行 規 則 第 43 条 第 ２ 号 の 規 定 に よ り

環 境 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り

、 第 59 条 の 24 第 ３ 号 の 確 認 を す る も の と す る 。  



                     横 浜 市 報  定期第 854号 平成24年９月25日 

69 

  （ 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の 告 示 ）  

 第 59 条 の 28  条 例 第 67 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 66 条 第 ２

項 の 規 定 に よ る 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 （ 条 例 第 67 条 第 ２ 項

に 規 定 す る 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の

指 定 及 び そ の 解 除 の 告 示 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 明 示 し て 、 横 浜

市 報 に 登 載 し て 行 う も の と す る 。  

  (1)  当 該 指 定 又 は 当 該 指 定 の 解 除 を す る 旨  

  (2)  当 該 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域  

  (3)  当 該 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 に お い て 土 壌 の 汚 染 状 態 が

土 壌 溶 出 量 基 準 又 は 土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有

害 物 質 の 種 類  

  (4)  当 該 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 内 の 土 地 の 土 壌 の 特 定 有 害

物 質 に よ る 汚 染 状 態 が 専 ら 自 然 に 由 来 す る と 認 め ら れ る も の

（ 当 該 土 地 の 土 壌 の 第 二 種 特 定 有 害 物 質 に よ る 汚 染 状 態 が 土

壌 溶 出 量 基 準 又 は 土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 せ ず 、 か つ 、 第 二 溶

出 量 基 準 に 適 合 す る も の に 限 る 。 ） に あ っ て は 、 そ の 旨  

  (5)  昭 和 52 年 ３ 月 15 日 以 降 に 公 有 水 面 埋 立 法 （ 大 正 10 年 法 律 第

57 号 ） に よ る 公 有 水 面 の 埋 立 て 又 は 干 拓 の 事 業 に よ り 造 成 が

開 始 さ れ た 土 地 （ 廃 棄 物 （ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法

律 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 廃 棄 物 を い う 。 ） が 埋 め 立 て ら れ

て い る 場 所 を 除 く 。 ） で あ り 、 か つ 、 当 該 土 地 の 土 壌 の 特 定

有 害 物 質 に よ る 汚 染 状 態 が 専 ら 当 該 造 成 時 の 水 面 埋 立 て 用 材

料 に 由 来 す る と 認 め ら れ る も の （ 当 該 土 地 の 土 壌 の 特 定 有 害

物 質 に よ る 汚 染 状 態 が 土 壌 溶 出 量 基 準 又 は 土 壌 含 有 量 基 準 に

適 合 せ ず 、 か つ 、 第 二 溶 出 量 基 準 に 適 合 す る も の に 限 る 。 ）

に あ っ て は 、 そ の 旨  

  (6)  次 に 掲 げ る 土 地 の 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 で あ っ て 公 有

水 面 埋 立 法 に よ る 公 有 水 面 の 埋 立 て 又 は 干 拓 の 事 業 に よ り 造

成 さ れ た 土 地 に あ っ て は 、 そ の 旨  

   ア  工 業 専 用 地 域 （ 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第

８ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 工 業 専 用 地 域 を い う 。 以 下 こ

の 号 に お い て 同 じ 。 ） 内 に あ る 土 地  

   イ  ア に 掲 げ る 土 地 以 外 の 土 地 で あ っ て 当 該 土 地 又 は そ の 周

辺 の 土 地 に あ る 地 下 水 の 利 用 状 況 そ の 他 の 状 況 が 工 業 専 用

地 域 内 に あ る 土 地 と 同 等 以 上 に 将 来 に わ た り 第 59 条 の 17 第

１ 号 ア に 該 当 し な い と 認 め ら れ る も の  

  (7)  指 定 の 解 除 の 告 示 の 場 合 は 、 当 該 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区

域 に お い て 講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

 ２  前 項 第 ２ 号 の 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 明 示 に つ い て は 、

次 の い ず れ か に よ る こ と と す る 。  
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  (1)  区 名 、 町 名 及 び 地 番  

  (2)  一 定 の 地 物 、 施 設 若 し く は 工 作 物 又 は こ れ ら か ら の 距 離 及

び 方 向  

  (3)  平 面 図  

  （ 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 内 に お け る 土 地 の 形 質 の 変 更 の 届  

  出 ）  

 第 59 条 の 29  条 例 第 67 条 の ２ 第 １ 項 本 文 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次

に 掲 げ る 図 面 を 添 付 し て 行 う も の と す る 。  

  (1)  土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る 場 所 を 明 ら か に し た 条 例

形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 図 面  

  (2)  土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区

域 の 状 況 を 明 ら か に し た 図 面  

  (3)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 施 行 方 法 を 明 ら か に し た 平 面 図 、 立 面

図 及 び 断 面 図  

  (4)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 終 了 後 に お け る 当 該 土 地 の 利 用 の 方 法

を 明 ら か に し た 図 面  

 第 59 条 の 30  条 例 第 67 条 の ２ 第 １ 項 本 文 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る

事 項 は 、 次 の と お り と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  土 地 の 形 質 の 変 更 を 行 う 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在

地  

  (3)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 完 了 予 定 日  

  (4)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

  （ 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 内 に お け る 土 地 の 形 質 の 変 更 の 届  

  出 を 要 し な い 通 常 の 管 理 行 為 、 軽 易 な 行 為 そ の 他 の 行 為 ）  

 第 59 条 の 31  条 例 第 67 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 の 規 則 で 定 め る 行 為 は

、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

  (1)  次 の い ず れ に も 該 当 し な い 行 為  

   ア  汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 講 ず る た め に 設 け ら れ た 構 造 物 に

変 更 を 加 え る こ と 。  

   イ  土 地 の 形 質 の 変 更 で あ っ て 、 そ の 対 象 と な る 土 地 の 面 積

の 合 計 が 10 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ り 、 か つ 、 そ の 深 さ が 50

セ ン チ メ ー ト ル 以 上 （ 地 表 か ら 一 定 の 深 さ ま で に 帯 水 層 （

そ の 中 に あ る 地 下 水 が 飲 用 に 適 さ な い も の と し て 法 施 行 規

則 第 43 条 第 １ 号 ロ の 規 定 に よ り 環 境 大 臣 が 定 め る 要 件 に 該

当 す る も の を 除 く 。 ） が な い 旨 の 市 長 の 確 認 を 受 け た 場 合

に あ っ て は 、 当 該 一 定 の 深 さ よ り １ メ ー ト ル 浅 い 深 さ 以 上

） で あ る こ と 。  

   ウ  土 地 の 形 質 の 変 更 で あ っ て 、 そ の 深 さ が ３ メ ー ト ル 以 上
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（ イ の 市 長 の 確 認 を 受 け た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 一 定 の 深

さ よ り １ メ ー ト ル 浅 い 深 さ 以 上 ） で あ る こ と 。  

  (2)  土 地 の 形 質 の 変 更 で あ っ て 、 そ の 施 行 方 法 が 法 施 行 規 則 第

43 条 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 環 境 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 旨

の 市 長 の 確 認 を 受 け た も の  

 ２  第 59 条 の 25 の 規 定 は 、 前 項 第 １ 号 イ の 確 認 を 受 け よ う と す る

者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 １ 項 第 ２ 号 及

び 第 ３ 号 並 び に 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 条 例 要 措 置 区 域 」 と あ る の は

「 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 」 と 、 同 条 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で

の 規 定 中 「 前 条 第 １ 号 イ 」 と あ る の は 「 第 59 条 の 31 第 １ 項 第 １

号 イ 」 と 、 同 条 第 ５ 項 中 「 条 例 要 措 置 区 域 」 と あ る の は 「 条 例

形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 ３  第 59 条 の 27 の 規 定 は 、 第 １ 項 第 ２ 号 の 確 認 を 受 け よ う と す る

者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 １ 項 第 ２ 号 及

び 第 ７ 号 中 「 条 例 要 措 置 区 域 」 と あ る の は 「 条 例 形 質 変 更 時 要

届 出 区 域 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 59 条 の 24 第 ３ 号 」 と あ る の は

「 第 59 条 の 31 第 １ 項 第 ２ 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 ４  第 59 条 の 24 第 １ 号 イ の 確 認 に 係 る 条 例 要 措 置 区 域 が 条 例 第 67

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 と し て 指 定 さ

れ た 場 合 に お い て は 、 当 該 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 は 、 第 １

項 第 １ 号 イ の 確 認 に 係 る 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 と み な す 。  

 ５  第 １ 項 第 １ 号 イ の 確 認 に 係 る 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 が 条

例 第 66 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 条 例 要 措 置 区 域 と し て 指 定 さ れ た

場 合 に お い て は 、 当 該 条 例 要 措 置 区 域 は 、 第 59 条 の 24 第 １ 号 イ

の 確 認 に 係 る 条 例 要 措 置 区 域 と み な す 。  

  （ 既 に 土 地 の 形 質 の 変 更 に 着 手 し て い る 者 の 届 出 ）  

 第 59 条 の 32  条 例 第 67 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲

げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  土 地 の 形 質 の 変 更 を し て い る 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の

所 在 地  

  (3)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 種 類 、 場 所 及 び 施 行 方 法  

  (4)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 着 手 日  

  (5)  土 地 の 形 質 の 変 更 の 完 了 日 又 は 完 了 予 定 日  

 ２  第 59 条 の 29 の 規 定 は 、 前 項 の 届 出 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場

合 に お い て 、 同 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 中 「 変 更 を し よ う と す る 」

と あ る の は 、 「 変 更 を し て い る 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

  （ 非 常 災 害 の た め に 必 要 な 応 急 措 置 と し て 土 地 の 形 質 の 変 更 を  

  し た 者 の 届 出 ）  
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 第 59 条 の 33  第 59 条 の 29 及 び 前 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 条 例 第 67 条 の

２ 第 ３ 項 の 届 出 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 59 条

の 29 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 中 「 変 更 を し よ う と す る 」 と あ り 、 及 び

前 条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 変 更 を し て い る 」 と あ る の は 「 変 更 を し

た 」 と 、 同 項 第 ５ 号 中 「 完 了 日 又 は 完 了 予 定 日 」 と あ る の は 「

完 了 日 」 と 、 そ れ ぞ れ 読 み 替 え る も の と す る 。  

  （ 土 地 の 形 質 の 変 更 の 施 行 方 法 に 関 す る 基 準 ）  

 第 59 条 の 34  条 例 第 67 条 の ２ 第 ４ 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次 の

と お り と す る 。  

  (1)  土 地 の 形 質 の 変 更 に 当 た り 、 土 壌 溶 出 量 基 準 若 し く は 土 壌

含 有 量 基 準 に 適 合 し な い 汚 染 状 態 に あ る 土 壌 又 は 特 定 有 害 物

質 の 飛 散 、 揮 散 又 は 流 出 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず

る こ と 。  

  (2)  土 地 の 形 質 の 変 更 に 当 た り 、 土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し な い

汚 染 状 態 に あ る 土 壌 が 当 該 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 内 の 帯

水 層 に 接 し な い よ う に す る こ と 。 た だ し 、 次 の い ず れ か に 該

当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

   ア  第 59 条 の 28 第 ４ 号 又 は 第 ５ 号 に 該 当 す る 区 域 内 に お け る

土 地 の 形 質 の 変 更 で あ る 場 合  

   イ  第 59 条 の 28 第 ６ 号 に 該 当 す る 区 域 内 に お け る 土 地 の 形 質

の 変 更 で あ っ て 、 そ の 施 行 方 法 が 法 施 行 規 則 第 53 条 第 ２ 号

ロ の 規 定 に よ り 環 境 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ

る 場 合  

  (3)  土 地 の 形 質 の 変 更 を 行 っ た 後 、 条 例 第 66 条 の ２ 第 ５ 項 の 技

術 的 基 準 に 適 合 す る 汚 染 の 除 去 等 の 措 置 が 講 じ ら れ た 場 合 と

同 等 以 上 に 人 の 健 康 に 係 る 被 害 が 生 ず る お そ れ が な い よ う に

す る こ と 。  

  （ 周 辺 住 民 へ の 周 知 ）  

 第 59 条 の 35  条 例 第 68 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 汚 染 の 除 去 等 の 措 置

を 講 ず る 旨 又 は 土 地 の 形 質 の 変 更 を す る 旨 の 周 知 は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 に つ い て 印 刷 物 の 配 布 、 掲 示 板 へ の 掲 示 そ の 他 の 方 法 に

よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 講 じ よ う と し 、 又 は 土 地 の 形 質 の 変

更 を し よ う と す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ

っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名  

  (2)  汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 講 じ よ う と し 、 又 は 土 地 の 形 質 の 変

更 を し よ う と す る 土 地 の 土 壌 の 汚 染 状 態  

  (3)  汚 染 の 除 去 等 の 措 置 又 は 土 地 の 形 質 の 変 更 の 内 容  

  (4)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

 ２  条 例 第 68 条 第 １ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 範 囲 は 、 次 の と お
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り と す る 。  

  (1)  汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 講 じ よ う と す る 土 地 又 は 土 地 の 形 質

の 変 更 を し よ う と す る 土 地 を 含 む 敷 地 の 境 界 に 隣 接 す る 土 地

の 範 囲  

  (2)  汚 染 の 除 去 等 の 措 置 を 講 じ よ う と す る 土 地 又 は 土 地 の 形 質

の 変 更 を す る こ と に よ っ て 人 の 健 康 又 は 生 活 環 境 に 係 る 被 害

が 生 ず る お そ れ が あ る 範 囲  

  （ 土 壌 汚 染 に よ る 地 下 水 へ の 影 響 の 調 査 ）  

 第 59 条 の 36  条 例 第 68 条 の ２ 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 土 壌

含 有 量 基 準 に 係 る 事 項 と す る 。  

 ２  条 例 第 68 条 の ２ 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 次 の と お り と

す る 。  

  (1)  条 例 土 壌 汚 染 状 況 調 査 等 （ 条 例 第 68 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 条 例 土 壌 汚 染 状 況 調 査 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 っ た 土

地 を 含 む 一 団 の 土 地 に お い て ボ ー リ ン グ 調 査 を 実 施 し 、 土 壌

の 汚 染 に よ る 帯 水 層 へ の 影 響 を 調 査 す る こ と 。  

  (2)  前 号 の 調 査 に お い て 土 壌 の 汚 染 に 起 因 し て 帯 水 層 に 汚 染 が

生 じ る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 土 壌 の 汚 染 に 起 因

す る 地 下 水 汚 染 を 的 確 に 把 握 し 、 又 は 周 縁 の 地 下 水 の 水 質 へ

の 影 響 の 有 無 を 判 断 す る こ と が で き る と 認 め ら れ る 地 点 に お

け る 帯 水 層 の 地 下 水 を 採 取 す る こ と 。  

  (3)  前 号 の 規 定 に よ り 採 取 し た 地 下 水 は 、 別 表 第 15 に 定 め る 測

定 方 法 に よ り 、 条 例 土 壌 汚 染 状 況 調 査 等 に お い て 土 壌 の 汚 染

状 態 が 土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の

測 定 を 行 う こ と 。  

 ３  条 例 第 68 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 記 載 し た 報 告 書 に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  条 例 土 壌 汚 染 状 況 調 査 等 を 行 っ た 土 地 を 含 む 一 団 の 土 地 の

所 在 地  

  (3)  条 例 土 壌 汚 染 状 況 調 査 等 に お い て 土 壌 の 汚 染 状 態 が 土 壌 溶

出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  (4)  地 下 水 の 採 取 を 行 っ た 地 点 及 び 日 時 、 当 該 試 料 の 測 定 の 結

果 、 当 該 測 定 を 行 っ た 者 の 氏 名 又 は 名 称 そ の 他 の 条 例 土 壌 汚

染 状 況 調 査 等 の 結 果 に 関 す る 事 項  

  (5)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

  （ 台 帳 ）  

 第 59 条 の 37  台 帳 （ 条 例 第 68 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 台 帳 を い う

。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 帳 簿 及 び 図 面 を も っ て 調 製
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す る も の と す る 。  

 ２  前 項 の 帳 簿 及 び 図 面 は 、 条 例 要 措 置 区 域 等 （ 条 例 第 68 条 第 １

項 に 規 定 す る 条 例 要 措 置 区 域 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 条 例 土

壌 汚 染 状 況 調 査 が 行 わ れ そ の 結 果 が 条 例 第 66 条 第 １ 項 第 １ 号 の

規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る 土 地 （ 以 下 「 条 例 基 準 適 合 地

」 と い う 。 ） 又 は 要 措 置 区 域 等 （ 条 例 第 68 条 第 １ 項 に 規 定 す る

要 措 置 区 域 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 若 し く は 条 例 要 措 置 区 域 等

の 指 定 が 解 除 さ れ た 土 地 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 指 定 解 除 地 」

と い う 。 ） ご と に 調 製 す る も の と す る 。  

 ３  第 １ 項 の 帳 簿 及 び 図 面 は 、 条 例 要 措 置 区 域 、 条 例 形 質 変 更 時

要 届 出 区 域 、 条 例 基 準 適 合 地 又 は 指 定 解 除 地 に 関 す る も の を 区

別 し て 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

 ４  第 １ 項 の 帳 簿 の 様 式 は 、 条 例 要 措 置 区 域 に あ っ て は 第 26 号 様

式 の ２ 、 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 に あ っ て は 第 26 号 様 式 の ３

、 条 例 基 準 適 合 地 に あ っ て は 第 26 号 様 式 の ４ の と お り と す る 。  

 ５  指 定 解 除 地 に 係 る 第 １ 項 の 帳 簿 は 、 当 該 要 措 置 区 域 等 又 は 条

例 要 措 置 区 域 等 の 帳 簿 に 当 該 指 定 の 解 除 を し た 旨 を 記 載 し た も

の と す る 。  

 ６  第 １ 項 の 図 面 は 、 次 の と お り と す る 。  

  (1)  条 例 土 壌 汚 染 状 況 調 査 に お い て 土 壌 そ の 他 の 試 料 の 採 取 を

行 っ た 地 点 を 明 示 し た 図 面  

  (2)  汚 染 の 除 去 等 の 措 置 に 該 当 す る 行 為 の 実 施 場 所 及 び 施 行 方

法 を 明 示 し た 図 面  

  (3)  当 該 土 地 の 周 辺 の 地 図  

  (4)  条 例 第 68 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 地 下 水 の 水 質 を 測 定 し

た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 地 下 水 の 採 取 を 行 っ た 地 点 を 明 示 し

た 図 面  

 ７  帳 簿 の 記 載 事 項 及 び 図 面 に 変 更 が あ っ た と き は 、 市 長 は 、 速

や か に こ れ を 訂 正 し な け れ ば な ら な い 。  

  （ 搬 出 し よ う と す る 土 壌 の 調 査 ）  

 第 59 条 の 38  条 例 第 69 条 第 １ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 方 法 は 、

法 施 行 規 則 第 59 条 第 １ 項 第 １ 号 の 掘 削 前 調 査 の 方 法 （ 以 下 「 掘

削 前 調 査 の 方 法 」 と い う 。 ） 又 は 同 項 第 ２ 号 の 掘 削 後 調 査 の 方

法 （ 以 下 「 掘 削 後 調 査 の 方 法 」 と い う 。 ） の 例 に よ る 。  

  （ 搬 出 し よ う と す る 土 壌 に 係 る 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る 旨  

  の 認 定 ）  

 第 59 条 の 39  条 例 第 69 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 長 の 認 定 を 受 け よ

う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者
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の 氏 名  

  (2)  条 例 要 措 置 区 域 等 の 所 在 地  

  (3)  条 例 第 69 条 第 １ 項 の 調 査 （ 以 下 「 条 例 認 定 調 査 」 と い う 。

） の 方 法 の 種 類  

  (4)  掘 削 前 調 査 の 方 法 の 例 に よ り 条 例 認 定 調 査 を 行 っ た 場 合 に

あ っ て は 、 土 壌 の 採 取 を 行 っ た 地 点 及 び 日 時 、 当 該 土 壌 の 分

析 の 結 果 、 当 該 分 析 を 行 っ た 計 量 法 第  107 条 の 登 録 を 受 け た

者 の 氏 名 又 は 名 称 そ の 他 の 条 例 認 定 調 査 の 結 果 に 関 す る 事 項  

  (5)  掘 削 後 調 査 の 方 法 の 例 に よ り 条 例 認 定 調 査 を 行 っ た 場 合 に

あ っ て は 、 土 壌 の 採 取 を 行 っ た 日 時 、 調 査 対 象 と し た 土 壌 全

体 の 体 積 、 当 該 土 壌 の 分 析 の 結 果 、 当 該 分 析 を 行 っ た 計 量 法

第  107 条 の 登 録 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 そ の 他 の 条 例 認 定

調 査 の 結 果 に 関 す る 事 項  

  (6)  条 例 認 定 調 査 を 行 っ た 指 定 調 査 機 関 の 氏 名 又 は 名 称  

  (7)  条 例 認 定 調 査 に 従 事 し た 者 を 監 督 し た 技 術 管 理 者 の 氏 名 及

び 技 術 管 理 者 証 の 交 付 番 号  

 ２  市 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 法 施 行 規 則 第 60 条 第 ２

項 の 規 定 の 例 に よ り 、 条 例 第 69 条 第 １ 項 の 認 定 を す る も の と す

る 。  

  （ 条 例 汚 染 土 壌 の 搬 出 の 届 出 ）  

 第 59 条 の 40  条 例 第 69 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る

書 類 及 び 図 面 を 添 付 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

  (1)  条 例 汚 染 土 壌 （ 条 例 第 69 条 第 １ 項 に 規 定 す る 条 例 汚 染 土 壌

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 場 所 を 明 ら か に し た 条 例 要 措 置 区 域

等 の 図 面  

  (2)  土 壌 の 特 定 有 害 物 質 に よ る 汚 染 状 態 が 条 例 土 壌 汚 染 状 況 調

査 に よ り 第 二 溶 出 量 基 準 に 適 合 し な い 土 地 と み な さ れ た 条 例

要 措 置 区 域 等 に お い て 、 ボ ー リ ン グ に よ る 土 壌 の 採 取 及 び 測

定 そ の 他 の 方 法 に よ り 搬 出 し よ う と す る 土 壌 が 第 二 溶 出 量 基

準 に 適 合 す る こ と が 明 ら か と な っ た 場 合 に あ っ て は 、 土 壌 の

採 取 を 行 っ た 地 点 及 び 日 時 、 当 該 土 壌 の 分 析 の 結 果 、 当 該 分

析 を 行 っ た 計 量 法 第  107 条 の 登 録 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称

そ の 他 の 調 査 の 結 果 に 関 す る 事 項  

  (3)  搬 出 に 係 る 必 要 事 項 が 記 載 さ れ た 使 用 予 定 の 管 理 票 （ 条 例

第 69 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す る 管 理 票 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の

写 し  

  (4)  条 例 汚 染 土 壌 の 運 搬 の 用 に 供 す る 自 動 車 等 （ 条 例 第 69 条 の

８ 第 ２ 項 に 規 定 す る 自 動 車 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 構 造 を

記 し た 書 類  

  (5)  運 搬 の 過 程 に お い て 、 積 替 え の た め に 当 該 条 例 汚 染 土 壌 を
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一 時 的 に 保 管 す る 場 合 に は 、 当 該 保 管 の 用 に 供 す る 施 設 の 構

造 を 記 し た 書 類  

  (6)  条 例 汚 染 土 壌 の 処 理 を 汚 染 土 壌 処 理 業 者 （ 法 第 16 条 第 ４ 項

第 ２ 号 に 規 定 す る 汚 染 土 壌 処 理 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に

委 託 し た こ と を 証 す る 書 類  

  (7)  条 例 汚 染 土 壌 の 処 理 を 行 う 汚 染 土 壌 処 理 施 設 に 関 す る 法 第

22 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け た 者 の 当 該 許 可 に 係 る 許 可 証 （ 汚 染

土 壌 処 理 業 に 関 す る 省 令 （ 平 成 21 年 環 境 省 令 第 10 号 ） 第 14 条

第 １ 項 に 規 定 す る 許 可 証 を い う 。 第 59 条 の 43 第 ２ 項 第 ６ 号 に

お い て 同 じ 。 ） の 写 し  

 第 59 条 の 41  条 例 第 69 条 第 １ 項 第 ７ 号 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次

の と お り と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  条 例 要 措 置 区 域 等 の 所 在 地  

  (3)  条 例 汚 染 土 壌 の 搬 出 、 運 搬 及 び 処 理 の 完 了 予 定 日  

  (4)  条 例 汚 染 土 壌 の 運 搬 の 用 に 供 す る 自 動 車 等 の 使 用 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 連 絡 先  

  (5)  運 搬 の 際 、 積 替 え を 行 う 場 合 に は 、 当 該 積 替 え を 行 う 場 所

の 所 在 地 並 び に 所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 連 絡 先  

  (6)  前 条 第 ５ 号 の 場 合 に お け る 当 該 保 管 の 用 に 供 す る 施 設 （ 以

下 「 保 管 施 設 」 と い う 。 ） の 所 在 地 並 び に 所 有 者 の 氏 名 又 は

名 称 及 び 連 絡 先  

  (7)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

  （ 変 更 の 届 出 ）  

 第 59 条 の 42  条 例 第 69 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 第 59 条 の 40

各 号 に 掲 げ る 書 類 及 び 図 面 を 添 付 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 既 に 市 長 に 提 出 さ れ て い る 当 該 書 類 又 は 図 面 の 内 容 に

変 更 が な い と き は 、 届 出 書 に そ の 旨 を 記 載 し て 当 該 書 類 又 は 図

面 の 添 付 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

  （ 非 常 災 害 の た め に 必 要 な 応 急 措 置 と し て 条 例 汚 染 土 壌 の 搬 出  

  を し た 場 合 の 届 出 ）  

 第 59 条 の 43  条 例 第 69 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に

よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  非 常 災 害 の た め に 搬 出 し た 条 例 汚 染 土 壌 を 搬 出 先 か ら 再 度

搬 出 を 行 う 場 合  次 に 掲 げ る 事 項  

   ア  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表

者 の 氏 名  

   イ  条 例 要 措 置 区 域 等 の 所 在 地  
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   ウ  条 例 汚 染 土 壌 の 特 定 有 害 物 質 に よ る 汚 染 状 態  

   エ  条 例 汚 染 土 壌 の 体 積  

   オ  条 例 汚 染 土 壌 の 搬 出 先  

   カ  条 例 汚 染 土 壌 の 搬 出 の 着 手 日  

   キ  条 例 汚 染 土 壌 の 搬 出 の 完 了 日  

   ク  条 例 汚 染 土 壌 の 搬 出 の 着 手 予 定 日  

   ケ  条 例 汚 染 土 壌 の 運 搬 の 方 法  

   コ  条 例 汚 染 土 壌 を 運 搬 す る 者 及 び 当 該 条 例 汚 染 土 壌 を 処 理

す る 者 の 氏 名 又 は 名 称  

   サ  条 例 汚 染 土 壌 の 運 搬 及 び 処 理 の 完 了 予 定 日  

   シ  条 例 汚 染 土 壌 の 運 搬 の 用 に 供 す る 自 動 車 等 の 使 用 者 の 氏

名 又 は 名 称 及 び 連 絡 先  

   ス  運 搬 の 際 、 積 替 え を 行 う 場 合 に は 、 当 該 積 替 え を 行 う 場

所 の 所 在 地 並 び に 所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 連 絡 先  

   セ  保 管 施 設 の 所 在 地 並 び に 所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 連 絡

先  

   ソ  条 例 汚 染 土 壌 を 処 理 す る 施 設 の 所 在 地  

   タ  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

  (2)  非 常 災 害 の た め に 搬 出 し た 条 例 汚 染 土 壌 を 搬 出 先 か ら 再 度

搬 出 を 行 わ な い 場 合  前 号 ア か ら キ ま で 及 び タ に 掲 げ る 事 項  

 ２  前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に は 、 次 に 掲 げ る

書 類 及 び 図 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

  (1)  条 例 汚 染 土 壌 の 搬 出 先 の 場 所 の 状 況 を 示 す 図 面 及 び 写 真  

  (2)  搬 出 に 係 る 必 要 事 項 が 記 載 さ れ た 使 用 予 定 の 管 理 票 の 写 し  

  (3)  条 例 汚 染 土 壌 の 運 搬 の 用 に 供 す る 自 動 車 等 の 構 造 を 記 し た

書 類  

  (4)  保 管 施 設 の 構 造 を 記 し た 書 類  

  (5)  条 例 汚 染 土 壌 の 処 理 を 汚 染 土 壌 処 理 業 者 に 委 託 し た こ と を

証 す る 書 類  

  (6)  条 例 汚 染 土 壌 の 処 理 を 行 う 汚 染 土 壌 処 理 施 設 に 関 す る 法 第

22 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け た 者 の 当 該 許 可 に 係 る 許 可 証 の 写 し  

  （ 運 搬 に 関 す る 基 準 ）  

 第 59 条 の 44  条 例 第 69 条 の ２ の 規 則 で 定 め る 条 例 汚 染 土 壌 の 運 搬

に 関 す る 基 準 は 、 法 施 行 規 則 第 65 条 に 規 定 す る 基 準 の 例 に よ る

。  

  （ 管 理 票 の 交 付 ）  

 第 59 条 の 45  条 例 第 69 条 の ５ 第 １ 項 の 管 理 票 の 交 付 は 、 次 に 掲 げ

る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  第 59 条 の 40 第 ３ 号 又 は 第 59 条 の 43 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ

り 市 長 に 提 出 し た 管 理 票 の 写 し の 原 本 を 交 付 す る こ と 。  



                     横 浜 市 報  定期第 854号 平成24年９月25日 

78 

  (2)  運 搬 の 用 に 供 す る 自 動 車 等 ご と に 交 付 す る こ と 。 た だ し 、

一 の 自 動 車 等 で 運 搬 す る 条 例 汚 染 土 壌 の 運 搬 先 が ２ 以 上 で あ

る 場 合 に は 、 運 搬 先 ご と に 交 付 す る こ と 。  

  (3)  交 付 し た 管 理 票 の 控 え を 、 運 搬 受 託 者 （ 条 例 第 69 条 の ５ 第

３ 項 に 規 定 す る 運 搬 受 託 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） （ 処 理 受 託

者 （ 条 例 第 69 条 の ５ 第 ４ 項 に 規 定 す る 処 理 受 託 者 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） が あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 処 理 受 託 者 ） か ら 管

理 票 の 写 し の 送 付 が あ る ま で の 間 保 管 す る こ と 。   

  （ 管 理 票 の 記 載 事 項 等 ）  

 第 59 条 の 46  条 例 第 69 条 の ５ 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 の

と お り と す る 。  

  (1)  管 理 票 の 交 付 年 月 日 及 び 交 付 番 号  

  (2)  氏 名 又 は 名 称 、 住 所 及 び 連 絡 先 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ

の 代 表 者 の 氏 名  

  (3)  当 該 条 例 要 措 置 区 域 等 の 所 在 地  

  (4)  法 人 に あ っ て は 、 管 理 票 の 交 付 を 担 当 し た 者 の 氏 名  

  (5)  運 搬 受 託 者 の 住 所 及 び 連 絡 先  

  (6)  運 搬 の 際 、 積 替 え を 行 う 場 合 に は 、 当 該 積 替 え を 行 う 場 所

の 名 称 及 び 所 在 地  

  (7)  保 管 施 設 の 所 在 地 並 び に 所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 連 絡 先  

  (8)  処 理 受 託 者 の 住 所 及 び 連 絡 先  

  (9)  当 該 委 託 に 係 る 条 例 汚 染 土 壌 の 処 理 を 行 う 汚 染 土 壌 処 理 施

設 の 名 称 及 び 所 在 地  

  (10)  当 該 委 託 に 係 る 条 例 汚 染 土 壌 の 荷 姿  

  （ 運 搬 受 託 者 の 記 載 事 項 ）  

 第 59 条 の 47  条 例 第 69 条 の ５ 第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 の

と お り と す る 。  

  (1)  運 搬 を 担 当 し た 者 の 氏 名  

  (2)  運 搬 の 用 に 供 し た 自 動 車 等 の 番 号  

  (3)  条 例 汚 染 土 壌 を 引 き 渡 し た 年 月 日  

  (4)  運 搬 を 行 っ た 区 間  

  (5)  当 該 委 託 に 係 る 条 例 汚 染 土 壌 の 重 量  

  （ 運 搬 受 託 者 の 管 理 票 交 付 者 へ の 送 付 期 限 ）  

 第 59 条 の 48  条 例 第 69 条 の ５ 第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 運 搬

を 終 了 し た 日 か ら 10 日 と す る 。  

  （ 処 理 受 託 者 の 記 載 事 項 ）  

 第 59 条 の 49  条 例 第 69 条 の ５ 第 ４ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 の

と お り と す る 。  

  (1)  当 該 委 託 に 係 る 条 例 汚 染 土 壌 の 引 渡 し を 受 け た 者 の 氏 名  

  (2)  処 理 を 担 当 し た 者 の 氏 名  
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  (3)  処 理 を 終 了 し た 年 月 日  

  (4)  処 理 の 方 法  

  （ 処 理 受 託 者 の 管 理 票 交 付 者 へ の 送 付 期 限 ）  

 第 59 条 の 50  条 例 第 69 条 の ５ 第 ４ 項 の 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 処 理

を 終 了 し た 日 か ら 10 日 と す る 。  

  （ 管 理 票 交 付 者 の 管 理 票 の 写 し の 保 存 期 間 ）  

 第 59 条 の 51  条 例 第 69 条 の ５ 第 ５ 項 の 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 ５ 年

と す る 。  

  （ 管 理 票 の 写 し の 送 付 を 受 け る ま で の 期 間 ）  

 第 59 条 の 52  条 例 第 69 条 の ５ 第 ６ 項 の 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 と す る 。  

  (1)  条 例 第 69 条 の ５ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 管 理 票 の 写 し の 送 付  

管 理 票 の 交 付 の 日 か ら 40 日  

  (2)  条 例 第 69 条 の ５ 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 管 理 票 の 写 し の 送 付  

管 理 票 の 交 付 の 日 か ら  100 日  

  （ 条 例 汚 染 土 壌 の 運 搬 又 は 処 理 の 状 況 の 届 出 ）  

 第 59 条 の 53  条 例 第 69 条 の ５ 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲

げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  管 理 票 の 交 付 年 月 日 及 び 交 付 番 号  

  (3)  条 例 要 措 置 区 域 等 の 所 在 地  

  (4)  条 例 汚 染 土 壌 の 特 定 有 害 物 質 に よ る 汚 染 状 態  

  (5)  条 例 汚 染 土 壌 の 体 積  

  (6)  届 出 書 の 提 出 事 由  

  (7)  届 出 書 の 提 出 事 由 に 係 る 運 搬 受 託 者 又 は 処 理 受 託 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所  

  (8)  把 握 し た 運 搬 又 は 処 理 の 状 況 及 び そ の 把 握 の 方 法  

  （ 運 搬 受 託 者 の 管 理 票 の 保 存 期 間 ）  

 第 59 条 の 54  条 例 第 69 条 の ５ 第 ７ 項 の 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 ５ 年

と す る 。  

  （ 処 理 受 託 者 の 管 理 票 の 写 し の 保 存 期 間 ）  

 第 59 条 の 55  条 例 第 69 条 の ５ 第 ８ 項 の 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 ５ 年

と す る 。  

  （ 立 入 検 査 の 身 分 証 明 書 ）  

 第 59 条 の 56  条 例 第 69 条 の ８ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 に よ る

立 入 検 査 に 係 る 同 条 第 ４ 項 の 証 明 書 の 様 式 は 、 第 26 号 様 式 の ５

の と お り と す る 。  

     第 ２ 節 の ３  ダ イ オ キ シ ン 類 に よ る 土 壌 の 汚 染 の 防 止 等  

  （ ダ イ オ キ シ ン 類 に 係 る 記 録 の 管 理 等 ）  



                     横 浜 市 報  定期第 854号 平成24年９月25日 

80 

 第 60 条  条 例 第 70 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 調 査 は 、 次 項 に 規 定 す る

事 項 に 係 る 資 料 の 調 査 、 関 係 者 に 対 す る 聞 き 取 り 、 現 場 の 踏 査

そ の 他 の 必 要 な 調 査 を 毎 年 １ 回 以 上 行 う と と も に 、 当 該 事 項 に

変 更 が あ る 場 合 に お い て は 、 そ の 都 度 そ の 状 況 の 調 査 を 行 う も

の と す る 。  

 ２  条 例 第 70 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と

す る 。  

  (1)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 事 業 所 （ 条 例 第 70 条 第 １ 項 に 規 定

す る ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の

敷 地 の 利 用 の 状 況 の 概 要  

  (2)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 事 業 所 の 敷 地 の 造 成 の 状 況 の 概 要  

  (3)  事 業 活 動 の 概 要  

  (4)  ダ イ オ キ シ ン 類 対 策 特 別 措 置 法 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 特

定 施 設 （ 以 下 「 ダ イ オ キ シ ン 類 特 定 施 設 」 と い う 。 ） の 種 類

、 使 用 時 間 、 使 用 期 間 及 び 使 用 状 況  

  (5)  ダ イ オ キ シ ン 類 対 策 特 別 措 置 法 第 28 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の

規 定 に 基 づ く 測 定 結 果  

  (6)  ダ イ オ キ シ ン 類 特 定 施 設 の 破 損 、 事 故 等 に よ る ダ イ オ キ シ

ン 類 を 含 む お そ れ の あ る 排 水 、 廃 棄 物 等 の 漏 出 の 有 無 、 時 期

、 場 所 及 び 漏 出 量  

  (7)  ダ イ オ キ シ ン 類 を 含 む お そ れ の あ る 排 水 、 廃 棄 物 等 の 発 生

状 況 及 び 排 出 経 路  

  (8)  ダ イ オ キ シ ン 類 を 含 む お そ れ の あ る 排 水 の 処 理 施 設 及 び 廃

棄 物 処 理 施 設 の 概 要 及 び 場 所  

  (9)  ダ イ オ キ シ ン 類 を 含 む お そ れ の あ る 廃 棄 物 の 埋 立 て 等 の 有

無 、 時 期 、 場 所 及 び 量  

  (10)  ダ イ オ キ シ ン 類 特 定 施 設 を 撤 去 し た 場 合 に あ っ て は 、 ダ イ

オ キ シ ン 類 が 残 存 し 、 又 は 付 着 し た お そ れ の あ る 装 置 等 の 解

体 方 法 及 び 解 体 場 所  

  (11)  地 形 、 地 質 等 の 概 要  

  (12)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

  （ 廃 止 さ れ た ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 事 業 所 の 敷 地 で あ っ た 土  

  地 の 調 査 ）  

 第 60 条 の ２  条 例 第 70 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲

げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地  

  (3)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 事 業 所 を 廃 止 し た 理 由  

  (4)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 事 業 所 を 廃 止 し た 年 月 日  
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  (5)  条 例 第 70 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 記 録  

  (6)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

 ２  条 例 第 70 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 記 載 し た 報 告 書 に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地  

  (3)  土 壌 の 試 料 の 採 取 を 行 っ た 地 点 及 び 日 時 、 当 該 試 料 の 測 定

の 結 果 並 び に 当 該 測 定 を 行 っ た 者 の 氏 名 又 は 名 称  

  (4)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

 ３  条 例 第 70 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 次 の と お り と

す る 。  

  (1)  前 条 第 ２ 項 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 資 料 の 調 査 、 関 係 者 に 対 す

る 聞 き 取 り 、 現 場 の 踏 査 そ の 他 の 必 要 な 調 査 を 実 施 す る こ と

。  

  (2)  土 壌 の 採 取 及 び 測 定 を 行 う こ と 。  

  (3)  土 壌 の 測 定 の 方 法 は 、 環 境 庁 告 示 第 68 号 別 表 に 定 め る 方 法

に よ る こ と 。  

  (4)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 調 査 を 実 施 す る こ と 。  

  （ ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 に お け る 土 地 の 形 質 の 変 更 の 届 出  

  等 ）  

 第 60 条 の ３  条 例 第 70 条 の ３ 第 １ 項 （ 同 条 第 ７ 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る

図 面 を 添 付 し て 行 う も の と す る 。  

  (1)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 （ 条 例 第 70 条 第 ２ 項 に 規 定 す る

ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 内 に お い て

土 地 の 形 質 の 変 更 又 は ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 事 業 所 の 敷 地

で あ っ た 土 地 の 一 部 の 利 用 の 方 法 の 変 更 （ 以 下 「 ダ イ オ キ シ

ン 類 管 理 対 象 地 の 形 質 変 更 等 」 と い う 。 ） を 行 お う と す る 場

所 を 明 ら か に し た 図 面  

  (2)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 の 形 質 変 更 等 の 終 了 後 に お け る

当 該 土 地 の 利 用 の 方 法 を 明 ら か に し た 図 面  

 ２  条 例 第 70 条 の ３ 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事

項 と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地  

  (3)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 の 形 質 変 更 等 を 行 お う と す る 土

地 の 所 在 地  

  (4)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 の 形 質 変 更 等 を 行 お う と す る 場
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所  

  (5)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 の 形 質 変 更 等 を 行 お う と す る 理

由  

  (6)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 の 形 質 変 更 等 の 着 手 予 定 日  

  (7)  条 例 第 70 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 記 録 （ 条 例 第 70 条 の ２ 第 １

項 の 規 定 に よ り 、 当 該 記 録 が 報 告 さ れ て い る 場 合 を 除 く 。 ）  

  (8)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

 ３  条 例 第 70 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 土 地 の 形 質 の 変 更 は 、

次 の と お り と す る 。  

  (1)  土 壌 の 掘 削 を 伴 わ な い 土 地 の 形 質 の 変 更  

  (2)  土 壌 の 掘 削 を 伴 う 土 地 の 形 質 の 変 更 で あ っ て 、 次 の い ず れ

に も 該 当 す る も の  

   ア  掘 削 し た 土 壌 を 当 該 土 壌 の 掘 削 を 行 っ た 土 地 を 含 む ダ イ

オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 か ら 搬 出 し な い こ と 。  

   イ  土 壌 を 掘 削 す る 深 さ ま で 帯 水 層 が 存 在 し な い と 認 め ら れ

る こ と 。  

   ウ  掘 削 し た 土 壌 の 飛 散 、 流 出 そ の 他 の 土 壌 の 掘 削 に 起 因 し

た 公 害 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ る こ と 。  

 ４  条 例 第 70 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 前 条 第 ２ 項 各 号

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 報 告 書 に よ り 行 う も の と す る 。  

 ５  条 例 第 70 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 前 条 第 ３ 項 に

定 め る 方 法 と す る 。  

  （ ダ イ オ キ シ ン 類 に よ る 汚 染 の 基 準 ）  

 第 60 条 の ４  条 例 第 70 条 の ３ 第 ３ 項 （ 同 条 第 ７ 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 条 例 第 70 条 の ５ 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 土

壌 汚 染 に 係 る 基 準 は 、 土 壌 １ グ ラ ム 当 た り ダ イ オ キ シ ン 類 の 換

算 量 が  1,000 ピ コ グ ラ ム 以 下 と す る 。  

  （ ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 に お け る 非 常 災 害 の た め に 必 要 な  

  応 急 措 置 と し て 行 っ た 土 地 の 形 質 の 変 更 の 届 出 ）  

 第 60 条 の ５  条 例 第 70 条 の ３ 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲

げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地  

  (3)  土 地 の 形 質 の 変 更 を 行 っ た 土 地 の 所 在 地  

  (4)  土 地 の 形 質 の 変 更 を 行 っ た 場 所  

  (5)  土 地 の 形 質 の 変 更 を 行 っ た 理 由  

  (6)  土 地 の 形 質 の 変 更 を 行 っ た 期 間  

  (7)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

 ２  前 項 の 届 出 書 に は 、 土 地 の 形 質 の 変 更 を 行 っ た 場 所 を 明 ら か
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に し た 図 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

  （ 周 辺 住 民 へ の 周 知 ）  

 第 60 条 の ６  条 例 第 70 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 公 害 を 防 止 す る

措 置 を 講 ず る 旨 の 周 知 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 印 刷 物 の 配

布 、 掲 示 板 へ の 掲 示 そ の 他 の 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  公 害 を 防 止 す る 措 置 を 講 じ よ う と す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及

び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名  

  (2)  公 害 を 防 止 す る 措 置 を 講 じ よ う と す る 土 地 の ダ イ オ キ シ ン

類 に よ る 汚 染 状 態  

  (3)  公 害 を 防 止 す る 措 置 の 内 容  

  (4)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

 ２  第 70 条 の ４ 第 １ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 範 囲 は 、 次 の と お

り と す る 。  

  (1)  公 害 を 防 止 す る 措 置 を 講 じ よ う と す る 土 地 を 含 む 敷 地 の 境

界 に 隣 接 す る 土 地 の 範 囲  

  (2)  公 害 を 防 止 す る 措 置 を 講 じ る こ と に 伴 う 作 業 に よ っ て 人 の

健 康 又 は 生 活 環 境 に 係 る 被 害 が 生 ず る お そ れ が あ る 範 囲  

  （ ダ イ オ キ シ ン 類 に よ る 地 下 水 へ の 影 響 調 査 ）  

 第 60 条 の ７  条 例 第 70 条 の ５ 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 次 の

と お り と す る 。  

  (1)  条 例 第 70 条 の ２ 第 ２ 項 又 は 条 例 第 70 条 の ３ 第 ２ 項 （ 同 条 第

７ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 調 査 を 行 っ た 土 地 に

お い て ボ ー リ ン グ 調 査 を 実 施 し 、 土 壌 の 汚 染 に よ る 帯 水 層 へ

の 影 響 を 調 査 す る こ と 。  

  (2)  前 号 の 調 査 に お い て 土 壌 の 汚 染 に 起 因 し て 帯 水 層 に 汚 染 が

生 じ る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 土 壌 の 汚 染 に 起 因

す る 地 下 水 汚 染 を 的 確 に 把 握 で き る と 認 め ら れ る 地 点 に お け

る 帯 水 層 の 地 下 水 を 採 取 す る こ と 。  

  (3)  前 号 の 規 定 に よ り 採 取 し た 地 下 水 は 、 別 表 第 15 に 定 め る 測

定 方 法 に よ り 、 ダ イ オ キ シ ン 類 の 測 定 を 行 う こ と 。  

 ２  条 例 第 70 条 の ５ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 記 載 し た 報 告 書 に よ り 行 う も の と す る 。  

  (1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  (2)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 事 業 所 の 名 称  

  (3)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 の 所 在 地  

  (4)  土 壌 の ダ イ オ キ シ ン 類 に よ る 汚 染 状 態  

  (5)  地 下 水 の 採 取 を 行 っ た 地 点 及 び 日 時 、 当 該 試 料 の 測 定 の 結

果 並 び に 当 該 測 定 を 行 っ た 者 の 氏 名 又 は 名 称  

  (6)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  
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  （ 台 帳 ）  

 第 60 条 の ８  台 帳 （ 条 例 第 70 条 の ７ 第 １ 項 に 規 定 す る 台 帳 を い う

。 ） は 、 帳 簿 及 び 図 面 を も っ て 調 製 す る も の と す る 。  

 ２  前 項 の 帳 簿 及 び 図 面 は 、 ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 ご と に 調

製 す る も の と す る 。  

 ３  第 １ 項 の 帳 簿 の 様 式 は 、 第 26 号 様 式 の ６ の と お り と す る 。  

 ４  第 １ 項 の 図 面 は 、 次 の と お り と す る 。  

  (1)  土 壌 の ダ イ オ キ シ ン 類 に よ る 汚 染 状 態 の 調 査 に お い て 試 料

の 採 取 を 行 っ た 地 点 を 明 示 し た 図 面  

  (2)  ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 の 形 質 変 更 等 に 伴 う 当 該 土 壌 に

起 因 す る 公 害 を 防 止 す る 措 置 を 講 じ た 場 所 及 び 当 該 措 置 の 方

法 を 明 示 し た 図 面  

  (3)  当 該 土 地 の 周 辺 の 地 図  

  (4)  条 例 第 70 条 の ５ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 地 下 水 の 水 質 を 測 定 し

た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 地 下 水 の 採 取 を 行 っ た 地 点 を 明 示 し

た 図 面  

 ５  帳 簿 の 記 載 事 項 及 び 図 面 に 変 更 が あ っ た と き は 、 市 長 は 、 速

や か に こ れ を 訂 正 し な け れ ば な ら な い 。  

  （ ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 に お け る 記 録 の 交 付 等 を 要 し な い  

  場 合 ）  

 第 60 条 の ９  条 例 第 70 条 の ９ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次

に 掲 げ る と お り と す る 。  

  (1)  ダ イ オ キ シ ン 類 に よ り 汚 染 さ れ た 土 壌 の 浄 化 又 は 除 去 が 完

了 し た こ と に よ り 、 ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 に お け る 土 壌

が 第 60 条 の ４ の 基 準 に 適 合 し て い る 場 合  

  (2)  そ の 他 土 地 の 形 質 の 変 更 に 伴 う 汚 染 さ れ た 土 壌 に 起 因 す る

公 害 の 発 生 が 見 込 ま れ な い 場 合 と し て 市 長 が 認 め る 場 合  

  第 61 条 第 １ 項 中 「 揚 水 機 と 」 を 「 揚 水 施 設 と 」 に 改 め る 。  

  第 62 条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 揚 水 施 設 」 を 「 揚 水 機 を 設 置 す る 井 戸

」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 農 業 」 の 次 に 「 （ 耕 種 農 業 及 び 畜 産 農

業 に 限 る 。 ） 」 を 加 え る 。  

  第 70 条 第 １ 号 中 「 建 築 物 」 を 「 建 築 物 等 」 に 、 「 改 造 し 、 又 は

補 修 す る 作 業 に あ っ て は 、 そ の 」 を 「 当 該 作 業 の 」 に 改 め 、 同 条

第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  (2)  石 綿 を 含 有 す る 断 熱 材 、 保 温 材 及 び 耐 火 被 覆 材 （ 吹 付 け 石

綿 を 除 く 。 以 下 「 断 熱 材 等 」 と い う 。 ） が 使 用 さ れ て い る 建

築 物 等 を 解 体 し 、 改 造 し 、 又 は 補 修 す る 作 業 （ 当 該 作 業 の 対

象 と な る 建 築 物 等 の 部 分 に 断 熱 材 等 が 使 用 さ れ て い る 場 合 に

限 る 。 ）  

  (3)  石 綿 布 が 使 用 さ れ て い る 建 築 物 等 を 解 体 し 、 改 造 し 、 又 は
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補 修 す る 作 業 （ 当 該 作 業 の 対 象 と な る 建 築 物 等 の 部 分 に 石 綿

布 が 使 用 さ れ て い る 場 合 に 限 る 。 ）   

  第 70 条 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (4)  石 綿 を 含 有 す る セ メ ン ト 建 材 が 使 用 さ れ て い る 建 築 物 等 を

解 体 し 、 改 造 し 、 又 は 補 修 す る 作 業 （ 当 該 作 業 の 対 象 と な る

建 築 物 等 の 部 分 に お け る 石 綿 を 含 有 す る セ メ ン ト 建 材 の 使 用

面 積 の 合 計 が  1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る も の に 限 る 。 ）  

  第 71 条 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

  (1)  石 綿 排 出 作 業 の 対 象 と な る 建 築 物 等 の 概 要 、 配 置 図 及 び 付

近 の 状 況  

  (2)  石 綿 排 出 作 業 の 計 画 工 程 表  

  (3)  石 綿 排 出 作 業 を 伴 う 建 設 工 事 の 注 文 者 、 届 出 を す る 者 の 現

場 責 任 者 及 び 当 該 建 設 工 事 の 下 請 負 人 の 現 場 責 任 者 の 氏 名 及

び 連 絡 先  

  (4)  石 綿 の 種 類  

  第 71 条 中 第 ５ 号 を 第 ６ 号 と し 、 第 ４ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る  

 。  

  (5)  条 例 第 93 条 の 規 定 に よ る 大 気 中 の 石 綿 濃 度 等 の 測 定 （ 以 下

「 石 綿 濃 度 等 の 測 定 」 と い う 。 ） の 計 画  

  第 72 条 中 「 条 例 第 93 条 第 １ 項 （ 同 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 大 気 中 の 石 綿 の 濃 度 」 を 「 石 綿 濃 度 等

」 に 改 め 、 同 条 第 １ 号 中 「 第 70 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 」 を 「 第 70 条

第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 」 に 、 「 同 条 第 ３ 号 」 を 「 同 条 第 ４ 号 」 に

、 「 １ 回 測 定 す る 」 を 「 １ 回 以 上 測 定 す る 」 に 改 め る 。  

  第 ７ 章 第 ２ 節 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

  （ 石 綿 排 出 作 業 の 完 了 の 届 出 ）  

 第 72 条 の ２  条 例 第 94 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は 、

次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

  (1)  石 綿 濃 度 等 の 測 定 の 結 果  

  (2)  石 綿 濃 度 等 の 測 定 の た め に 石 綿 排 出 作 業 を 行 う 場 所 で 試 料

を 採 取 し た 際 の 状 況 を 示 し た も の  

  (3)  石 綿 排 出 作 業 の 一 連 の 作 業 の 状 況 を 示 し た も の  

  (4)  石 綿 排 出 作 業 の 工 程 を 示 し た 工 程 表   

  (5)  作 業 計 画 と 実 際 の 作 業 と の 相 違 点  

  (6)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

  第 80 条 中 「 揚 水 機 と 」 を 「 揚 水 施 設 と 」 に 改 め る 。  

  第 81 条 中 「 第  124 条 」 を 「 第  124 条 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

  第 83 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 第 83 条  削 除  

  第 84 条 第 ２ 項 中 「 道 路 運 送 車 両 法 施 行 規 則 」 の 次 に 「 （ 昭 和 26
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年 運 輸 省 令 第 74 号 ） 」 を 加 え る 。  

  第 ８ 章 第 ２ 節 を 次 の よ う に 改 め る 。  

     第 ２ 節  削 除  

 第 85 条 及 び 第 86 条  削 除  

  第 87 条 第 １ 号 中 「 第 １ 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ４ 号 ア か ら オ ま で

」 を 「 第 １ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 並 び に 第 ４ 号 ア か ら オ ま で 及 び ク

（ 同 項 第 ３ 号 キ (ア) に 掲 げ る 車 両 に 限 る 。 ） 」 に 改 め る 。  

  第 91 条 第 １ 項 中 「 次 に 」 を 「 別 表 第 17 に 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を

削 り 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第  149 条 第 ３ 項 」 を 「 第  149 条 の ２ 第 ２ 項

」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ３ 項 と し 、 同 条 第 １ 項 の 次 に 次 の １ 項 を

加 え る 。  

 ２  条 例 第  149 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 非 常 時 応 急 措 置 等

報 告 書 （ 第 32 号 様 式 の ２ ） に よ り 行 う も の と す る 。  

  別 表 第 １ 中 「 第 ６ 条 、 第 ９ 条 第 １ 項 ア 及 び イ 、 第 13 条 第 １ 項 第

５ 号 、 第 16 条 第 １ 項 第 ６ 号 、 第 33 条 第 １ 項 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 並 び

に 第 44 条 第 １ 項 」 を 「 第 ３ 条 の ２ 、 第 13 条 第 １ 項 第 ７ 号 及 び 第 ８

号 並 び に 第 ２ 項 第 ２ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 、 第 33 条 第 １ 項 第 ２ 号 及 び

第 ３ 号 ア 、 第 44 条 第 １ 項 並 び に 第 68 条 第 ３ 号 ア 及 び ウ 」 に 改 め 、

同 表 の 17 の 項 施 設 の 欄 第 ６ 号 中 「 湿 式 分 別 施 設 」 の 次 に 「 （ 特 定

排 水 施 設 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 表 の 18 の 項 施 設 の 欄 第 ３ 号 中 「

亜 硫 酸 ガ ス 冷 却 洗 浄 施 設 」 の 次 に 「 （ 特 定 排 水 施 設 に 限 る 。 ） 」

を 加 え 、 同 表 の 19 の 項 施 設 の 欄 第 ６ 号 中 「 蒸 留 施 設 」 の 次 に 「 （

特 定 排 水 施 設 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 欄 第 ７ 号 中 「 抽 出 施 設 」 の

次 に 「 （ 特 定 排 水 施 設 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 欄 第 ９ 号 中 「 混 合

施 設 」 の 次 に 「 （ 特 定 排 水 施 設 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 欄 第 10 号

中 「 濃 縮 施 設 」 の 次 に 「 （ 特 定 排 水 施 設 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同

表 の 23 の 項 施 設 の 欄 第 ７ 号 中 「 ろ 過 施 設 」 の 次 に 「 （ 特 定 排 水 施

設 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 表 の 25 の 項 施 設 の 欄 第 １ 号 中 「 及 び 鉛

蓄 電 池 」 を 「 並 び に 鉛 蓄 電 池 」 に 改 め 、 同 表 の 30 の 項 施 設 の 欄 第

７ 号 中 「 特 定 有 害 物 質 を 使 用 す る 施 設 及 び 排 出 さ れ る 水 そ の 他 の

液 体 が 公 共 用 水 域 に 排 出 さ れ る こ と と な る 施 設 （ 以 下 「 特 定 排 水

施 設 」 と い う 。 ） 」 を 「 特 定 排 水 施 設 」 に 改 め 、 同 表 の 31 の 項 施

設 の 欄 第 ３ 号 中 「 洗 浄 施 設 」 の 次 に 「 （ 特 定 排 水 施 設 に 限 る 。 ）

」 を 加 え 、 同 表 の 32 の 項 施 設 の 欄 第 ５ 号 中 「 湿 式 分 別 施 設 」 の 次

に 「 （ 特 定 排 水 施 設 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 欄 第 ６ 号 中 「 脱 水 施

設 」 の 次 に 「 （ 特 定 排 水 施 設 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 欄 第 ７ 号 中

「 成 形 施 設 」 の 次 に 「 （ 特 定 排 水 施 設 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 表

の 33 の 項 施 設 の 欄 第 ７ 号 中 「 冷 却 施 設 」 の 次 に 「 （ 特 定 排 水 施 設

に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 表 の 34 の 項 施 設 の 欄 第 ６ 号 中 「 脱 水 施 設

」 の 次 に 「 （ 特 定 排 水 施 設 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 欄 第 ７ 号 中 「
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も の 」 の 次 に 「 で 、 特 定 排 水 施 設 」 を 加 え 、 同 表 の 35 の 項 作 業 の

内 容 の 欄 中 「 動 物 性 飼 料 」 を 「 動 植 物 性 飼 料 」 に 改 め 、 「 に 加 工

す る 作 業 」 の 次 に 「 並 び に 51 に 掲 げ る 作 業 の う ち 51 の 項 施 設 の 欄

の (8) 、 (24) 及 び (26) に 掲 げ る 施 設 の い ず れ か を 用 い る 作 業 」 を 加 え 、

同 項 施 設 の 欄 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (10)  乾 燥 施 設  

  別 表 第 １ の 38 の 項 施 設 の 欄 第 ６ 号 中 「 含 む 」 を 「 含 み 、 特 定 排

水 施 設 に 限 る 」 に 改 め 、 同 表 の 40 の 項 施 設 の 欄 第 ３ 号 中 「 １ 日 当

た り の 排 水 の 量 が 20 ㎥ 未 満 で あ る 事 業 所 に 設 置 さ れ る 施 設 （ 以 下

「 小 規 模 排 水 施 設 」 と い う 。 ） 」 を 「 小 規 模 排 水 施 設 」 に 改 め 、

同 表 の 45 の 項 作 業 の 内 容 の 欄 中 「 。 た だ し 、 １ 日 当 た り の 排 水 の

量 が 20 ㎥ 未 満 で あ る 事 業 所 で 行 う 作 業 を 除 く 。 」 を 削 り 、 同 項 施

設 の 欄 第 １ 号 中 「 原 料 処 理 施 設 」 の 次 に 「 （ 小 規 模 排 水 施 設 を 除

く 。 ） 」 を 加 え 、 同 欄 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 中 「 含 む 」 を 「 含 み 、 小

規 模 排 水 施 設 を 除 く 」 に 改 め 、 同 欄 第 ４ 号 中 「 搾 汁 施 設 」 の 次 に

「 （ 小 規 模 排 水 施 設 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 欄 第 ５ 号 中 「 ろ 過 施

設 」 の 次 に 「 （ 小 規 模 排 水 施 設 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 欄 第 ６ 号

中 「 発 酵 施 設 」 の 次 に 「 （ 小 規 模 排 水 施 設 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、

同 欄 第 ７ 号 中 「 蒸 留 施 設 」 の 次 に 「 （ 小 規 模 排 水 施 設 を 除 く 。 ）

」 を 加 え 、 同 表 の 48 の 項 施 設 の 欄 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (12)  磨 砕 施 設 （ 原 動 機 の 定 格 出 力 が  7.5  kW 以 上 で あ る も の に 限  

   る 。 ）  

  別 表 第 １ の 50 の 項 施 設 の 欄 第 １ 号 中 「 ガ ス 発 生 炉 」 の 次 に 「 （

燃 料 電 池 用 改 質 器 に あ っ て は 、 バ ー ナ ー の 燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油

換 算 １ 時 間 当 た り 50 Ｌ 以 上 で あ る も の に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 表

の 51 の 項 作 業 の 内 容 の 欄 第 １ 号 中 「 ゴ ム 」 の 次 に 「 、 木 材 （ 伐 採

木 及 び 木 の 枝 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 「 (23) ま で 」 を ｢ (27) ま で ｣ に 改

め 、 同 項 施 設 の 欄 第 ３ 号 中 「 容 器 洗 浄 施 設 」 の 次 に 「 （ 特 定 排 水

施 設 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 欄 第 11 号 中 「 金 属 回 収 溶 解 槽 」 の 次

に 「 （ 特 定 排 水 施 設 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 欄 に 次 の ４ 号 を 加 え

る 。  

  (24)  乾 燥 施 設  

  (25)  圧 縮 成 形 施 設  

  (26)  発 酵 施 設  

  (27)  メ タ ン 発 酵 施 設  

  別 表 第 １ の 51 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

51 の ２  汚 染  

 土 壌 の 処 理  

 の 作 業  

条 例 第 62 条 の ３ に 規  

定 す る 汚 染 土 壌 の 処

理 の 作 業 の う ち 、 右

欄 に 掲 げ る 施 設 の い  

(1)  浄 化 等 処 理 施 設  

(2)  セ メ ン ト 製 造 施  

 設  

(3)  分 別 等 処 理 施 設  
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 ず れ か を 用 い る 作 業

（ 汚 染 土 壌 が 存 在 す

る 土 地 が 含 ま れ る 一

団 の 土 地 に お い て 、

当 該 土 地 に 存 在 す る

汚 染 土 壌 を 処 理 す る

作 業 を 除 く 。 ）  

 

  別 表 第 １ の 54 の 項 作 業 の 内 容 の 欄 中 「 の 作 業 」 の 次 に 「 （ 51 に

掲 げ る 作 業 の う ち 51 の 項 施 設 の 欄 の (15) に 掲 げ る 施 設 を 用 い る 作 業

及 び 51 の ２ に 掲 げ る 作 業 の う ち 51 の ２ の 項 施 設 の 欄 の (1) に 掲 げ る

施 設 を 用 い る 作 業 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 表 の 55 の 項 施 設 の 欄 第

８ 号 中 「 も の 」 の 次 に 「 で 、 特 定 排 水 施 設 」 を 加 え 、 同 表 の 59 の

項 作 業 の 内 容 の 欄 中 「 （ 組 換 え Ｄ Ｎ Ａ 実 験 等 に 係 る 作 業 を 含 む 。

） 」 を 削 り 、 同 表 の 61 の 項 施 設 の 欄 第 ２ 号 中 「 冷 暖 房 施 設 （ 」 の

次 に 「 伝 熱 面 積 が 10 ㎡ 以 上 で あ る も の 又 は 」 を 加 え 、 同 表 の 64 の

項 施 設 の 欄 第 ２ 号 中 「 シ ス － １ , ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 」 を 「 １

, ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 」 に 改 め 、 同 表 の 66 の 項 作 業 の 内 容 の 欄

中 「 （ 29 に 掲 げ る 作 業 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 ｢ 施

設 ｣ の 次 に ｢ （ (1) か ら (4) ま で に 掲 げ る 施 設 に あ っ て は 、 29 に 掲 げ

る 作 業 又 は 51 の ２ に 掲 げ る 作 業 に 用 い ら れ る も の を 除 く 。 ） ｣ を

加 え 、 同 表 の 備 考 を 次 の よ う に 改 め る 。   

  備 考  １  重 油 以 外 の 燃 料 の 重 油 の 量 へ の 換 算 は 、 液 体 燃 料 に  

あ っ て は 当 該 燃 料 １ Ｌ が 重 油 １ Ｌ に 相 当 す る も の と し

、 石 炭 に あ っ て は １ kg が 重 油 0.66 Ｌ に 相 当 す る も の と

し て 算 定 す る 。 ま た 、 気 体 燃 料 に あ っ て は 次 の 換 算 式

に よ り 算 定 す る も の と し 、 当 該 換 算 式 中 の 気 体 燃 料 の

発 熱 量 は 、 総 発 熱 量 を 用 い 、 重 油 の 発 熱 量 は  39,558.1  

       725  kJ ／ Ｌ と す る 。  

重 油 換 算 燃 焼 能 力 （ Ｌ ／ ｈ ） ＝ 換 算 係 数 × 気 体 燃 料 の 燃

焼 能 力 （ ㎥ Ｎ ／ ｈ ）  

換 算 係 数 ＝ 気 体 燃 料 の 発 熱 量 （ kJ ／ ㎥ Ｎ ） ÷ 重 油 の 発 熱

量 （ kJ ／ Ｌ ）  

       な お 、 そ の 他 の 燃 料 に あ っ て は 、 そ の 総 発 熱 量 に 相

当 す る 重 油 （ 発 熱 量 は 、    39,558.1725   kJ ／ Ｌ と す る 。

） の 量 に 換 算 す る も の と す る 。  

     ２  「 特 定 排 水 施 設 」 と は 、 地 下 浸 透 禁 止 物 質 を 使 用 す

る 施 設 及 び 排 出 さ れ る 水 そ の 他 の 液 体 が 公 共 用 水 域 に

排 出 さ れ る こ と と な る 施 設 を い う 。  

     ３  「 小 規 模 排 水 施 設 」 と は 、 １ 日 当 た り の 排 水 の 量 が

20 ㎥ 未 満 で あ る 事 業 所 に 設 置 さ れ る 施 設 を い う 。  
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  別 表 第 ２ 中 「 ご と に 、 当 該 事 業 所 」 の 次 に 「 の 排 煙 発 生 施 設 」

を 加 え 、 同 表 の 備 考 中 「 Ｋ 2541 」 を 「 Ｋ 2541 － １ か ら 2541 － ７ ま

で 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 ４ 中 「 第 31 条 第 ３ 項 」 を 「 第 13 条 第 １ 項 第 ９ 号 、 第 18 条

第 １ 項 第 ２ 号 オ 、 第 31 条 第 ３ 項 」 に 、 「 並 び に 第 ２ 項 第 ３ 号 及 び

第 ４ 号 」 を 「 及 び 第 ２ 項 第 ３ 号 」 に 改 め 、 同 表 の ２ (1) の 表 の 備 考

２ (4) 及 び (5) 中 ｢ 神 奈 川 県 知 事 ｣ を 「 規 格 Ｋ 0305 に 定 め る 方 法 又 は

神 奈 川 県 知 事 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 ５ 中 「 並 び に 第 33 条 第 １ 項 第 ５ 号 並 び に 第 ２ 項 第 ５ 号 ア

及 び イ 」 を 「 、 第 33 条 第 １ 項 第 ４ 号 並 び に 第 ２ 項 第 ４ 号 ア 及 び イ

並 び に 第 43 条 第 ２ 項 」 に 、 「 廃 棄 物 焼 却 炉 及 び 排 出 ガ ス 処 理 施 設

」 を 「 廃 棄 物 焼 却 炉 及 び 廃 棄 物 焼 却 炉 に 係 る 排 出 ガ ス 処 理 施 設 並

び に 廃 棄 物 焼 却 炉 以 外 の 施 設 」 に 改 め 、 同 表 の １ (2) 中 「 ご み 」 を

「 焼 却 物 」 に 改 め 、 同 表 の ２ の 表 59 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る

。  

59  

の  

２  

条 例 別 表 の 51 の 項 に 掲 げ

る 作 業 に 係 る デ ィ ー ゼ ル

エ ン ジ ン  

    0.10     0.08     0.08  

59  

の  

３  

条 例 別 表 の 51 の 項 に 掲 げ

る 作 業 に 係 る ガ ス エ ン ジ

ン  

    0.05     0.05     0.04  

59

の

４  

条 例 別 表 の 51 の 項 に 掲 げ

る 作 業 に 係 る ガ ソ リ ン エ

ン ジ ン  

    0.05     0.05     0.04  

59

の

５  

条 例 別 表 の 51 の ２ の 項 に

掲 げ る 作 業 に 係 る 浄 化 等

処 理 施 設  

    0.20     0.10     0.10  

59

の

６  

条 例 別 表 の 51 の ２ の 項 に

掲 げ る 作 業 に 係 る セ メ ン

ト 製 造 施 設  

    0.10     0.10     0.05  

  別 表 第 ５ の ２ の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

72  

条 例 別 表 の 66 の 項 に 掲 げ

る 作 業 に 係 る デ ィ ー ゼ ル

エ ン ジ ン  

    0.10     0.08     0.08  

73  

条 例 別 表 の 66 の 項 に 掲 げ

る 作 業 に 係 る ガ ス エ ン ジ

ン  

    0.05     0.05     0.04  

74  

条 例 別 表 の 66 の 項 に 掲 げ

る 作 業 に 係 る ガ ソ リ ン エ

ン ジ ン  

    0.05     0.05     0.04  
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  別 表 第 ５ の ２ の 表 の 備 考 ７ 中 「 61 の 項 ま で 」 を 「 59 の 項 ま で 、

59 の ５ の 項 、 60 の 項 、 61 の 項 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 ７ (2) の 表 中 ｢

53 の 項 ｣ の 次 に ｢ 、 59 の ３ の 項 、 59 の ４ の 項 、 73 の 項 、 74 の 項 ｣

を 、 ｢ 41 の 項 ｣ の 次 に ｢ 、 59 の ６ の 項 ｣ を 、 ｢ 52 の 項 ｣ の 次 に ｢

、 59 の ２ の 項 、 72 の 項 ｣ を 加 え 、 同 表 の ２ の 表 の 備 考 に 次 の よ う

に 加 え る 。  

     ８  こ の 規 制 基 準 は 、 51 の 項 か ら 53 の 項 ま で 、 59 の ２ の

項 か ら 59 の ４ の 項 ま で 及 び 72 の 項 か ら 74 の 項 ま で に 掲

げ る 施 設 の う ち 、 専 ら 非 常 用 に 用 い ら れ る も の に つ い

て は 、 適 用 し な い 。  

  別 表 第 ６ 中 「 第 33 条 第 ２ 項 第 ３ 号 」 を 「 第 33 条 第 ２ 項 第 ５ 号 」

に 改 め 、 同 表 の １ の 表 の 備 考 ２ 中 ｢ 第 ２ 条 第 10 号 ア ｣ を 「 第 ２ 条

第 12 号 ア 」 に 改 め 、 同 表 の ２ の 備 考 ２ の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 施 設 の 規 模  

     Ｃ ｉ （ 係 数 ）  

平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日

前 に 設 置 さ れ た 廃

棄 物 焼 却 炉  

平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日

以 後 に 設 置 さ れ た

廃 棄 物 焼 却 炉  

１ 時 間 当 た り の 焼

却 能 力 が  200  kg 未

満 （ 火 格 子 面 積 が

２ ㎡ 以 上 の も の を

除 く 。 ）  

    700       50  

１ 時 間 当 た り の 焼

却 能 力 が  200  kg 以

上 （  200  kg 未 満 で

あ っ て 、 火 格 子 面

積 が ２ ㎡ 以 上 の も

の を 含 む 。 ）  

     50       50  

  別 表 第 ６ の ２ の 備 考 ５ 及 び ６ を 削 る 。  

  別 表 第 ８ の １ の 備 考 ３ (1) ア の 表 中  

 「  

８  骨 材 乾 燥 炉   平 成 15 年 ４ 月 １ 日 以 後   0.84  

平 成 15 年 ４ 月 １ 日 前    1.0  

９  １ ～ ８ 以 外

の 施 設  

 平 成 15 年 ４ 月 １ 日 以 後   0.49  

平 成 15 年 ４ 月 １ 日 前    1.0  

                            」  

 を  

 「  
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８  乾 燥 炉  骨 材 乾 燥 炉

以 外 の も の  

平 成 15 年 ４ 月 １ 日 以 後    1.0  

平 成 15 年 ４ 月 １ 日 前    1.0  

骨 材 乾 燥 炉  平 成 15 年 ４ 月 １ 日 以 後   0.84  

平 成 15 年 ４ 月 １ 日 前    1.0  

９  直 火 炉  食 料 品 製 造

用 以 外 の も  

平 成 15 年 ４ 月 １ 日 以 後   0.49  

平 成 15 年 ４ 月 １ 日 前    1.0  

の    

食 料 品 製 造  平 成 15 年 ４ 月 １ 日 以 後    1.0  

用 の も の  平 成 15 年 ４ 月 １ 日 前    1.0  

10  １ ～ ９ 以 外

の 施 設  

 平 成 15 年 ４ 月 １ 日 以 後   0.49  

平 成 15 年 ４ 月 １ 日 前    1.0  

                            」  

 に 改 め る 。  

  別 表 第 11 中 「 第 34 条 第 １ 項 、 第 35 条 」 を 「 第 ５ 条 の ３ 、 第 34 条

第 １ 項 」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

１ , ４ － ジ オ キ サ ン              0.5 

  別 表 第 11 の 表 の 備 考 ８ (4) 中 「 備 考 ３ 」 を 「 備 考 ７ 」 に 改 め 、 同

表 の 備 考 ８ (5) 中 「 備 考 15 の (b) （ 第 １ 段 を 除 く 。 ） 」 を 「 備 考 11 の

b) の 1) か ら 3) ま で 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 ８ に 次 の よ う に 加 え る 。  

       (36)  １ , ４ － ジ オ キ サ ン  環 境 庁 告 示 第 59 号 付 表 ７  

        に 掲 げ る 方 法  

  別 表 第 12 中 「 付 表 ８ 」 を 「 付 表 ９ 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 13 中 「 （ 第 38 条 ） 」 を 「 （ 第 13 条 第 １ 項 第 ５ 号 、 第 38 条

及 び 第 48 条 第 ２ 号 ） 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 １ 中 「 工 業 専 用 地 域 を

」 の 次 に 「 、 「 そ の 他 の 地 域 」 と は 、 こ れ ら の 地 域 以 外 の 地 域 を

」 を 加 え 、 同 表 の 備 考 ２ 中 「 （ 平 成 ４ 年 法 律 第 51 号 ） 」 を 削 り 、

同 表 の 備 考 ４ (4) 中 「 90 ％ 」 を 「 最 大 値 の 90 ％ 」 に 改 め 、 同 表 の 備

考 ６ 中 「 の 当 該 事 業 所 」 を 「 、 当 該 事 業 所 の 敷 地 境 界 線 の う ち 当

該 隣 接 す る 地 域 と 接 し て い る 敷 地 境 界 線 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 14 中 「 （ 第 38 条 ） 」 を 「 （ 第 13 条 第 １ 項 第 ５ 号 及 び 第 38

条 ） 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 １ 中 「 工 業 専 用 地 域 を 」 の 次 に 「 、 「

そ の 他 の 地 域 」 と は 、 こ れ ら の 地 域 以 外 の 地 域 を 」 を 加 え 、 同 表

の 備 考 ７ 中 「 の 当 該 事 業 所 」 を 「 、 当 該 事 業 所 の 敷 地 境 界 線 の う

ち 当 該 隣 接 す る 地 域 と 接 し て い る 敷 地 境 界 線 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 15 中 「 （ 第 56 条 第 ２ 項 ） 」 を 「 （ 第 56 条 第 １ 項 及 び 第 ２

項 、 第 59 条 の 36 第 ２ 項 第 ３ 号 並 び に 第 60 条 の ７ 第 １ 項 第 ３ 号 ） 」

に 改 め 、 同 表 の 特 定 有 害 物 質 の 種 類 の 項 中 「 特 定 有 害 物 質 」 を 「

地 下 浸 透 禁 止 物 質 」 に 改 め 、 同 表 の カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 の

項 基 準 値 の 欄 中 「 0.01 」 を 「  0.003 」 に 改 め 、 同 項 測 定 方 法 の 欄
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中 「 Ｋ 0102 の 55 に 定 め る 方 法 」 を 「 Ｋ 0102 の 55.2 、 55.3 又 は 55.4

に 定 め る 方 法 （ 準 備 操 作 は 規 格 Ｋ 0102 の 55 に 定 め る 方 法 に よ る ほ

か 、 環 境 庁 告 示 第 59 号 付 表 ８ に 掲 げ る 方 法 に よ る こ と が で き る 。

） 」 に 改 め 、 同 表 の シ ス － １ , ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン の 項 特 定 有

害 物 質 の 種 類 の 欄 中 「 シ ス － １ , ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 」 を 「 １

, ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 」 に 改 め 、 同 項 測 定 方 法 の 欄 中 「 規 格 Ｋ

0125 の  5.1 、  5.2 又 は  5.3.2 に 定 め る 方 法 」 を 「 シ ス 体 に あ っ て

は 規 格 Ｋ 0125 の  5.1 、  5.2 又 は  5.3.2 に 定 め る 方 法 、 ト ラ ン ス 体

に あ っ て は 規 格 Ｋ 0125 の  5.1 、  5.2 又 は  5.3.1 に 定 め る 方 法 」 に

改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

塩 化 ビ ニ ル モ

ノ マ ー  

  0.002  地 下 水 の 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準

に つ い て （ 平 成 ９ 年 環 境 庁 告 示 第

10 号 ） 付 表 に 掲 げ る 方 法  

１ , ４ － ジ オ

キ サ ン  

   0.05  環 境 庁 告 示 第 59 号 付 表 ７ に 掲 げ る

方 法  

  別 表 第 16 の ２ (1) ア (エ) 中 「 ア か ら ウ ま で 」 を 「 (ア) か ら (ウ) ま で 」 に

改 め る 。  

  別 表 第 17 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 別 表 第 17 （ 第 91 条 第 １ 項 ）  

         非 常 時 の 措 置 に 関 す る 物 質  

  １  大 気 の 汚 染 及 び 悪 臭 に 係 る 物 質  

１  ア ク ロ レ イ ン  

２  ア ン モ ニ ア  

３  一 酸 化 炭 素  

４  塩 素 及 び 塩 化 水 素  

５  
 
黄 燐  

６  カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物  

７  キ シ レ ン  

８  ク ロ ル ス ル ホ ン 酸  

９  
 
五 塩 化 燐  

10  
 
三 塩 化 燐  

11  シ ア ン 化 合 物  

12  ジ ク ロ ロ メ タ ン  

13  臭 化 メ チ ル  

14  臭 素  

15  硝 酸  

16  窒 素 酸 化 物  

17  テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン  

18  ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン  
 

りん  

りん  

りん  
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19  ト ル エ ン  

20  鉛 及 び そ の 化 合 物  

21  二 酸 化 硫 黄  

22  二 酸 化 セ レ ン  

23  ニ ッ ケ ル カ ル ボ ニ ル  

24  二 硫 化 炭 素  

25  ピ リ ジ ン  

26  フ ェ ノ ー ル 類  

27  
 
弗 化 水 素 及 び 弗 化 珪 素  

28  ベ ン ゼ ン  

29  ホ ス ゲ ン  

30  ホ ル ム ア ル デ ヒ ド  

31  メ タ ノ ー ル  

32  メ ル カ プ タ ン  

33  硫 化 水 素  

34  硫 酸 （ 三 酸 化 硫 黄 を 含 む 。 ）  

35  
 
燐 化 水 素  

  ２  水 質 の 汚 濁 に 係 る 物 質  

１  亜 鉛 及 び そ の 化 合 物  

２  ア ク リ ル ア ミ ド  

３  ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物  

４  ア ン チ モ ン 及 び そ の 化 合 物  

５  ア ン モ ニ ア 、 ア ン モ ニ ウ ム 化 合 物 、 亜 硝 酸 化 合 物 及 び

硝 酸 化 合 物  

６  

 

エ チ ル ＝ （ Ｚ ） － ３ － ［ Ｎ － ベ ン ジ ル － Ｎ － ［ ［ メ チ

ル （ １ － メ チ ル チ オ エ チ リ デ ン ア ミ ノ オ キ シ カ ル ボ ニ

ル ） ア ミ ノ ］ チ オ ］ ア ミ ノ ］ プ ロ ピ オ ナ ー ト （ 別 名 ア

ラ ニ カ ル ブ ）  

７  塩 化 チ オ ニ ル  

８  塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー  

９  塩 素 酸 塩  

10  １ ， ２ ， ４ ， ５ ， ６ ， ７ ， ８ ， ８ － オ ク タ ク ロ ロ － ２

， ３ ， ３ ａ ， ４ ， ７ ， ７ ａ － ヘ キ サ ヒ ド ロ － ４ ， ７ －

メ タ ノ － １ Ｈ － イ ン デ ン （ 別 名 ク ロ ル デ ン ）  

11  過 酸 化 水 素  

12  カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物  

13  ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物  

14  ク ロ ル ピ ク リ ン  

 

りん  

けい  ふっ  ふっ  
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15  次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム  

16  シ ア ン 化 合 物  

17  ３ ， ５ － ジ ク ロ ロ － Ｎ － （ １ ， １ － ジ メ チ ル － ２ － プ

ロ ピ ニ ル ） ベ ン ズ ア ミ ド （ 別 名 プ ロ ピ ザ ミ ド ）  

18  １ ， ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン  

19  １ ， ３ － ジ チ オ ラ ン － ２ － イ リ デ ン マ ロ ン 酸 ジ イ ソ プ  

 ロ ピ ル （ 別 名 イ ソ プ ロ チ オ ラ ン ）  

20  シ マ ジ ン  

21  ジ メ チ ル エ チ ル ス ル フ ィ ニ ル イ ソ プ ロ ピ ル チ オ ホ ス フ

ェ イ ト （ 別 名 オ キ シ デ プ ロ ホ ス 又 は Ｅ Ｓ Ｐ ）  

22  臭 素  

23  臭 素 酸 塩  

24  水 銀 及 び ア ル キ ル 水 銀 そ の 他 の 水 銀 化 合 物  

25  セ レ ン 及 び そ の 化 合 物  

26  チ ウ ラ ム  

27  チ オ ベ ン カ ル ブ  

28  チ オ り ん 酸 Ｏ ， Ｏ － ジ エ チ ル － Ｏ － （ ２ － イ ソ プ ロ ピ

ル － ６ － メ チ ル － ４ － ピ リ ミ ジ ニ ル ） （ 別 名 ダ イ ア ジ

ノ ン ）  

29  チ オ り ん 酸 Ｏ ， Ｏ － ジ エ チ ル － Ｏ － （ ３ ， ５ ， ６ － ト

リ ク ロ ロ － ２ － ピ リ ジ ル ） （ 別 名 ク ロ ル ピ リ ホ ス ）  

30  チ オ り ん 酸 Ｏ ， Ｏ － ジ エ チ ル － Ｏ － （ ５ － フ ェ ニ ル －

３ － イ ソ オ キ サ ゾ リ ル ） （ 別 名 イ ソ キ サ チ オ ン ）  

31  チ オ り ん 酸 Ｏ ， Ｏ － ジ メ チ ル － Ｏ － （ ３ － メ チ ル － ４

－ ニ ト ロ フ ェ ニ ル ） （ 別 名 フ ェ ニ ト ロ チ オ ン 又 は Ｍ Ｅ

Ｐ ）  

32  チ オ り ん 酸 Ｓ － ベ ン ジ ル － Ｏ ， Ｏ － ジ イ ソ プ ロ ピ ル （

別 名 イ プ ロ ベ ン ホ ス 又 は Ｉ Ｂ Ｐ ）  

33  鉄 及 び そ の 化 合 物  

34  テ ト ラ ク ロ ロ イ ソ フ タ ロ ニ ト リ ル （ 別 名 ク ロ ロ タ ロ ニ

ル 又 は Ｔ Ｐ Ｎ ）  

35  銅 及 び そ の 化 合 物  

36  鉛 及 び そ の 化 合 物  

37  ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物  

38  ４ － ニ ト ロ フ ェ ニ ル － ２ ， ４ ， ６ － ト リ ク ロ ロ フ ェ ニ

ル エ ー テ ル （ 別 名 ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン 又 は Ｃ Ｎ Ｐ ）  

39  パ ラ － ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン  

40  
 
砒 素 及 び そ の 化 合 物  

41  ヒ ド ラ ジ ン  
 

ひ  
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42  ヒ ド ロ キ シ ル ア ミ ン  

43  フ ェ ノ ー ル 類 及 び そ の 塩 類  

44  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  

45  ほ う 素 及 び そ の 化 合 物  

46  ホ ス ゲ ン  

47  ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル  

48  ホ ル ム ア ル デ ヒ ド  

49  マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物  

50  Ｎ － メ チ ル カ ル バ ミ ン 酸 ２ － セ カ ン ダ リ － ブ チ ル フ ェ

ニ ル （ 別 名 フ ェ ノ ブ カ ル ブ 又 は Ｂ Ｐ Ｍ Ｃ ）  

51  モ リ ブ デ ン 及 び そ の 化 合 物  

52  
 
有 機 燐 化 合 物 （ パ ラ チ オ ン 、 メ チ ル パ ラ チ オ ン 、 メ チ

ル ジ メ ト ン 及 び Ｅ Ｐ Ｎ に 限 る 。 ）  

53  油 脂 類 （ 鉱 物 油 及 び 有 機 溶 剤 を 含 む 。 ）  

54  り ん 酸 ジ メ チ ル ＝ ２ ， ２ － ジ ク ロ ロ ビ ニ ル （ 別 名 ジ ク

ロ ル ボ ス 又 は Ｄ Ｄ Ｖ Ｐ ）  

55  ア ル カ リ 性 物 質 （ 水 素 イ オ ン 濃 度 （ 水 素 指 数 ） が  8.6  

を 超 え る も の に 限 る 。 ）  

56  酸 性 物 質 （ 水 素 イ オ ン 濃 度 （ 水 素 指 数 ） が  5.8 未 満 の

も の に 限 る 。 ）  

  第 １ 号 様 式 か ら 第 ３ 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

りん  
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  第１号様式（第８条第１号） 

（表） 

 

指定事業所設置許可申請書 

                                  年  月  日 

     (申請先) 

     横浜市長 

                 申請者 住  所 

                     氏  名 

                     （法人の場合は、名称及び代表者の氏名） 

 

 

    横浜市生活環境の保全等に関する条例第３条第１項の規定により指定事業所について 

   設置の許可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

指
定
事
業
所
の
名
称
等 

名     称  

所  在  地  

指 

定 

事 

業 
所 
で 

行 

う 

指 

定 

作 

業 

条例別表の作業 
指定作 

業番号 

指定施 

設番号 
指定施設の名称 設置台数 

      

      

      

      

      

      

事業開始予定年月日 

事業所設置年月日 

（既に設置されて 

いる事業所の場合 

に限る。） 

年   月   日 

（  年   月   日  ） 

 

                                    （Ａ４） 
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（裏） 

 

他の公害関係

法規等の手続

状況 

□ 大気汚染防止法 年  月  日 提出 

□ 水質汚濁防止法 年  月  日 提出 

□ 騒音規制法 年  月  日 提出 

□ 振動規制法 年  月  日 提出 

□ ダイオキシン類対策特別措置法 年  月  日 提出 

□ 下水道法 年  月  日 提出 

□ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 年  月  日 提出 

□ その他（        ） 年  月  日 提出 

連 絡 先 

     部     課     係 

担当者氏名 

電話番号       （内線） 

住   所   □申請者住所と同じ 

□指定事業所所在地と同じ 

□その他 

添 付 書 類 

・指定事業所概要書（第２号様式） 

・公害防止方法概要書（第３号様式） 

□その他（                      ） 

  （注意）１ 条例別表の作業の欄には、同表の１から69までの作業番号及び作業名を記 

       入してください。 

      ２ 他の公害関係法規等の手続状況の欄には、手続を行った法規について□内 

       にレ印を記入し、その手続を行った年月日を記入してください。 

      ３ 連絡先の欄の住所でその他の□内にレ印を記入した場合は、住所を記入し 

       てください。 

      ４ 添付書類の欄でその他の書類を添付した場合には□内にレ印を記入し、そ 

       の添付した書類の名称を（ ）内に記入してください。 
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 第２号様式（第８条第２号） 
（１） 

指定事業所概要書  

業 種  

指定事業所における事業内容  

指 定 作 業 の 工 程  

地 域 

□ 第一種低層住居専用地域 
□ 第一種中高層住居専用地域 
□ 第一種住居地域 
□ 準住居地域 
□ 商業地域 
□ 工業地域 
□ その他の地域 

□ 第二種低層住居専用地域 
□ 第二種中高層住居専用地域 
□ 第二種住居地域 
□ 近隣商業地域 
□ 準工業地域 
□ 工業専用地域 
 

規 模 

資 本 金 
事 業 所 の 
従 業 員 数 

敷 地 面 積 建物の床面積 

円 人 ㎡ ㎡ 

敷 
 

地 
 

・ 
 

建 
 

物 
 

の 
 

状 
 

況 

敷 地 の 境 界 線  

周 辺 の 状 況  

敷地内における建物等
の 配 置 状 況 

 

建 物 等 の 構 造  

建 物 工 事 の 種 類 及 
び 工 事 予 定 期 間 

□ 新築  □ 増改築    

年  月  日～   年  月  日 

生 コ ン ク リ ー ト  
プ ラ ン ト を 設 置  
す る 場 合 に あ っ  
て は 、 自 動 車 の  
出 入 口 の 位 置  

 

不 飽 和 ボ リ エ ス テ ル  
樹 脂 の 塗 布 の 作 業 を  
行う場 合に あっ て は 、  
そ の 作 業 の 方 法  

 

 （注意）１ □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

     ２ 敷地・建物の状況の欄のうち、建物等の構造については、建築図面（平面図、 

      立面図及び構造詳細図）を添付してください。 

                                      （Ａ４） 
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（２） 

指 
 

 
 

 
 

 
 

 

定 
 

 
 

 
 

 
 

 

施 
 

 
 

 
 

 
 

 

設 

指 定 作 業 及 び 指 定 施 設 番 号   -(  )-(  )     -(  )-(  )     -(  )-(  )   

名 称    

事 業 所 に お け る 施 設 番 号    

種 類 及 び 型 式    

台 数    

規 模 又 は 能 力    

用 途    

構 造 ・ 配 置 状 況    

燃 料 又 は 

電 力 

種 類    

燃 料 中 の 
成 分 割 合 

(％) 

硫黄分    

窒素分    

総 発 熱 量    

通 常 の 使 用 量    

原 材 料 
（排煙の発生 
に影響のある 
ものに限る。） 

種 類    

原 材 料 中 の 成 分 
割 合 （ ％ ） 

   

１ 日 の 使 用 量    

使 用 状 況 
１ 日 の 使 用 時 間    

季 節 変 動    

原材料等の 

品目、用途及び

使 用 量 

排煙指定物質、 

排水指定物質 

及び炭化水素

系特定物質を

含有するもの 

品 目 用 途 １月当たりの 
使 用 量 

含 有 物 質  含有率（％） 

     

     

     

その他のもの 

（主要なもの 

に限る。） 

品 目 用 途 １ 月 当 た り の 使 用 量 

   

   

   

 （注意）１ 指定施設の名称の欄には、別表第１の施設の欄の名称を記入してください。 

     ２ 事業所における施設番号の欄には、事業所で管理のために付けている番号、 

      記号等を記入してください。 

     ３ 指定施設の原材料中の成分割合の欄には、硫黄分、窒素分及び燃焼に伴い排 

      煙指定物質を排出する可能性のある成分について、その割合を重量比・容量比 

      の別を明らかにして記入してください。 

     ４ 指定施設の熱源として電力を使用する場合は、種類の欄に「電力」と記入し 

      てください。 

                                      （Ａ４） 
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（３） 

用 
 

 

水 
 

 

量 

水源別の

状 況 

総使用量 

水 源 別 内 訳 

工 業 
用 水 

水道水 地表水 地下水 海 水 
回 収 水 

その他 

淡 水 海 水 

         

用途別の

状 況 

総使用量 

用 途 別 内 訳 

ボ イ 

ラー用 
原料用 

製品処 

理・洗 

浄用 

直  接

冷却用 

間  接

冷却用 

温  度

調整用 
生活水 その他 

(ｍ３/日)          

排 

水 

量 

排水の種

類別状況 

総排水量 

産 業 排 水 

生活系排水 

工 程 排 水 間接冷却排水 そ の 他 

(ｍ３/日)      

排 水 の 排 出 先 

□ 公共下水道（ □ 分流式   □ 合流式 ） 

□ 公共用水域（              ） 

□ 地 下 浸 透      

□ そ の 他（              ） 

用排水収支バランス  

用 水 及 び 排 水 

の 系 統 図 
 

  （注意）１ □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

      ２ 排水の排出先の欄のうち、その他については、汚水等を別表第１の53の項 

       に掲げる処理施設等に排出する場合にその排出先を（ ）内に記入してくだ 

       さい。 

      ３ 用排水収支バランスの欄には、用排水の通常水量及び最大水量を記入して 

       ください。 

                                      （Ａ４） 
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 第３号様式（第８条第３号） 

 

公害防止方法概要書  

公害発生源の 
指 定 施 設 等 

発 生 す る 
公害の種類 

発生源での公害の 
程 度 の 予 測 値 

排出口・敷地 
境界線等での 
公害の程度の 
予 測 値 

公 害 防 止 対 策 
（予測値の算出根拠を含む。） 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

指定施設等か

ら発生する公

害とこれに対

する具体的な

防 止 の 方 法 

□ 排煙の排出方法概要書 

□ 窒素酸化物の排出量明細書（ボイラーに限る。） 

□ 窒素酸化物の排出量明細書（ガスタービン、ディーゼルエンジン及びガスエン

ジンに限る。） 

□ 炭化水素系物質の排出に係る施設の排出防止方法概要書（貯蔵施設、出荷施設

及び給油施設に限る。） 

□ ばいじんの排出量明細書（廃棄物焼却炉に限る。） 

□ 廃棄物焼却炉及び廃棄物焼却炉に係る排出ガス処理施設の設備概要書 

□ 粒子状物質の排出量明細書 

□ 粉じんの処理方法概要書 

□ 悪臭の処理方法概要書 

□ 排水の汚染状態及び量等の明細書 

□ 排水の処理方法概要書 

□ 地下浸透禁止物質の製造等をする作業に係る施設の構造概要書 

□ 騒音の処理方法概要書 

□ 振動の処理方法概要書 

□ 上記に掲げる書類のほか、指定施設等から発生する公害とこれに対する具体的

な防止の方法を明らかにする図面、表等 

  （注意）１ 発生する公害の種類の欄には、大気の汚染及び水質の汚濁に係るものにあっては、別表 

       第２から別表第９まで、別表第11及び別表第12に掲げる物質名を記入してください。 

      ２ 指定施設等から発生する公害とこれに対する具体的な防止の方法は、規則第94条に基づ 

       き環境創造局長が定める様式の書類を用いることとし、添付したものについて□内にレ印 

       を記入してください。 

                                        （Ａ４） 
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  第 ４ 号 様 式 中 「 （ 第 11 条 第 ３ 項 ） 」 を 「 （ 第 11 条 第 ２ 項 ） 」 に  

 、  

 「  

業         種   

区         域   

連  

絡  

先  

 担  当  部  課   

 責   任   者   

 電  話  番  号   

                           」  

 を  

 「  

担  当  部  課  等  

電   話   番   号  

                           」  

 に 改 め 、 同 様 式 備 考 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  （ 備 考 ）  表 示 板 は 、 耐 久 性 の あ る 素 材 で 作 成 す る こ と 。  

  第 ５ 号 様 式 中 「 指 定 事 業 所 事 業 開 始 届 出 書 」 を 「 指 定 事 業 所 事

業 開 始 等 届 出 書 」 に 、  

 「  

事 業 開 始 年 月 日     年    月    日  

                           」  

 を  

 「  

事 業 開 始 年 月 日     年    月    日  

工 事 完 了 年 月 日     年    月    日  

                           」  

 に 改 め 、 同 様 式 に 注 意 と し て 次 の よ う に 加 え る 。  

  （ 注 意 ）  １  全 て の 指 定 施 設 の 設 置 工 事 が 完 了 す る 前 に 一 部  

        の 指 定 施 設 を 使 用 し て 事 業 を 開 始 し た 場 合 は 、 事  

        業 開 始 年 月 日 の み を 記 入 し て く だ さ い 。  

       ２  全 て の 指 定 施 設 の 設 置 工 事 が 完 了 し た 後 に 事 業  

        を 開 始 し た 場 合 は 、 事 業 開 始 年 月 日 及 び 工 事 完 了  

        年 月 日 を 記 入 し て く だ さ い 。  

  第 ６ 号 様 式 及 び 第 ７ 号 様 式 表 面 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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 第６号様式（第13条第３項第１号） 

（１） 

指定事業所に係る変更許可申請書 

                                年  月  日 

    (申請先) 

    横浜市長 

                申請者  住  所 

                     氏  名 

                     （法人の場合は、名称及び代表者の氏名） 

 

   横浜市生活環境の保全等に関する条例第８条第１項の規定により指定事業所に係る変 

  更の許可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

指
定
事
業
所
の
名
称
等 

許 可 番 号 第 号 

根 

拠 

等 

□ 条例第３条第１項（   年 月 日） 

□ 条例第15条第１項（   年 月 日） 

□ 条例附則第２項 

名 称  

所 在 地  

変 
 
 
 
 
 
 

更 
 
 
 
 
 
 

事 
 
 
 
 
 
 

項 

□ 指定作業の追加 

□ 指定施設の設置 

□ 指定施設の構造の変更 

□ 指定施設の配置の変更 

□ 指定施設の使用時間の変更 

□ 指定施設に係る燃料の種類又は使用量の変更 

□ 廃棄物焼却炉において焼却する物の種類及び量の変更 

□ 別表第１の68の項に掲げる貯蔵施設において保管する物質の変更 

□ 排煙指定物質、地下浸透禁止物質及び炭化水素系特定物質を含有する原材料等の 

  新たな使用 

□ 排水の系統の変更 

□ 排水の排出先の変更 

□ 指定作業を行う建物の変更 

 □ 設置 □ 移設 □ 除却 □ 規模の変更 □ 構造の変更 

□ 公害の防止のための装置の変更 

 □ 設置 □ 構造の変更 □ 使用方法の変更 □ 使用の廃止 

 □ 除却 

□ 指定事業所の敷地の境界線の変更 

□ 指定事業所の自動車の出入口の変更（生コンクリートプラントを設置しているも 

  のに限る。） 

（Ａ４） 
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（２） 

 

変 
 

更 
 

概 
 

要 

 

変 更 完 了 予 定 
年 月 日 年  月  日 

他 の 公 害 関 係  
法 規 等 の 手 続
状況  

□ 大気汚染防止法 年 月 日 提出 

□ 水質汚濁防止法 年 月 日 提出 

□ 騒音規制法 年 月 日 提出 

□ 振動規制法 年 月 日 提出 

□ ダイオキシン類対策特別措置法 年 月 日 提出 

□ 下水道法 年 月 日 提出 

□ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 年 月 日 提出 

□ その他（        ） 年 月 日 提出 

連   絡   先 

      部     課     係 

 担当者氏名             

 電 話 番 号        （内線） 

 住    所 □申請者住所と同じ 

        □指定事業所所在地と同じ 

        □その他 

添  付  書  類 
・指定事業所に係る変更概要書（第７号様式） 

□公害防止方法変更概要書（第８号様式） 

□その他（                        ） 

  （注意）１ 他の公害関係法規等の手続状況の欄には、手続を行った法規について□ 

       内にレ印を記入し、その手続を行った年月日を記入してください。 

      ２ 連絡先の欄の住所でその他の□内にレ印を記入した場合は、住所を記入 

       してください。 

      ３ 添付書類の欄でその他の書類を添付した場合には□内にレ印を記入し、 

       その添付した書類の名称を（ ）内に記入してください。 

                                     （Ａ４） 
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（３） 

 

指定施設の設置状況  

指定作業及び 

指定施設番号 

事業所における 

施 設 番 号 
指定施設の名称 規 模 又 は 能 力 

備 考 

（新設・既設等） 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  （注意）１ 事業所における施設番号の欄には、事業所で管理のために付けている番 

       号、記号等を記入してください。 

      ２ 指定施設の名称の欄には、別表第１の施設の欄の名称を記入してくださ 

       い。 

                                    （Ａ４） 
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 第７号様式（第13条第３項第２号） 

（表） 

指定事業所に係る変更概要書  

  １ 指定施設の設置 

指 
 
 

 
 
 

 
 
 

定 
 
 
 
 

 
 
 

 

施 
 
 

 
 
 
 

 
 

設 

指定作業及び指定施設番号   -(  )-(  )    -(  )-(  )    -(  )-(  )  

名 称    

事業所 にお ける 施設 番号    

種 類 及 び 型 式    

台 数    

規 模 又 は 能 力    

用 途    

構 造 ・ 配 置 状 況    

燃 料 又
は 電 力  

種 類    

燃 料 中 の 
成分割合 
（％） 

硫黄分    

窒素分    

総 発 熱 量    

通 常 の 使 用 量    

原 材 料 
（排煙の発生 
に影響のある 
ものに限る。） 

種 類    

原材料中の成分
割 合 （ ％ ）  

   

１ 日 の 使 用 量    

使 用 状 況 
１日の使用時間    

季 節 変 動    

  （注意）１ 指定施設の名称の欄には、別表第１の施設の欄の名称を記入してください。 

      ２ 事業所における施設番号の欄には、事業所内で管理のために付けている番号 

       、記号等を記入してください。 

      ３ 指定施設の原材料中の成分割合の欄には、硫黄分、窒素分及び燃焼に伴い排 

       煙指定物質を排出する可能性のある成分について、その割合を重量比・容量比 

       の別を明らかにして記入してください。 

      ４ 指定施設の熱源として電力を使用する場合は、種類の欄に「電力」と記入し 

       てください。 

                                      （Ａ４） 
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  第 ７ 号 様 式 裏 面 中 「 作 業 工 程 」 を 「 指 定 作 業 の 工 程 」 に 、 「 と

お り 。 」 を 「 と お り 」 に 、  

 「 ６  用 排 水 収 支 バ ラ ン ス  別 紙 （  ） の と お り 」  

 を  

 「 ６  用 排 水 収 支 バ ラ ン ス  別 紙 （  ） の と お り  

  ７  用 水 及 び 排 水 の 系 統 図  別 紙 （  ） の と お り 」  

 に 改 め る 。  

  第 ８ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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  第８号様式（第13条第３項第３号）  

 

公害防止方法変更概要書  

変更に係る

指定施設等

の公害発生源 

発生する 

公害の種類 

発生源での 

公害の程度

の 予 測 値 

排出口・敷地境界線等での 

公害の程度の予測値 公 害 防 止 対 策 

（予測値の算出根拠を含む。） 

変 更 前 変 更 後 

      

      

      

      

      

      

      

      

指定施設等から 

発生する公害と 

これに対する 

具体的な防止の 

方法 

□ 排煙の排出方法概要書 

□ 窒素酸化物の排出量明細書（ボイラーに限る。） 

□ 窒素酸化物の排出量明細書（ガスタービン、ディーゼルエンジン及び 

  ガスエンジンに限る。） 

□ 炭化水素系物質の排出に係る施設の排出防止方法概要書（貯蔵施設、 

  出荷施設及び給油施設に限る。） 

□ ばいじんの排出量明細書（廃棄物焼却炉に限る。） 

□ 廃棄物焼却炉及び廃棄物焼却炉に係る排出ガス処理施設の設備概要書 

□ 粒子状物質の排出量明細書 

□ 粉じんの処理方法概要書 

□ 悪臭の処理方法概要書 

□ 排水の汚染状態及び量等の明細書 

□ 排水の処理方法概要書 

□ 地下浸透禁止物質の製造等をする作業に係る施設の構造概要書 

□ 騒音の処理方法概要書 

□ 振動の処理方法概要書 

□ 上記に掲げる書類のほか、指定施設等から発生する公害とこれに対す 

  る具体的な防止の方法を明らかにする図面、表等 

    （注意）１ 発生する公害の種類の欄には、大気の汚染及び水質の汚濁に係るものにあっては、別表 

         第２から別表第９まで、別表第11及び別表第12に掲げる物質名を記入してください。 

        ２ 指定施設等から発生する公害とこれに対する具体的な防止の方法は、規則第94条に基づ 

         き環境創造局長が定める様式の書類を用いることとし、添付したものについて□内にレ印 

         を記入してください。 

                                        （Ａ４） 
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  第 11 号 様 式 か ら 第 13 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

 第 11 号 様 式 及 び 第 12 号 様 式  削 除  
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  第13号様式（第18条第２項第１号） 

（表） 

指定事業所に係る変更届出書  

                                    年  月  日 

   (届出先) 

   横浜市長 

                    届出者 住  所 

                        氏  名 

                        （法人の場合は、名称及び代表者の氏名） 

 

  横浜市生活環境の保全等に関する条例第10条の規定により次のとおり届け出ます。 

指
定
事
業
所
の
名
称
等 

許 可 番 号 第   号 

根 

拠 

等 

□ 条例第３条第１項（ 年 月 日） 

□ 条例第15条第１項（ 年 月 日） 

□ 条例附則第２項  

名 称  

所 在 地  

変 
 
 
 
 

更 
 
 
 
 

事 
 
 
 
 

項 

□ 条例第３条第２項第１号から第３号までに掲げる事項の変更 

 □ 許可申請者の氏名、名称又は住所の変更 

 □ 法人の代表者の氏名の変更 

 □ 指定事業所の名称及び所在地の変更 

 □ 業種の変更 

□ 条例第18条第１項の規定により認定された環境管理事業所以外の事業所の変更 

 □ 指定作業の廃止 

 □ 指定施設の使用の廃止又は除却 

 □ 指定施設の構造の変更 

 □ 排水の排出先の変更 

 □ 指定事業所の敷地の境界線の変更 

 □ 不飽和ポリエステル樹脂の塗布の作業の方法の変更 

□ 条例第18条第１項の規定により認定された環境管理事業所の変更 

 □ 指定作業の追加 

 □ 指定施設の設置 

 □ 指定施設の構造の変更 

 □ 指定施設に係る燃料の種類又は使用量の変更 

 □ 排煙指定物質、地下浸透禁止物質及び炭化水素系特定物質を含有する原材料 

  等の新たな使用 

 □ 公害の防止のための装置の変更 

  □ 設置 □ 構造の変更 □ 使用方法の変更 □ 使用の廃止 

  □ 除却 

 □ 排水の系統の変更 

 □ 指定事業所の敷地の境界線の変更 

                                       （Ａ４） 
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（裏） 

 

変 

更 

内 

容 

変 更 前 変 更 後 

  

変 

更 

理 

由 

 

変 更 年 月 日 年  月  日 

連  絡  先 

     部     課     係 

担当者氏名 

電 話 番 号        （内線） 

添 付 書 類 

□ 指定事業所に係る変更概要書（第７号様式） 

□ 公害防止方法変更概要書（第８号様式） 

□ その他（                      ） 

   （注意）１ □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

       ２ 添付書類の欄でその他の書類を添付した場合には□内にレ印を記入し、その 

        添付した書類の名称を（ ）内に記入してください。 

       ３ 第３号様式に掲げる「粒子状物質の排出量明細書」の内容に変更があった場 

        合（事業所に設置されているばい煙発生施設が全廃された場合を除く。）は、 

        「粒子状物質の排出量明細書」を添付してください。 
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  第 14 号 様 式 中  

 「  

承 継 の 理 由  

                             」  

 を  

 「  

承 継 の 内 容 □  譲 受 け  □  借 受 け  □  相 続   

□  合 併   □  分 割  

承 継 の 理 由  

                             」  

 に 改 め る 。  

  第 15 号 様 式 中  

 「  

廃 止 等 の 理 由       年      月      日  

                             」  

 を  

 「  

廃 止 等 の 理 由       年      月      日  

連 絡 先 

    部     課     係  

 担 当 者 氏 名  

 電 話 番 号      （ 内 線 ）  

                             」  

 に 改 め る 。  

  第 16 号 様 式 及 び 第 17 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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  第16号様式（第22条第２項第１号） 

（表） 

指定事業所現況届出書  

                                   年  月  日 

    (届出先) 

    横浜市長 

 

                    届出者 住  所 

                        氏  名 

                        （法人の場合は、名称及び代表者の氏名） 

 
     横浜市生活環境の保全等に関する条例第15条第２項の規定により関係書類を添えて次 

    のとおり届け出ます。                              

指
定
事
業
所
の
名
称
等 

名 称  

所 在 地  

指 

定 

事 
業 

所 

で 

行 

う 

指 

定 

作 

業 

条 例 別 表 の 作 業 
指定作 

業番号 

指定施 

設番号 
指定施設の名称 設置台数 

      

      

      

      

      

      

事 業 開 始 年 月 日 年   月   日 

                                       （Ａ４） 
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（裏） 

他の公害関  

係法規等の  

手続状況  

□ 大気汚染防止法 年  月  日 提出 

□ 水質汚濁防止法 年  月  日 提出 

□ 騒音規制法 年  月  日 提出 

□ 振動規制法 年  月  日 提出 

□ ダイオキシン類対策特別措置法 年  月  日 提出 

□ 下水道法 年  月  日 提出 

□ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 年  月  日 提出 

□ その他（        ） 年  月  日 提出 

連 絡 先 

     部     課     係 

担当者氏名  

電 話 番 号           （内線） 

添 付 書 類 

・指定事業所概要書（第２号様式） 

・公害防止方法概要書（第３号様式） 

□その他（                      ） 

   （注意）１ 条例別表の作業の欄には、同表の１から68までの作業番号及び作業名を記 

        入してください。 

       ２ 他の公害関係法規等の手続状況の欄には、手続を行った法規について□内 

        にレ印を記入し、その手続を行った年月日を記入してください。 

       ３ 添付書類の欄でその他の書類を添付した場合には□内にレ印を記入し、そ 

        の添付した書類の名称を（ ）内に記入してください。 
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  第17号様式（第27条第１項） 

（表） 

環境管理事業所認定申請書  

                                   年  月  日 

    (申請先) 

    横浜市長 

                   申請者 住  所 

                       氏  名 

                       （法人の場合は、名称及び代表者の氏名） 

 

    横浜市生活環境の保全等に関する条例第18条第２項の規定により環境管理事業所として 

   認定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

指
定
事
業
所
の
名
称
等 

許 可 番 号 第   号 

根 
拠 

等 
□ 条例第３条第１項（ 年 月 日） 

□ 条例第15条第１項（ 年 月 日） 

□ 条例附則第２項 

名 称  

所 在 地  

環境管理・監査の体制  

環境の保全に関する方針  

指定作業及び指定作業 
を行うために指定事業 
所に配置される施設の 
概要 

 

審 査 を 行 っ た 審 査

登 録 機 関 の 名 称  
 

登 録 番 号  

登 録 の 有 効 期 限 年    月    日 

登 録 の 範 囲  

                                       （Ａ４） 
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（裏） 

条例第27条の規定 

による排煙の測定 

結果 
 

条例第30条の規定 

による排水の測定 

結果 
 

連   絡   先 

      部     課     係 

 担当者氏名 

 電 話 番 号        （内線） 

 住    所 □申請者住所と同じ 

        □指定事業所所在地と同じ 

        □その他 

    （注意）１ □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

        ２ 条例第27条の規定による排煙の測定結果及び条例第30条の規定による排水の 

         測定結果の欄には、当該規定の適用がある場合に記入してください。 

        ３ 連絡先の欄の住所でその他の□内にレ印を記入した場合は、住所を記入して 

         ください。 

        ４ 誓約書（第17号様式の２）を添付してください。 
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  第 17 号 様 式 の 次 に 次 の １ 様 式 を 加 え る 。  
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  第17号様式の２（第27条第２項第２号） 

 

誓約書 

                                   年  月  日 

    （提出先） 

    横浜市長 

 

 

   横浜市生活環境の保全等に関する条例第19条各号に該当しない者であることを誓約します。 

住  所 

氏  名              ㊞ 

（法人の場合は、名称及び代表者の氏名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４） 

 

 



                     横 浜 市 報  定期第 854号 平成24年９月25日 

119 

  第 18 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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  第18号様式（第30条） 

（表） 

環境管理事業所に係る変更届出書  

                                   年  月  日 

    (届出先) 

    横浜市長 

 

                   届出者 住  所 

                       氏  名 

                       （法人の場合は、名称及び代表者の氏名） 

 

    横浜市生活環境の保全等に関する条例第21条第１項の規定により次のとおり届け出ます。 

指 

定 

事 

業 

所 

の 

名 

称 

等 

許 可 番 号 第   号 

根 
拠 

等 
□ 条例第３条第１項（ 年 月 日） 

□ 条例第15条第１項（ 年 月 日） 

□ 条例附則第２項 

名 称  

所 在 地  

環境管理事業所

の認定年月日 
年   月   日 

変 
 
 
 

更 
 
 
 

事 
 
 

 

項 
 
□ 環境管理・監査の体制 
 
□ 環境保全に関する方針 
 
□ 指定作業及び指定作業を行うために指定事業所に配置される施設の概要 
 
□ その他 
 □ 審査を行った審査登録機関の名称 

 □ 登録番号 

 □ 登録の有効期限 

 □ 登録の範囲 

 □ 条例第27条の規定による排煙の測定結果 

 □ 条例第30条の規定による排水の測定結果 

 

                                        （Ａ４） 
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（裏） 

変 

更 

内 

容 

変 更 前 変 更 後 

  

変 

更 

理 

由 

 

変更年月日 年   月   日 

他の公害関 

係法規等の 

手続状況 

□ 大気汚染防止法 年  月  日 提出 

□ 水質汚濁防止法 年  月  日 提出 

□ 騒音規制法 年  月  日 提出 

□ 振動規制法 年  月  日 提出 

□ ダイオキシン類対策特別措置法 年  月  日 提出 

□ その他（         ） 年  月  日 提出 

連 絡 先 

     部     課     係 

担当者氏名  

電 話 番 号           （内線） 

    （注意）１ □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

        ２ 他の公害関係法規等の手続状況の欄には、手続を行った法規について□内 

         にレ印を記入し、その手続を行った年月日を記入してください。 

        ３ 指定施設（ばい煙発生施設に限る。）の使用の廃止又は除却をしたときは 

         、第３号様式に掲げる「粒子状物質の排出量明細書」を添付してください。 
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  第 19 号 様 式 か ら 第 21 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

 第 19 号 様 式 か ら 第 21 号 様 式 ま で  削 除  

  第 26 号 様 式 の 次 に 次 の ５ 様 式 を 加 え る 。  
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123

第
2
6号
様
式
の
２
（
第

59
条
の

3
7
第
４
項
）

 

条
例
要
措
置
区
域
台
帳

 

 

整
理
番
号

 
 

指
定
番
号
・
指
定
年
月
日

 
 

所
在
地

 
 

調
製
・
訂
正
年
月
日

  
 

条
例
要
措
置
区
域
の
概
況

 
 

面
積

 
 

土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
の
把
握
等
、
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
又
は
試
料
採
取

等
を
省
略
し
た
条
例
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
条
例
要
措
置

区
域
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
省
略
の
理
由

 

  

条
例
要
措
置
区

 

域
内
の
土
壌
の

 

汚
染
状
態

 
 

 
 

報
告
受
理

 

年
月
日

 
調
査
の
契
機

 
調
査
を
行
っ
た

 

特
定
有
害
物
質
の
種
類

 
土
壌
の
汚
染
状
態

 
地
下
水
の
汚
染
状
態

 

（
溶
出
量
基
準
不
適
合
の
場
合
）

 
指
定
調
査
機
関
の
名
称

 

 
 

 
適
合
・
不
適
合

 
 

 

 
 

 
適
合
・
不
適
合

 
 

 

 
 

 
適
合
・
不
適
合

 
 

 

土
地
の
形
質
の

 

変
更
の
実
施
状

 

況
 

届
出

(
着
手

) 

時
期

 
完
了
時
期

 
土
地
の
形
質
の
変
更
の

 

種
類

 
実
施
者

 
土
壌
の
搬
出

 
汚
染
土
壌
の
処
理
方
法

 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

（
A
4）
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第
2
6号
様
式
の
３
（
第

59
条
の

3
7
第
４
項
）

 

条
例
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
台
帳

 

 

整
理
番
号

 
 

指
定
番
号
・
指
定
年
月
日

 
 

所
在
地

 
 

調
製
・
訂
正
年
月
日

  
 

条
例
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
概
況

 
 

面
積

 
 

土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
の
把
握
等
、
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
又
は
試
料
採
取

等
を
省
略
し
た
条
例
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
条
例
形
質
変

更
時
要
届
出
区
域
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
省
略
の
理
由

 

  

汚
染
の
除
去
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
条
例
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
旨
及
び
当
該
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

 
 

規
則
第

59
条
の

28
第
１
項
第
４
号
か
ら
第
６
号
ま
で
に
該
当
す
る
区
域
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
旨

 
 

条
例
形
質
変
更

 

時
要
届
出
区
域

 

内
の
土
壌
の
汚

 

染
状
態

 
 
 

 

報
告
受
理

 

年
月
日

 
調
査
の
契
機

 
調
査
を
行
っ
た

 

特
定
有
害
物
質
の
種
類

 
土
壌
の
汚
染
状
態

 
地
下
水
の
汚
染
状
態

 

（
溶
出
量
基
準
不
適
合
の
場
合
）

 
指
定
調
査
機
関
の
名
称

 

 
 

 
適
合
・
不
適
合

 
 

 

 
 

 
適
合
・
不
適
合

 
 

 

 
 

 
適
合
・
不
適
合

 
 

 

土
地
の
形
質
の

 

変
更
の
実
施
状

 

況
 

届
出

(
着
手

) 

時
期

 
完
了
時
期

 
土
地
の
形
質
の
変
更
の

 

種
類

 
実
施
者

 
土
壌
の
搬
出

 
汚
染
土
壌
の
処
理
方
法

 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

（
A
4）
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第
2
6号
様
式
の
４
（
第

59
条
の

3
7
第
４
項
）

 

条
例
基
準
適
合
地
台
帳

 

 

整
理
番
号

 
 

所
在
地

 
 

調
製
・
訂
正
年
月
日

  
 

条
例
基
準
適
合
地
の
概
況
 

 
面
積

 
 

条
例
基
準
適
合

 

地
の
条
例
土
壌

 

汚
染
状
況
調
査

 

の
内
容

 

報
告
受
理

 

年
月
日

 
調
査
の
契
機

 
調
査
を
行
っ
た

 

特
定
有
害
物
質
の
種
類

 
指
定
調
査
機
関
の
名
称

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
A
4）
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 第26号様式の５（第59条の56）  

（表） 
 
 
第   号 

身分証明書 
 
 

 
所属 
氏名 

                  年 月 日生 
 
 
 
 

 
上記の者は、横浜市生活環境の保全等に関する条例第69条の８第１項から第３項までの規

定により立入検査を行う者であることを証明する。 
 

年 月 日 
横浜市長        印  

 
 

 
 
 

写真 

（縦5.5センチメートル、横９センチメートル） 

 

（裏） 
 
横浜市生活環境の保全等に関する条例（抜粋） 

（報告及び検査） 
第69条の８ 市長は、この節の規定の施行に必要な限度において、条例土壌汚染状況調査に係る土地若し
くは条例要措置区域等内の土地の所有者等又は条例要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置
若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措
置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該
土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状
況を検査させることができる。 

２ 市長は、この節の規定の施行に必要な限度において、条例汚染土壌を当該条例要措置区域等外へ搬出
した者若しくは条例汚染土壌の運搬を行った者に対し、条例汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し
必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該条例汚染土壌の積卸しを行う場所その
他の場所若しくは条例汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶（以下この項にお
いて「自動車等」という。）に立ち入り、当該条例汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その
他の物件を検査させることができる。 

３ 市長は、この節の規定の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であっ
た者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌
処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他
の物件を検査させることができる。 

４ 前３項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれ
ばならない。 

５ 第１項から第３項までに規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。  
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第
2
6号
様
式
の
６
（
第

60
条
の
８
第
３
項
）

 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
土
壌
汚
染
報
告
台
帳
 

 

整
理
番
号

 
 

所
在
地

 
 

調
製
・
訂
正
年
月
日

  
 

土
地
の
概
況

 
 

面
積

 
 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン

 

類
に
よ
る
土
壌

 

の
汚
染
状
態

 
 

 
 報
告
受
理

 

年
月
日

 
調
査
の
契
機

 
土
壌
の
汚
染
状
態

 
地
下
水
の
汚
染
状
態

 
調
査
機
関
の
名
称

 

 
 

適
合
・
不
適
合

 
 

 

 
 

適
合
・
不
適
合

 
 

 

 
 

適
合
・
不
適
合

 
 

 

土
地
の
形
質
の

 

変
更
の
実
施
状

 

況
 
 
 

届
出

(
着
手

) 

時
期

 
完
了
時
期

 
土
地
の
形
質
の
変
更
の

 

種
類

 
実
施
者

 
土
壌
の
搬
出

 
汚
染
土
壌
の
処
理
方
法

 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

（
A
4）
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  第 27 号 様 式 第 １ 面 中  

 「  

事 業 所 の

名 称 等  

 名  称    

 所 在 地    

 業  種    資 本 金     千 円  

 主な生産品目   従 業 員 数      人  

                            」  

 を  

 「  

事 業 所 の  

名 称 等  

 名  称    

 所 在 地    

 業  種    主な生産品目   

                            」  

 に 、  

 「  

 地 下 水 採 取 の 必 要 性   

他 の 水 源 を も っ て 地 下 水

に 代 え る こ と が 著 し く 困

難 で あ る 場 合 の 理 由  

 

                            」  

 を  

 「  

地 下 水 採 取 の 必 要 性 及 び

他 の 水 源 を も っ て 地 下 水

に 代 え る こ と が 著 し く 困

難 で あ る 場 合 の 理 由  

 

                            」  

 に 改 め 、 同 様 式 第 ２ 面 中 「 出 力 」 を 「 定 格 出 力 」 に 改 め 、 同 様 式  

 第 ３ 面 中  

 「  

１  地 下 水 の 採 取 を 行 う 場 所 の 案 内 図  

２  揚 水 施 設 の 配 置 状 況 図    

３  揚 水 施 設 の 構 造 図   

４  地 下 水 の 利 用 系 統 図  

５  井 戸 の 地 質 柱 状 図 、 揚 水 試 験 表 等  

６  井 戸 の 水 位 測 定 基 準 面 図   

                            」  

 を  

 「  
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□  地 下 水 の 採 取 を 行 う 場 所 の 案 内 図 （ 別 図   ）  

□  揚 水 施 設 の 配 置 状 況 図 （ 別 図   ）  

□  揚 水 施 設 の 構 造 図 （ 別 図   ）  

□  地 下 水 の 利 用 系 統 図 （ 別 図   ）  

□  井 戸 の 地 質 柱 状 図 、 揚 水 試 験 表 等 （ 別 図   ）  

□  井 戸 の 水 位 測 定 基 準 面 図 （ 別 図   ）  

                            」  

 に 改 め 、 同 様 式 に 注 意 と し て 次 の よ う に 加 え る 。  

  （ 注 意 ）  添 付 書 類 の 欄 の □ に は 、 添 付 し た 書 類 を □ 内 に レ 印  

      で 記 入 し て く だ さ い 。  

  第 28 号 様 式 第 ２ 面 中 「 出 力 」 を 「 定 格 出 力 」 に 改 め る 。  

  第 29 号 様 式 中  

 「  

□  許 可 申 請 者 の 氏 名 、 名 称 又 は 住 所 の 変 更  

□  法 人 代 表 者 の 氏 名 の 変 更   

                            」  

 を  

 「  

□  許 可 申 請 者 の 氏 名 、 名 称 又 は 住 所 の 変 更  

□  法 人 の 代 表 者 の 氏 名 の 変 更  

□  そ の 他 （                   ）  

                            」  

 に 改 め る 。  

  第 32 号 様 式 裏 面 中  

 「  
 

 
 

 

地

下

水

位 

静

止

水

位 

測 定 日 時  
   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

地 表 面 下  

 （ ｍ ）  
       

揚

水

水

位 

測 定 日 時  
   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

地 表 面 下  

 （ ｍ ）  
       

自
由
地
下
水
位 

測 定 日 時  
   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

地 表 面 下  

 （ ｍ ）  
       

                            」  

 を  
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 「  

地

下

水

位  

静

止

水

位  

測 定 日 時  
   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   
 

地 表 面 下  

 （ ｍ ）  
       

揚

水

水

位  

測 定 日 時  
   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   
 

地 表 面 下  

 （ ｍ ）  
       

自

由

地

下

水

位  

静

止

水

位  

測 定 日 時  
   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   
 

地 表 面 下  

 （ ｍ ）  
       

揚

水

水

位  

測 定 日 時  
   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   

   日  

  ：   
 

地 表 面 下  

 （ ｍ ）  
       

                            」  

 に 改 め 、 同 様 式 の 注 意 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  （ 注 意 ）  １  裏 面 は 、 １ 井 ご と に 別 紙 で 作 成 し て く だ さ い 。  

       ２  「 日 平 均 揚 水 量 」 の 計 の 欄 に は 、 次 式 に よ り 算  

        出 さ れ る 値 を 記 入 し て く だ さ い 。  

         日 平 均 揚 水 量 ＝ 月 間 揚 水 量 の 計 ÷ 月 間 稼 働 日 数  

        の 計  

  第 32 号 様 式 の 次 に 次 の １ 様 式 を 加 え る 。  
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  第 32号様式の２（第 91条第２項） 

非常時応急措置等報告書 

                                  年  月  日 

    (報告先) 

    横浜市長 

                   報告者 住  所 

                       氏  名 

                       （法人の場合は、名称及び代表者の氏名） 

 

    横浜市生活環境の保全等に関する条例第 149条第２項の規定により次のとおり報告し 

   ます。 

事
業
所
の
名
称
等 

名 称  

所 在 地  

事 故 原 因  

放 出 又 は 発 生 物 質  

経 
 
 

過 

事 故 発 生 日 時 年   月   日  
午 前 
午 後 

時  分  

通 報 日 時 年   月   日  
午 前 
午 後 

時  分  

通 報 機 関  

措 置 内 容  

連   絡   先 

     部     課     係 

担当者氏名  

電 話 番 号         （内線） 

                                       （Ａ４） 
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  第 33 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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  第 33号様式（第 91条第３項） 

（表） 

非常時応急措置等完了報告書  

                                   年  月  日 

    (報告先) 

    横浜市長 

                   報告者 住  所 

                       氏  名 

                        （法人の場合は、名称及び代表者の氏名） 

 

    横浜市生活環境の保全等に関する条例第149条の２第２項の規定により次のとおり報告 

   します。 

事
業
所
の
名
称
等 

名 称  

所 在 地  

事 故 原 因  

放 出 又 は 発 生 物 質  

経 
 
 
 
 
 
 
 
 

過 

事 故 発 生 日 時 年  月  日 
午 前 

午 後 
時  分 

通 報 日 時 年  月  日 
午 前 

午 後 
時  分 

通 報 機 関  

措置命令受信日時 年  月  日 
午 前 

午 後 
時  分 

措 置 完 了 日 時 年  月  日 
午 前 

午 後 
時  分 

                                       （Ａ４） 
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（裏） 

措 置 内 容  

措置完了時における原因

物質の放出量又は発生量 
 

措置後の公害発生状況  

摘 要  

連 絡 先 

     部     課     係 

担当者氏名  

電 話 番 号             （内線） 

   （注意） 摘要の欄には、指定事業所にあっては許可番号及び許可を受けた根拠条文を 

       記入してください。 
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   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 24 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 前 に 設 置 さ れ た 廃 棄 物 焼 却 炉 （ １ 時 間 当 た り

の 焼 却 能 力 が  200 キ ロ グ ラ ム 以 上 の も の 又 は １ 時 間 当 た り の 焼 却

能 力 が  200 キ ロ グ ラ ム 未 満 で あ っ て 火 格 子 面 積 が ２ 平 方 メ ー ト ル

以 上 の も の に 限 る 。 ） に つ い て は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 「

施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 平 成 27 年 ９ 月 30 日 ま で の 間 は 、 こ の 規 則

に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （

以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） 別 表 第 ６ の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 表 の

２ の 備 考 ２ で 定 め る 係 数 を 附 則 別 表 第 １ の 左 欄 に 掲 げ る 施 設 の 設

置 時 期 に 応 じ 、 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 係 数 に 読 み 替 え て 新 規 則 別 表

第 ６ の 規 定 を 適 用 す る 。  

３  附 則 別 表 第 ２ の 中 欄 に 掲 げ る 業 種 に 属 す る 事 業 所 に 係 る 排 水 に

含 ま れ る １ , ４ － ジ オ キ サ ン の 許 容 限 度 に つ い て の 規 制 基 準 は 、

施 行 日 か ら 平 成 27 年 ５ 月 24 日 ま で の 間 は 、 新 規 則 別 表 第 11 の 規 定

に か か わ ら ず 、 附 則 別 表 第 ２ の 中 欄 に 掲 げ る 業 種 に 応 じ 、 同 表 の

右 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。  

４  施 行 日 前 に 設 置 さ れ た 事 業 所 （ 施 行 日 前 か ら 建 設 工 事 中 の も の

を 含 む 。 ） の 排 水 に つ い て は 、 施 行 日 か ら 平 成 24 年 11 月 24 日 ま で

は 、 新 規 則 別 表 第 11 に 定 め る １ , ４ － ジ オ キ サ ン の 規 制 基 準 を 適

用 し な い 。  

附 則 別 表 第 １  

施 設 の 設 置 時 期   係 数  

昭 和 50 年 ４ 月 １ 日 前 に 設 置 さ れ た も の        700  

昭 和 50 年 ４ 月 １ 日 以 後 昭 和 57 年 ４ 月 １ 日 前 に 設

置 さ れ た も の  

      500  

昭 和 57 年 ４ 月 １ 日 以 後 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 前 に 設

置 さ れ た も の  

      400  

附 則 別 表 第 ２              （ 単 位  mg ／ Ｌ ）  

物 質 の 種 類        業   種  許 容 限 度  

１ , ４ － ジ

オ キ サ ン  

感 光 性 樹 脂 製 造 業        200  

エ チ レ ン オ キ サ イ ド 製 造 業         10  

エ チ レ ン グ リ コ ー ル 製 造 業         10  

ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 製 造 業          2  

下 水 道 業 （ 感 光 性 樹 脂 製 造 業 に 属 す

る 特 定 事 業 場 （ 下 水 道 法 第 12 条 の ２  

       25  
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 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 事 業 場 を い う

。 備 考 １ に お い て 「 下 水 道 法 上 の 特

定 事 業 場 」 と い う 。 ） か ら 排 出 さ れ

る 水 を 受 け 入 れ て い る も の で あ っ て

、 一 定 の 条 件 に 該 当 す る も の に 限 る

。 ）  

 

 （ 備 考 ）  

  １  こ の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 下 水 道 業 に お い て 、 「 一 定 の 条 件 」

と は 、 次 の 算 式 に よ り 計 算 さ れ た 値 が  0.5 を 超 え る こ と を い

う 。  

    ∑ Ci ・ Qi  

     Q  

   (1)  「 Ci 」 と は 、 下 水 道 に 水 を 排 出 す る 下 水 道 法 上 の 特 定 事

業 場 ご と に 、 当 該 特 定 事 業 場 か ら 当 該 下 水 道 に 排 出 さ れ る

水 の １ , ４ － ジ オ キ サ ン に よ る 汚 染 状 態 の 通 常 の 値 （ 単 位  

     mg ／ Ｌ ） を い う 。  

   (2)  「 Qi 」 と は 、 当 該 特 定 事 業 場 か ら 当 該 下 水 道 に 排 出 さ れ

る 水 の 通 常 の 量 （ 単 位  ㎥ ／ 日 ） を い う 。  

   (3)  「 Q 」 と は 、 当 該 下 水 道 か ら 排 出 さ れ る 排 出 水 の 通 常 の

量 （ 単 位  ㎥ ／ 日 ） を い う 。  

  ２  こ の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 業 種 に 属 す る 事 業 所 （ 以 下 「 対 象 事

業 所 」 と い う 。 ） が 同 時 に 同 欄 に 掲 げ る 業 種 以 外 の 業 種 に も

属 す る 場 合 に お い て は 、 新 規 則 別 表 第 11 又 は こ の 表 に よ り 当

該 業 種 に つ き 異 な る 許 容 限 度 が 定 め ら れ て い る と き は 、 対 象

事 業 所 に 係 る 排 水 に つ い て は 、 そ れ ら の 規 制 基 準 の う ち 、 最

大 の 許 容 限 度 の も の を 適 用 す る 。  

  ３  こ の 表 に 掲 げ る 規 制 基 準 は 、 対 象 事 業 所 に 係 る 汚 水 又 は 廃

液 を 処 理 す る 事 業 所 に 係 る 排 水 に つ い て は 、 当 該 事 業 所 が 対

象 事 業 所 の 属 す る 業 種 に 属 す る も の と み な し て 適 用 す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 新 規 則 別 表 第 11 又 は こ の 表 に よ り 対 象 事 業

所 が 属 す る 業 種 に つ き 異 な る 許 容 限 度 が 定 め ら れ て い る と き

は 、 備 考 ２ の 規 定 を 準 用 す る 。  

 

 


